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。
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( )

支
配
的
見
解
は
、
撤
回
に
は
法
律
の
明
示
の
根
拠
は
不
要
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
侵
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
は
原
則
と
し
て
自
由

で
あ
る
が
、
授
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
は
相
手
方
に
責
め
の
あ
る
場
合
や
相
手
方
の
同
意
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
す
る
こ
と
は
で
き

ず
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
公
益
上
の
必
要
か
ら
撤
回
す
る
と
き
は
こ
れ
に
よ
り
生
じ
た
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
有
力
説
は
、
侵
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
は
要
件
事
実
の
事
後
的
消
滅
の
場
合
を
除
い
て
、
授
益
的
行
政
行
為

の
撤
回
は
相
手
方
の
同
意
や
撤
回
権
の
留
保
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
い
ず
れ
も
撤
回
を
明
示
に
認
め
る
法
律
規
定
が
あ
っ
て
初
め

て
許
さ
れ
る
と
い
う

(
１)

。
両
者
の
折
衷
的
見
解
も
あ
る
。

二

本
稿
は
、
判
例
を
中
心
に
、
撤
回
の
意
義
を
み
た
の
ち
に
、
撤
回
の
根
拠
・
制
限
の
問
題
に
つ
い
て
分
析
と
検
討
を
試
み
よ

う
と
意
図
す
る
も
の
で
あ
る

(

２)
。
判
例
は
、
法
律
規
定
に
定
め
る
撤
回
事
由
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
現
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
な
お
、

法
律
規
定
は
ほ
と
ん
ど

｢

取
消｣
と
い
い
そ
の
中
に
撤
回
も
含
め
て
扱
う
。｢

取
消｣

権
者
は
所
管
の
大
臣
で
あ
る
こ
と
が
圧
倒
的

に
多
く
、
つ
い
で
都
道
府
県
知
事
の
順
序
と
な
ろ
う
。
と
く
に
学
問
上
の
取
消
事
由
と
撤
回
事
由
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
混
然
一
体

と
し
て

｢

取
消｣

事
由
を
定
め
る
が
、
規
定
の
仕
方
か
ら
両
者
の
区
別
が
可
能
な
も
の
も
あ
る

(

３)

。
撤
回
事
由
や
撤
回
制
限
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
行
政
手
続
法
四
九
条
な
ど
の
規
定
も
参
考
に
な
ろ
う

(

４)

。

(

１)

諸
説
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
広
岡
隆

｢

行
政
行
為
の
撤
回
の
自
由
性｣

ジ
ュ
リ
学
説
展
望

(

昭
和
三
九
・
一
九
六
四)

九
二
頁
、
石

川
敏
行
・
ジ
ュ
リ
行
政
判
例
百
選
Ⅰ

[

第
四
版]

(

平
成
一
一
・
一
九
九
九)

二
一
〇
頁
。

(

２)

本
稿
に
収
め
た
判
例
は
、
判
例
体
系
Ｃ
Ｄ－

Ｒ
Ｏ
Ｍ
よ
り
得
た
も
の
を
中
心
に
筆
者
が
気
づ
い
た
も
の
を
加
え
た
。
判
例
の
搭
載
文

献
が
不
明
な
も
の
も
あ
り
、
筆
者
の
不
手
際
に
よ
り
見
逃
し
た
判
例
も
か
な
り
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(

３)

乙
部
哲
郎

｢

行
政
行
為
の
取
消
・
撤
回
の
事
由

法
律
規
定
の
分
析
・
検
討

｣

神
院
三
二
巻
四
号

(

平
成
一
五
・
二
〇
〇
三)

一

頁
以
下
。
な
お
、
同
時
掲
載
の
拙
稿

(

資
料)

か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
行
政
行
為
の
取
消
・
撤
回
の
義
務
や
許
容
の
事
由
を
定
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め
る
法
律
規
定
は
き
わ
め
て
多
数
に
の
ぼ
り
、
共
通
・
類
似
す
る
事
由
も
か
な
り
多
い
。
他
方
、
後
掲
の
よ
う
に
、
明
示
の
法
律
規
定
に

基
づ
か
な
い
撤
回
に
つ
い
て
そ
の
適
法
性
を
承
認
す
る
学
説
・
判
例
が
支
配
的
で
あ
る
。
将
来
的
に
は
、
共
通
の
撤
回
事
由
を
中
心
に
一

般
条
項
化
、
特
殊
例
外
的
な
も
の
を
個
別
の
法
律
規
定
中
に
お
く
こ
と
も
検
討
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(

４)
さ
し
あ
た
り
乙
部
哲
郎｢

ド
イ
ツ
連
邦
行
政
手
続
法
等
に
お
け
る
行
政
行
為
の
撤
回｣

神
院
三
一
巻
四
号(

平
成
一
四
・
二
〇
〇
二)

一
頁
以
下
。

二

撤
回
の
意
義

一

撤
回
の
観
念

１

諸
説
の
展
開

�

戦
前
、
美
濃
部
博
士
は
、
行
政
行
為
の
成
立
時
に
瑕
疵
あ
る
場
合
の

｢

取
消｣

と
瑕
疵
な
き
場
合
の

｢

廃
止｣

の
区
別
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
両
者
は
大
体
共
通
の
性
質
を
も
ち
、
同
一
の
原
則
が
妥
当
す
る
と
し
て
両
者
を
あ
わ
せ
て

｢

取
消｣

と
し
て
論
じ
る

(

５)

。

戦
後
、
遠
藤
教
授
は
事
後
の
行
政
介
入
の
手
法
と
し
て
の
共
通
性
に
着
目
し
て
取
消
と
撤
回
を
あ
わ
せ
て
基
本
的
に

｢(

職
権)

取
消｣

と
し
て
共
通
に
扱
う

(

６)

。
大
浜
教
授
は
取
消
と
撤
回
を
い
ち
お
う
区
別
す
る
が
、
撤
回
と
は
処
分
後
の
事
情
変
更
に
よ
り
違
法

と
な
っ
た
処
分
の
将
来
的
効
力
を
否
認
す
る
処
分
を
い
う
と
し
て
、
法
律
に
よ
る
行
政
の
回
復
と
い
う
点
で
は
取
消
も
撤
回
も
同
じ

と
み
る

(

７)

。

判
例
の
中
に
も
、｢

買
収
処
分
の
瑕
疵
の
有
無
、
理
由
の
如
何
を
問
わ
ず｣
、｢

売
渡
処
分
の
瑕
疵
の
有
無
理
由
の
如
何
を
問
わ
ず｣

、

適
法
に
買
収
処
分
や
売
渡
処
分
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
い

(

大
阪
地
判
昭
和
三
二
・
一
〇
・
二
四
行
集
八
巻
一
〇
号
一
七

行政行為の撤回
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( )

四
二
頁

[

１]

。
な
お
、
後
掲
の

[

�])

、
一
見
、
撤
回
と
取
消
を
共
通
に
扱
う
か
の
よ
う
に
解
し
う
る
も
の
が
あ
る
。

�

渡
辺
博
士
は
、
行
政
処
分
の
成
立
時
に
瑕
疵
あ
る
場
合
の

｢

取
消｣

と
瑕
疵
な
き
場
合
の
そ
の
廃
止
変
更
と
を
区
別
し
な
が

ら
、
後
者
は
、
行
政
処
分
の

｢

実
質
的
確
定
力｣

の
と
こ
ろ
で
扱
う
。
行
政
処
分
の
実
質
的
確
定
力
と
は
行
政
主
体
に
よ
る
廃
止
や

変
更
を
許
さ
な
い
こ
と
を
い
い
、｢

廃
止｣

と
は
行
政
行
為
の
効
果
の
全
部
の
消
滅
、｢

変
更｣

と
は
そ
の
一
部
の
消
滅
を
い
う
と
す

る

(

８)

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
取
消
と
異
な
り
撤
回
は
原
則
的
に
許
さ
れ
な
い
と
い
う
趣
旨
が
う
か
が
わ
れ
う
る
。

戦
後
は
、
田
中
博
士
を
初
め
と
し
て
、
行
政
処
分
の
成
立
時
に
瑕
疵
あ
る
場
合
の

｢

取
消｣

と
瑕
疵
な
き
場
合
の
そ
の

｢

撤
回｣

を
区
別
し
て
扱
う
の
が
通
説
的
見
解
で
あ
る

(

９)

。

判
例
で
は
撤
回
の
観
念
を
明
示
す
る
も
の
は
少
な
い
が
、
こ
の
な
か
に
も
通
説
と
同
旨
の
視
点
か
ら
撤
回
の
概
念
を
定
義
づ
け
る

も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、｢

撤
回
と
は
『

瑕
疵
の
な
い
行
政
行
為
に
つ
き
、
将
来
そ
の
行
為
の
効
力
を
存
続
せ
し
め
得
な
い
事
由

が
発
生
し
た
と
き
、
将
来
に
向
っ
て
そ
の
効
力
を
失
は
し
め
る
独
立
の
行
政
行
為』

を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
撤
回
せ
ら
る
べ
き
行

為
は
そ
の
成
立
に
瑕
疵
の
な
い
行
政
行
為
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る｣

、｢

無
効
行
為
の
撤
回
は
法
上
意
味
を
な
さ
な
い｣

(

佐
賀
地
判

昭
和
三
〇
・
四
・
二
三
行
集
六
巻
四
号
一
一
〇
七
頁

[
２])

。
こ
の
ほ
か
に
も
、
撤
回
は
瑕
疵
の
な
い
行
政
行
為
に
つ
き
そ
の
効
力

を
失
わ
せ
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
が
あ
る

(

後
掲
の

[

�]

・[

�])

。

�

芝
池
教
授
は
、
撤
回
は
有
効
に
成
立
し
た
行
政
行
為
の
効
力
を
後
発
的
事
情
を
理
由
に
将
来
に
向
か
っ
て
失
わ
せ
る
こ
と
を

い
う
と
す
る
。
成
立
時
に
瑕
疵
が
あ
る
行
政
行
為
に
つ
い
て
も
撤
回
は
可
能
と
し
て
、
取
消
と
撤
回
の
区
別
の
基
準
を
結
局
、
遡
及

効
の
有

(

取
消)

無

(

撤
回)

に
求
め
る
点
に
特
色
が
あ
る

(

�)

。

判
例
の
中
に
も
、｢

換
地
予
定
地
指
定
処
分
の
撤
回
は
処
分
庁
に
お
い
て
勝
手
に
為
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
処
分
後
に
生

じ
た
事
情
の
変
遷
に
よ
り
該
処
分
を
存
続
せ
し
め
難
い
公
益
上
の
必
要
が
有
す
る
場
合
に
限
り
、
こ
れ
を
許
さ
れ
る｣

と
し
な
が
ら
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( )

も
、
原
始
的
瑕
疵
の
あ
る
行
政
行
為
に
つ
い
て
こ
の
瑕
疵
の
是
正
の
た
め
の
撤
回
は
許
さ
れ
な
い
が
、
同
時
に
後
発
的
事
情
が
存
在

し
て
い
て
こ
の
後
発
的
事
情
が
撤
回
の
た
め
の
公
益
上
の
必
要
に
相
当
す
る
場
合
に
は
、
結
局
、
撤
回
は
許
さ
れ
る
こ
と
を
判
示
す

る
よ
う
な
も
の
も
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
知
事
が
本
件
換
地
予
定
地
指
定
処
分
を
撤
回
し
た
理
由
は
、
①
換
地
設
計
の
方
針

に
反
す
る
こ
と
、
②
原
告
所
有
の
別
地
に
つ
い
て
の
換
地
予
定
地
の
減
歩
率
が
平
均
減
歩
率
よ
り
も
過
少

(

真
実
は
そ
う
で
は
な
か

っ
た)

で
あ
っ
た
た
め
こ
れ
を
是
正
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
、
③
従
前
の
所
有
者
の
不
服
を
認
容
し
て
同
地
を
同
人
の
た
め
に
換
地

予
定
地
と
し
て
指
定
す
る
に
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
判
旨
は
、
①
・
②
は
原
処
分
当
時
に
存
在
し
て
い
た
事
情
で
あ
る
な
ど
と
し
て
、

本
件
撤
回
は

｢

爾
後
に
生
じ
た
事
情
の
転
移
に
よ
る
公
益
上
の
必
要
に
基
ず
き
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
被
告
の
恣
意
平
壇
に
よ

る｣

も
の
で
あ
る
と
い
い
、
そ
の
取
消
請
求
を
認
容
し
た

(

青
森
地
判
昭
和
二
八
・
二
・
二
八
行
集
四
巻
二
号
三
四
八
頁

[

３])

。

２

検
討

�

行
政
行
為
の
発
付
時
に
お
け
る
瑕
疵
の
有
無
を
基
準
に
取
消
と
撤
回
を
区
別
す
る
こ
と
に
は
、
基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。
法

律
に
よ
る
行
政
の
視
点
か
ら
は
、
違
法
な
行
政
行
為
の
取
消
と
適
法
な
行
政
行
為
の
撤
回
と
で
は
、
行
政
行
為
の
効
力
を
剥
奪
す
る

根
拠
・
制
限
に
重
要
な
差
異
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

実
際
に
、
当
該
行
為
が
撤
回
行
為
に
相
当
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
戦
前
に
、
田
中
博
士
は
、
許
可
の
更
新

が
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
の
更
新
の
拒
否
は
実
質
的
に
は
許
可
の
撤
回
に
相
当
す
る
と
い
う
が

(

�)

、
賛
成
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
更
新

の
拒
否
は
、
撤
回
の
根
拠
・
制
限
の
理
論
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
判
例
の
中
に
も
、
住
宅
緊
急
措
置
令
に
基
づ
く

｢

使
用
権
存
続

期
間
更
新
処
分
は
既
存
の
使
用
権
を
将
来
に
向
っ
て
延
長
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
地
方
長
官
は
更
新
処
分
を
な
す
に
当
っ
て
は
新
た

に
使
用
権
を
設
定
す
る
場
合
と
異
り
起
業
者
、
建
物
所
有
者
双
方
の
利
害
を
比
較
検
討
し
若
し
過
去
に
お
い
て
起
業
者
が
損
失
補
償

金
の
支
払
を
甚
だ
し
く
怠
り
又
は
建
物
の
用
法
に
著
し
く
反
し
て
こ
れ
を
使
用
し
或
は
そ
の
目
的
を
逸
脱
す
る
使
用
を
す
る
等
の
こ

行政行為の撤回
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( )

と
が
あ
っ
て
使
用
権
取
消
の
原
因
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
り
、
将
来
建
物
所
有
者
に
多
大
の
損
害
を
加
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
明

か
な
場
合
に
お
い
て
は
更
新
処
分
を
し
て
は
な
ら
な
い｣

と
し
て
、
更
新
処
分
の
取
消
請
求
を
認
容
し
た
も
の
が
あ
る

(

東
京
地
判

昭
和
二
五
・
一
二
・
九
行
集
一
巻
追
録
二
〇
四
四
頁

[

４])

。
明
言
は
し
な
い
が
、
使
用
権
存
続
期
間
更
新
処
分
の
拒
否
は
使
用
権

設
定
処
分
の
撤
回
に
相
当
す
る
と
み
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
後
、

｢

期
間
の
更
新
が
予
定
さ
れ
て
い
る
道
路
占
用
許
可｣

に
つ

い
て
、｢

更
新
拒
絶
は
、
期
間
の
定
め
が
な
い
場
合
に
お
け
る
許
可
の
取
消
と
そ
の
実
質
に
お
い
て
異
ら
な
い｣

(

東
京
地
判
昭
和
四

七
・
八
・
二
八
判
時
六
九
一
号
四
〇
頁

[

５])

、
緑
地
公
園
ゴ
ル
フ
場
の
更
新
が
予
定
さ
れ
て
い
た
場
合
の
更
新
拒
否
は

｢

実
質
的

に
は
許
可
期
間
中
の
取
消

(
撤
回)

に
類
似
す
る｣
(

横
浜
地
判
昭
和
五
三
・
九
・
二
七
判
時
九
二
〇
号
九
五
頁

[

６])

と
明
言
し

て
、
こ
の
意
味
の
取
消

(

撤
回)
が
当
該
事
案
で
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
も
の
が
あ
る

(

な
お
、
後
掲
の

[

�])

。

こ
の
ほ
か
、
当
該
行
為
が
行
政
行
為
の
撤
回
行
為
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
新
た
な
行
政
行
為
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
仮
換
地
指
定
処
分
の
変
更
処
分
は
、
当
初
の
指
定
処
分
の
撤
回
を
意
味
す
る
と
い
う
の
が
判
例
で
あ
る(

後
掲
の[

�]

、

[

�]

は
こ
の
こ
と
を
明
示

(

�))

。
仮
換
地
指
定
処
分
の
変
更
処
分
は
当
初
の
指
定
処
分
と
同
じ
法
律
要
件
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、
新
た

に
地
積
な
ど
に
変
更
を
加
え
た
仮
換
地
指
定
の
法
効
果
を
発
生
さ
せ
る
も
の
と
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
正
確
に
い
え
ば
、
変
更

処
分
は
当
初
の
指
定
処
分
の
撤
回
と
新
た
な
指
定
処
分
の
二
つ
を
含
む
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う

(

後
掲
の

[

�]

、[

�]

、

[

�]

も
こ
の
こ
と
を
明
示)

。

�

大
浜
説
に
は
、
撤
回
概
念
を
不
当
に
狭
く
把
握
す
る
点
で
疑
問
が
あ
る
。
撤
回
は
、
事
後
の
処
分
要
件
の
消
滅
の
ほ
か
、
相

手
方
の
義
務
違
反
や
公
益
上
の
理
由
な
ど
か
ら
当
該
の
行
政
行
為
が
適
法
の
ま
ま
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

後
者
の
場
合
は
、
撤
回
の
目
的
は
適
法
状
態
の
回
復
と
い
う
よ
り
も
制
裁
や
行
政
の
柔
軟
性
に
資
す
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。
法
律
規
定

の
定
め
る
撤
回
事
由
も
多
彩
で
あ
り
、
事
後
の
処
分
要
件
の
消
滅
は
重
要
で
は
あ
る
が
こ
の
撤
回
事
由
の
一
部
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
。
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�

行
政
行
為
の
成
立
時
に
瑕
疵
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
効
力
を
剥
奪
す
る
強
い
動
機
と
な
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
瑕
疵
を

不
問
に
し
た
ま
ま
で
後
発
的
事
情
の
み
を
理
由
に
撤
回
す
る
の
は
、
実
例
と
し
て
は
あ
ま
り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も

し
、
将
来
に
向
か
っ
て
行
政
行
為
の
効
力
を
剥
奪
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
、
原
始
的
瑕
疵
で
は
な
く
後
発
的
瑕
疵
を
理
由
と
す
る

撤
回
の
道
を
選
ぼ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
考
え
方
は
適
切
で
は
な
い
。
原
始
的
瑕
疵
を
理
由
と
す
る
取
消
に
あ
っ
て
も
、
相

手
方
の
信
頼
保
護
を
考
慮
し
て
将
来
に
向
か
っ
て
の
み
行
政
行
為
の
効
力
を
剥
奪
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

芝
池
教
授
が
い
う
よ
う
に
原
始
的
瑕
疵
を
不
問
に
し
た
ま
ま
で
後
発
的
事
情
の
み
を
理
由
に
撤
回
す
る
こ
と
も
理
論
的
に
は
可
能
で

あ
る
。[

３]

か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
一
つ
の
行
政
行
為
に
つ
い
て
取
消
と
撤
回
の
双
方
の
側
面
か
ら
そ
の
許

否
を
み
る
必
要
が
あ
る
も
の
も
で
て
く
る
。
こ
の
か
ぎ
り
で
は
、
通
説
の
ご
と
く
取
消
は
瑕
疵
あ
る
行
政
行
為
、
撤
回
は
瑕
疵
の
な

い
行
政
行
為
を
前
提
と
す
る
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
。

ま
た
、
芝
池
教
授
が
取
消
と
撤
回
の
区
別
の
基
準
を
遡
及
効
の
有
無
に
求
め
る
の
は
、
取
消
と
撤
回
の
区
別
の
基
準
の
一
面
を
正

確
に
捉
え
て
い
る
。
取
消
の
効
果
は
遡
及
的
で
あ
る
が
、
撤
回
の
効
果
は
将
来
に
向
か
っ
て
生
ず
る
の
が
原
則
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
、
学
説
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
判
例
の
中
に
も
、[

２]

は
撤
回
の
観
念
と
し
て
、
撤
回
の
将
来
的
効
果
を
組
み
込
ん
で

い
る
。
こ
の
ほ
か
、
撤
回
の
観
念
ら
し
き
も
の
を
明
示
す
る
判
例
の
中
に
も
同
様
の
例
は
み
ら
れ
る(

後
掲
の[

�]

、[

�]

・[

�]

、

[

�]

、[

�])

。
た
だ
し
、
取
消
に
も
将
来
に
向
か
っ
て
取
消
の
効
果
を
生
ず
る
も
の
が
あ
り
、
撤
回
に
も
過
去
の
時
点

(

撤
回
事

由
の
発
生
時)

に
撤
回
の
効
果
が
遡
及
す
る
場
合
も
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る

(

�)

。
た
と
え
ば
、
当
時
の
法
人
税
法
二
五
条

七
項
に

｢

列
記
す
る
事
由
に
該
当
す
る
場
合
は
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
時
に
遡
っ
て
青
色
申
告
の
承
認
を
取
消
す
こ
と

が
で
き
る｣

(

熊
本
地
判
昭
和
三
三
・
二
・
一
八
行
集
九
巻
二
号
一
八
六
頁

[
７])

。

撤
回
の
効
果
は
将
来
に
向
か
っ
て
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
行
政
行
為
に
よ
り
持
続
的
な
効
果
が
発
生
し
て
撤
回
に
も
か
か
わ
ら

行政行為の撤回
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( )

ず
過
去
に
残
存
す
る
効
果
も
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
行
政
行
為
の
持
続
的
な
効
果
が
発
生
す
る
こ
と
な
く
完
結
済
で
あ
る
場
合
は
、

遡
及
効
を
も
つ
取
消
は
可
能
で
あ
っ
て
も
撤
回
は
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。｢

同
一
事
項
を
目
的
と
す
る
行
政
処
分
が
重
複
し

て
な
さ
れ
た
場
合
は
常
に
後
の
処
分
に
よ
っ
て
前
の
処
分
が
撤
回
さ
れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
四
囲
の
状
況
を
考
察
し
、

後
に
な
さ
れ
た
処
分
か
ら
見
て
前
の
処
分
に
瑕
疵
が
あ
り
、
そ
の
た
め
こ
れ
が
取
消
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
は
格
別
、

先
行
処
分
が
既
に
有
効
に
完
結
し
て
い
る
以
上
こ
れ
と
全
く
同
一
事
項
を
目
的
と
す
る
後
行
処
分
は
そ
の
目
的
が
不
能
で
あ
る
点
に

お
い
て
無
効
な
処
分
と
解
す
る｣

と
判
示
す
る
例
も
あ
る

(

静
岡
地
判
昭
和
三
四
・
一
・
三
〇
行
集
一
〇
巻
一
号
二
〇
頁

[

８])

。

ま
た
、
公
の
施
設
の
利
用
許
可
等
の
撤
回
に
関
し
て
は
、
地
方
自
治
法
に
定
め
は
な
い
が(

同
二
四
四
条
・
二
四
四
条
の
二
参
照)

、

各
地
の
市
民
会
館

(

公
民
館)
条
例
中
に
は
公
益
を
害
す
る
と
き
な
ど
の
場
合
は
会
館
使
用
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
許
可

を
取
り
消
す
こ
と
も
で
き
る
と
定
め
る
例
も
あ
る
よ
う
で
あ
る

(

�)

。
こ
の
場
合
に
、
特
定
日
時
に
会
館
を
使
用
す
る
こ
と
の
許
可
の
撤

回
は
こ
の
日
時
経
過
後
は
不
可
能
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
た
と
え
ば
一
週
間
の
会
館
使
用
の
許
可
を
使
用
開
始
か
ら
二
、

三
日
後
に
撤
回
す
る
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
、
公
務
員
の
免
職
処
分
に
つ
い
て
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
効
力
を

失
わ
せ
る
撤
回
の
余
地
は
な
い
よ
う
に
思
う

(

�)

。

(

５)

美
濃
部
達
吉

『

行
政
法
撮
要』

(

有
斐
閣
、
大
正
一
三
・
一
九
二
四)

八
七
頁
以
下
。
佐
々
木
怱
一

『

改
版
日
本
行
政
法
論

総
論』

(

有
斐
閣
、
大
正
一
三
・
一
九
二
四)

五
〇
七
〜
五
〇
八
頁
も
同
旨
で
あ
る
が
、
用
語
法
に
差
異
が
あ
る
。
渡
辺
宗
太
郎

｢

行
政
行
為
取

消
論｣
(

昭
和
一
六
・
一
九
四
一)

『

ナ
チ
ス
の
行
政
法
理
論』

所
収

(
有
斐
閣
、
昭
和
一
八
・
一
九
四
三)

五
三
頁
以
下
は
、
行
政
行
為

の
取
消
を
本
来
的
意
味
の
取
消
と
撤
回
と
を
含
め
る
意
味
で
使
っ
て
い
る
。

(

６)

遠
藤
博
也

『

行
政
行
為
の
無
効
と
取
消』

(

東
大
出
版
会
、
昭
和
四
三
・
一
九
六
八)

三
五
頁
以
下
、
一
八
〇
頁
以
下
。
同
旨
、
田

上
穣
治
＝
市
原
昌
三
郎

『

行
政
法
上』

(

法
学
書
院
、
昭
和
四
二
・
一
九
六
七)
一
一
九
頁
以
下
、
市
原
昌
三
郎

『

行
政
法
講
義』

(

法
学
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( )

書
院
、
昭
和
六
二
・
一
九
八
八)

一
四
〇
頁
以
下
、
兼
子
仁

『

行
政
法
総
論』
(

筑
摩
書
房
、
昭
和
五
八
・
一
九
八
三)

一
七
六
頁
以
下
。

(
７)

大
浜
啓
吉

『

行
政
法
総
論』

(

岩
波
書
店
、
平
成
一
一
・
一
九
九
九)

一
七
五
頁
。
早
坂
禧
子

｢

撤
回
法
理
に
つ
い
て
の
一
考
察｣

塩
野
宏
古
稀
記
念

『

行
政
法
の
発
展
と
変
革
上』

(

有
斐
閣
、
平
成
一
三
・
二
〇
〇
一)

五
七
七
頁
も
こ
れ
に
近
い
。
遠
藤
博
也

｢

職
権

取
消
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て｣

田
上
穣
治
喜
寿
記
念

『

公
法
の
基
本
問
題』

(

有
斐
閣
、
昭
和
五
九
・
一
九
八
四)

二
四
四
頁
は
、
取
消

と
撤
回
の
区
別
を
否
定
す
る
説
と
し
て
自
説
を
整
理
す
る
こ
と
に
反
論
を
提
示
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う

｢

職
権
取
消｣

を
通
説
的
見

解
が
い
う
取
消
と
大
浜
説
に
い
う
よ
う
な
撤
回
を
含
め
て
、
こ
れ
と
争
訟
取
消
と
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
。

(

８)

渡
辺
宗
太
郎

『
改
訂
日
本
行
政
法
上』

(

弘
文
堂
、
昭
和
一
二
・
一
九
三
七)

三
三
五
頁
以
下
。
同

『

日
本
国
行
政
法
要
論
上』

(

有

斐
閣
、
昭
和
二
四
・
一
九
四
九)

三
三
〇
頁
以
下
は
、
戦
前
の
自
説
と
ほ
ぼ
同
旨
の
こ
と
を
述
べ
る
。

(

９)

田
中
二
郎

『

行
政
法
講
義
案
上』

(

有
斐
閣
、
昭
和
二
六
・
一
九
五
一)

一
七
九
頁
以
下
。
同
旨
、
杉
村
敏
正

｢

行
政
行
為
の
撤
回

の
法
理｣

(

昭
和
三
四
・
一
九
五
九)
『

法
の
支
配
と
行
政
法』

所
収

(

有
斐
閣
、
昭
和
四
五
・
一
九
七
〇)

一
五
七
頁
、
山
内
一
夫

『

行

政
行
為
論
講
義』

(

成
文
堂
、
昭
和
四
八
・
一
九
七
三)

一
六
二
頁
、
広
岡
隆

『

行
政
法
総
論』

(

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
昭
和
四
八
・
一
九

七
三)

一
二
七
頁
、
山
本
徳
栄

｢

行
政
行
為
の
取
消
と
撤
回｣

法
セ
三
一
一
号

(

昭
和
五
六
・
一
九
八
一)

三
四
頁
な
ど
。

(

�)

芝
池
義
一

『

行
政
法
総
論
講
義』

(

第
２
版)

(
有
斐
閣
、
平
成
六
・
一
九
九
四)

一
七
一
頁
以
下
。

(

�)

田
中
二
郎

｢

行
政
行
為
の
取
消
に
関
す
る
一
考
察

公
益
を
理
由
と
す
る
行
政
行
為
の
撤
回

｣
(

昭
和
一
一
・
一
九
三
六)

『

行
政

行
為
論』

所
収(

有
斐
閣
、
昭
和
二
九
・
一
九
五
四)
二
五
八
頁
以
下
。
宇
賀
克
也｢

行
政
財
産
の
使
用
許
可
の
撤
回
と
損
失
補
償(

上)｣

ジ
ュ
リ
一
〇
一
六
号

(

平
成
五
・
一
九
九
三)

五
四
頁
以
下
は
、
同
旨
の
立
場
か
ら
、
こ
の
ほ
か
の
判
例
も
含
め
て
行
政
財
産
の
使
用
期

間
の
性
格
に
つ
い
て
く
わ
し
く
検
討
し
て
い
る
。

(

�)

長
崎
地
判
昭
和
四
四
・
一
〇
・
二
〇
行
集
二
〇
巻
一
〇
号
一
二
六
〇
頁
、
福
岡
高
判
昭
和
四
五
・
七
・
二
〇
行
集
二
一
巻
七
＝
八
号

一
〇
四
五
頁
。
ほ
ぼ
同
旨
の
も
の
に
、
最
判
昭
和
二
八
・
一
一
・
二
〇
行
集
四
巻
一
一
号
二
六
〇
八
頁
、
名
古
屋
高
判
昭
和
三
〇
・
九
・

一
三
行
集
六
巻
九
号
二
〇
六
三
頁
、
青
森
地
判
昭
和
三
七
・
四
・
一
〇
行
集
一
三
巻
四
号
七
七
一
頁
、
東
京
地
判
昭
和
四
四
・
二
・
二
六

行政行為の撤回
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( )

行
集
二
〇
巻
二
＝
三
号
一
六
七
頁
。

(
�)

同
旨
の
ド
イ
ツ
の
法
律
規
定
に
つ
い
て
は
、
米
丸
恒
治

｢

給
付
行
政
行
為
の
撤
回
の
遡
及
効｣

福
島
四
巻
二
号

(

平
成
三
・
一
九
九

一)
二
五
頁
以
下
。
一
九
九
六
年
改
正
後
の
連
邦
行
政
手
続
法
四
九
条
三
項
も
遡
及
的
撤
回
を
明
認
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

乙
部
・
注

(

４)

二
〇
頁
以
下
。

(

�)

関
連
の
判
例
と
し
て
、
鹿
児
島
地
決
昭
和
四
八
・
四
・
二
六
判
時
七
一
六
号
三
七
頁
、
長
野
地
判
昭
和
四
八
・
五
・
四
行
集
二
四
巻

四
＝
五
号
三
四
〇
頁
、
大
阪
地
判
昭
和
五
〇
・
五
・
二
八
判
タ
三
二
九
号
二
二
三
頁
、
最
判
昭
和
五
四
・
七
・
五
判
タ
四
〇
〇
号
一
四
八

頁
な
ど
が
あ
る
。

(

�)

同
旨
の
学
説
の
紹
介
も
含
め
て
、
乙
部
哲
郎

｢

公
務
員
の
免
職
処
分
等
の
職
権
取
消｣

神
院
二
七
巻
一
＝
二
号

(

平
成
九
・
一
九
九

七)

一
〇
〇
頁
以
下
。
な
お
、
免
職
処
分
の
職
権
取
消
は
相
手
方
に
詐
欺
な
ど
顕
著
な
不
正
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
、
し
か
も
極
め
て
短

期
の
除
斥
期
間
に
服
す
べ
き
も
の
と
少
々
、
改
説
す
る
こ
と
に
す
る
。

二

撤
回
の
機
能

１

諸
説
の
展
開

�

戦
前
に
、
渡
辺
博
士
は
、
撤
回
に
は
、｢

外
部
的
事
情
の
変
動
に
根
拠
付
け
ら
れ
る
場
合｣

と

｢

相
手
方
の
行
政
義
務
の
不

履
行
に
根
拠
付
け
ら
れ
る
場
合｣

が
あ
り
、
後
者
に
は

｢
処
罰
に
因
る｣

撤
回
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
相
手
方
の
義
務
の
不
履
行

が
故
意
・
過
失
に
基
づ
く
こ
と
は
必
須
で
は
な
い
と
し
て
い
た

(
�)
。
こ
れ
よ
り
先
、
田
中
博
士
に
も
、
公
益
上
の
必
要
に
基
づ
く
撤
回

に
つ
い
て
右
と
同
旨
の
分
け
方
が
み
ら
れ
る

(

後
記
一
四
頁
参
照)
。

戦
後
、
遠
藤
博
士
は
、
①
事
情

(

法
状
態
・
事
実
関
係)

変
更
に
よ
る
事
後
的
違
法
、
②
制
裁
的
撤
回
な
ど
受
益
者
側
の
行
為
に

帰
因
す
る
も
の
、
③
撤
回
権
の
留
保
、
④
狭
義
の
公
益
要
求
に
分
け
て
撤
回
事
由
を
検
討
す
る

(

�)

。
今
村
博
士
も
、
①
公
益
上
の
必
要
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( )

に
よ
る
撤
回

(

こ
れ
に
も
二
種
が
あ
る)

、
②
制
裁
手
段
と
し
て
の
撤
回
、
③
撤
回
権
の
留
保
を
あ
げ
て
い
る

(

�)

。
芝
池
教
授
は
、｢

撤

回
の
機
能｣

と
し
て
、
①
義
務
違
反
に
対
す
る
制
裁
の
た
め
の
撤
回

(

例
、
交
通
違
反
に
よ
る
自
動
車
の
運
転
免
許
の
取
消)

、
②

外
在
的
優
越
的
公
益
の
た
め
の
撤
回

(

例
、
行
政
財
産
の
使
用
許
可
の
撤
回)

、
③
要
件
事
実
の
事
後
消
滅
・
欠
格
事
由
該
当

(

例
、

重
大
な
副
作
用
が
あ
る
薬
品
の
製
造
承
認
等
の
撤
回)

を
あ
げ
る

(

�)

。

�

従
来
、
実
務
家
の
多
く
は
、
自
動
車
運
転
免
許
の
取
消
等
は
過
去
の
行
為
に
対
す
る
制
裁
と
い
う
よ
り
は
将
来
の
危
険
防
止

を
目
的
と
す
る
と
い
い

(
�)

、
塩
野
教
授
も
、
撤
回
は
制
裁
的
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
義
務
違
反
者
を
免
許
制
か
ら
排
除

ま
た
は
義
務
違
反
を
抑
制
し
て
秩
序
維
持
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

(

�)

。
中
川
教
授
も
、
風
俗
営
業
の
規
制
及

び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
二
六
条
に
基
づ
く
営
業
許
可
の
取
消
に
つ
い
て
そ
の
制
裁
的
性
格
を
否
認
す
る

(

�)

。

判
例
の
中
に
も
、｢

各
運
転
免
許
が
独
立
の
処
分
で
あ
り
、
そ
の
免
許
の
取
消
し
等
が
制
裁
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん

が
み
、
疑
義
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が｣
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
併
記
免
許
の
取
消
は
許
さ
れ
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
が

(

東
京
地
判

昭
和
四
四
・
七
・
一
九
行
集
二
〇
巻
七
号
九
二
〇
頁

[

９])

、｢

免
許
取
消
制
度
の
目
的
は
、
被
免
許
者
に
対
し
て
制
裁
を
科
す
る

た
め
で
は
な
く
、
危
険
な
運
転
者
を
自
動
車
運
転
よ
り
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
交
通
事
故
を
防
止
し
、
道
路
交
通
の
安
全
と
円

滑
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
る｣

と
し
て
、
併
記
免
許
の
取
消
を
許
し
た
も
の
も
あ
る

(

大
阪
地
判
昭
和
五
四
・
一
・
一
八
行
集
三
〇

巻
一
号
一
三
頁

[

�])

。
運
転
免
許
の
取
消
は

｢

危
険
運
転
者
を
排
除
す
る
と
い
う
公
益
の
要
請
・
目
的
の
下
に
行
わ
れ
る｣

が
、

｢

刑
事
処
分
は
、
過
去
の
道
交
法
違
反
等
の
違
反
行
為
に
対
し
、
刑
罰
を
科
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
法
目
的
は
本
質
的
に

異
な
る｣

と
い
う
も
の

(

山
口
地
判
平
成
四
・
七
・
三
〇
判
タ
八
〇
六
号
一
〇
九
頁

[

�])

、
風
営
法
二
六
条
一
項
前
段
に
基
づ
く

営
業
許
可
の
取
消
と
の
関
連
で
、｢

刑
事
処
分
は
過
去
の
違
反
行
為
に
対
す
る
制
裁
を
目
的
と
す
る
の
に
対
し
、
営
業
許
可
取
消
制

度
は
将
来
に
お
け
る
行
政
秩
序
の
維
持
、
行
政
目
的
の
達
成
を
目
的
と
す
る｣
と
い
う
も
の
も

(

大
阪
高
判
平
成
九
・
一
〇
・
一
判

行政行為の撤回

11 11



( )

タ
九
六
二
号
一
〇
八
頁

[

�])

、
後
者
の
系
統
に
近
い
で
あ
ろ
う
。

２

検
討

�

一
般
に
、
撤
回
の
機
能
は
撤
回
の
観
念
や
撤
回
事
由
か
ら
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
事
情
変
更
に
よ
る
事
後
的

違
法
の
場
合
に
行
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
こ
の
場
合
の
撤
回
は
適
法
状
態
の
回
復
の
機
能
を
果
た
す
。
行
政
行
為
の
発
付
要
件
の
事

後
的
消
滅
の
場
合
が
こ
の
例
に
あ
た
ろ
う
。
撤
回
の
観
念
に
つ
い
て
の
大
浜
説
に
よ
れ
ば
、
撤
回
は
も
っ
ぱ
ら
こ
の
機
能
を
果
た
す
。

第
二
に
、
相
手
方
の
義
務
違
反
な
ど
相
手
方
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
が
あ
る
場
合
に
行
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
こ
の
場
合
の
撤
回

に
は
、
制
裁
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
も
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
相
手
方
に
よ
る
負
担
の
不
履
行
な
ど
が
こ
の
例
に
あ
た
ろ
う
。

第
三
に
、
適
法
状
態
の
回
復
以
外
の
行
政
側
の
事
情
す
な
わ
ち
公
益
上
の
必
要
か
ら
行
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
場
合
の
撤
回
は
、

行
政
の
柔
軟
性
の
確
保
の
機
能
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
撤
回
事
由
は
必
ず
し
も
孤
立
的
に
存
在
す
る
こ
と
な
く
、
重

畳
的
に
存
在
す
る
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
相
手
方
に
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
が
あ
り
、
か
つ
、
公
益
上
の
必
要
か
ら
も
撤
回
が

行
わ
れ
る
と
い
う
場
合
も
あ
り
う
る(

例
、
後
掲
の

[

�]

・[

�])

。

撤
回
権
の
留
保
は
右
の
い
ず
れ
の
ケ

ス
と
も
異
な
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
実
際
に
留
保
さ
れ
た
撤
回
権
が
行
使
さ
れ
る
の
は
、

相
手
方
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
や
と
り
わ
け
公
益
上
の
必
要
か
ら
行
わ
れ
る
場
合
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る(

例
、
後
掲
の[

�])

。

相
手
方
の
要
請
・
同
意
を
得
て
撤
回
す
る
ケ

ス
も
こ
れ
に
近
い
場
合
が
あ
ろ
う
。

�

自
動
車
運
転
免
許
の
取
消
は
制
裁
的
機
能
を
も
つ
こ
と
も
あ
り
、
危
険
な
運
転
者
を
自
動
車
運
転
よ
り
排
除
す
る
と
い
う
こ

と
は
制
裁
の
態
様
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
風
営
法
二
六
条
に
基
づ
く
営
業
許
可
の
取
消
に
つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
指
摘
が

可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
、
た
と
え
ば
、
公
営
住
宅
の
使
用
許
可
の
取
消
・
明
渡
請
求
に
つ
い
て
は
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
公
営
住

宅
法
に
所
定
の
家
賃
の
滞
納
、
住
宅
・
共
同
施
設
の
故
意
毀
損
、
無
断
の
転
貸
・
譲
渡
・
用
途
変
更
・
増
築
な
ど
を
理
由
と
す
る
場
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( )

合
は
、
い
わ
ば
相
手
方
の
責
め
に
基
づ
く
使
用
許
可
の
撤
回
・
明
渡
請
求
に
相
当
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
営
住
宅

の
建
替
え
を
理
由
と
す
る
場
合
は
、
い
わ
ば
行
政
側
の
事
情
・
公
益
上
の
必
要
に
基
づ
く
使
用
許
可
の
撤
回
・
明
渡
請
求
に
相
当
す

る
と
み
る
べ
き
こ
と
が
多
い
。
使
用
許
可
の
取
消
・
明
渡
請
求
の
制
限
の
根
拠
に
つ
い
て
も
、
前
者
で
は
信
頼
保
護
法
理
、
後
者
で

は
信
義
則
の
適
用
が
も
っ
ぱ
ら
問
題
と
な
る

(

�)

。

(

�)

渡
辺
・
注

(

５)

五
六
頁
、
七
一
頁
以
下
、
九
八
頁
以
下
。

(

�)

遠
藤
・
注

(
６)

一
八
〇
頁
以
下
。

(

�)

今
村
成
和

『

行
政
法
入
門』

(

第
６
版)

(

有
斐
閣
、
平
成
八
・
一
九
九
六)

一
一
六
頁
以
下
。

(

�)

芝
池
・
注

(

�)
一
七
二
頁
。

(

�)

萩
原
重
夫

｢

判
批｣

判
評
四
一
五
号

(

平
成
五
・
一
九
九
三)

一
九
七
〜
一
九
八
頁
参
照
。
萩
原
氏
も
こ
れ
に
同
調
す
る
。

(

�)

塩
野
宏

『

行
政
法

(

第
二
版)』
(
有
斐
閣
、
平
成
六
・
一
九
九
四)

一
四
六
頁
。
早
坂
・
注

(

７)

五
七
七
頁
も
、
撤
回
は
法
治
主

義
実
現
の
た
め
に
違
法
状
態
に
あ
る
行
政
行
為
の
効
力
を
消
滅
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
制
裁
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。

(

	)

中
川
丈
久

｢

判
批｣

判
評
四
九
九
号

(
平
成
一
二
・
二
〇
〇
〇)

一
八
一
〜
一
八
二
頁
。

(

�)

乙
部
哲
郎

『

行
政
法
と
信
義
則

判
例
を
中
心
に

』
(

信
山
社
、
平
成
一
二
・
二
〇
〇
〇)

三
四
頁
以
下
。

三

撤
回
の
根
拠



学
説

一

法
律
根
拠
不
要
説

１

戦
前
に
、
美
濃
部
博
士
は
、
原
則
と
し
て
、
侵
益
的
行
政
行
為
の

｢

取
消｣

は
自
由
裁
量
に
属
す
る
が
、
授
益
的
行
政
行
為

の

｢

取
消｣

は
法
規
裁
量
で
あ
り
、
後
者
は
、
確
定
力
の
あ
る
行
政
行
為
を
除
い
て
、
法
律
の
明
文
の
規
定
の
な
い
場
合
に
も
、
①

行
政
行
為
の
内
容
が
違
法
で
あ
る
か
、
手
続
上
の
欠
缺
の
あ
る
と
き
、
ま
た
は
、
不
正
の
申
告
・
賄
賂
そ
の
ほ
か
の
不
正
行
為
に
よ

行政行為の撤回
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( )

り
行
政
行
為
を
得
た
と
き
、
②
行
政
行
為
の
要
件
の
消
滅
、
③
相
手
方
の
義
務
違
反
、
④
事
情
の
変
更
に
よ
り
行
政
行
為
の
存
続
を

許
す
べ
き
で
は
な
い
公
益
上
の
必
要
を
生
じ
た
と
き
は
、
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
行
政
官
庁
は

取
り
消
す
べ
き
公
益
上
の
必
要
、
取
り
消
す
こ
と
に
よ
り
当
事
者
に
及
ぼ
す
不
利
益
、
取
り
消
さ
な
い
こ
と
に
よ
り
公
の
秩
序
に
及

ぼ
す
影
響
等
を
比
較
考
量
し
て
、
取
り
消
す
か
ど
う
か
を
決
す
べ
き
で
あ
る

(

�)

。

田
中
博
士
は
、
基
本
的
に
は
美
濃
部
博
士
と
同
様
で
あ
る
が
、｢

権
利
利
益
を
賦
与
す
る
行
為｣

の
撤
回
事
由
に
差
異
も
み
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
①
負
担
の
不
履
行
・
取
消
権
留
保
、
②
相
手
方
の
同
意
、
③
事
情
の
変
更
・
行
政
庁
の
見
解
の
変
更
の
ほ
か
、
④

公
益
上
の
必
要
を
あ
げ
こ
れ
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
行
政
行
為
に
よ
り
相
手
が
得
る
権
利
利
益
を
尊
重
し
て
み
だ
り
に

侵
害
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
法
治
国
家
の
根
本
的
要
請
で
あ
り
、
法
的
安
全

(
R

e
ch

tssich
e

rh
e

it)

な
る
公
益
目
的
が
実
現
さ
れ

る
。
結
局
、
公
益
上
の
必
要
に
基
づ
く
撤
回
の
許
否
は
彼
の
公
益
と
こ
の
公
益
と
の
比
較
考
量
に
依
存
す
る
。
こ
の
場
合
、
行
政
行

為
の
存
続
自
体
が
積
極
的
に
公
益
と
相
い
れ
な
い
と
き
、
行
政
行
為
の
存
続
自
体
が
公
益
を
害
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
撤
回

に
よ
り
よ
り
多
く
の
公
益
を
実
現
し
う
る
と
き
の
両
者
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。｢

前
者
は
、
行
政
行
為
の
撤
回
が
自
己
の

責
に
帰
せ
ら
る
べ
き
場
合
で
あ
り
、
後
者
は
他
在
の
原
因
に
基
づ
く
場
合
で
あ
る｣

。
前
者
は
撤
回
を
可
能
と
す
る
場
合
が
多
い
の

に
対
し
て
、
後
者
は
行
政
行
為
の
存
続
を
認
め
る
べ
き
場
合
が
多
く
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
撤
回
す
る
と
き
は
補
償
ま
た
は
代
償

が
必
要
で
あ
る

(

�)

。

２

戦
後
、
田
中
博
士
は
、
撤
回
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
法
律
の
規
定
に
基
づ
か
な
く
て
も
公
益
上
の
必
要
等
が
あ
れ
ば
撤
回
は

許
さ
れ
る
こ
と
を
よ
り
明
確
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
確
定
力
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
効
力
を
生
ず
る
行
為

(

例
、
懲
戒
免
官)

を
除

い
て
、
撤
回
は
原
則
と
し
て
自
由
で
あ
る
が
、｢

既
成
の
法
律
秩
序
維
持
の
見
地
か
ら｣

一
定
の
制
限
が
あ
る
と
し
て
、
侵
益
的
行

政
行
為
の
撤
回
は
自
由
で
あ
り
、
授
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
は
、
①
取
消
権
の
留
保
、
②
相
手
方
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
、
③
相
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( )

手
方
の
同
意
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
許
さ
れ
ず
、
④
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
公
益
上
の
必
要
か
ら
撤
回
を
す
る
と
き
は
公
用
収
用
の

場
合
に
準
じ
て
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

�)(

�)。
戦
前
の
自
説
と
比
較
し
て
、
負
担
の
不
履
行
や
事
情
変
更
等
が
撤
回
事
由
か
ら
落
ち

て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
前
者
は
②
に
後
者
は
④
な
ど
に
吸
収
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
公
益
上
の
必
要
等
が
あ
れ
ば
明
示

の
法
律
の
根
拠
が
な
く
て
も
撤
回
は
可
能
と
い
う
見
解
が
続
き
通
説
的
見
解
と
な
っ
た

(

�)

。

(

�)

美
濃
部
・
注

(

５)

八
七
頁
以
下
。

(

�)

田
中
・
注

(
11)
二
五
八
頁
以
下
。

(

�)

田
中
・
注

(

９)
二
六
三
頁
以
下
、
田
中
二
郎

『

行
政
法
総
論』

(

有
斐
閣
、
昭
和
三
二
・
一
九
五
七)

三
六
一
〜
三
六
二
頁
。

(

�)

杉
村
章
三
郎

｢

有
効
な
行
政
処
分
に
対
す
る
事
後
取
消
に
つ
い
て｣

自
研
二
五
巻
七
号

(

昭
和
二
四
・
一
九
四
九)

八
頁
は
、
撤
回

の
根
拠
に
関
し
て
は
、
法
律
が
撤
回
事
由
を
定
め
て
い
な
い
場
合
で
も
、
事
情
変
更
の
原
則
に
よ
り
撤
回
し
う
る
か
は
将
来
の
課
題
で
あ

る
と
い
う
。
撤
回
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
侵
益
的
行
政
行
為
と
授
益
的
行
政
行
為
と
の
区
別
を
前
提
に
考
え
よ
う
と
す
る
意
図
も
う
か
が

わ
れ
る
が
、
美
濃
部
・
田
中
説
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
撤
回
理
論
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。

(

�)

山
田
幸
男

｢

行
政
行
為
の
撤
回

(

廃
止)｣
ジ
ュ
リ
法
学
教
室
二
号

(

昭
和
三
六
・
一
九
六
一)

一
四
六
頁
、
田
上
＝
市
原
・
注

(

６)

一
一
九
頁
以
下
、
市
原
・
注

(

６)

一
四
〇
頁
以
下
、
原
田
尚
彦

『

行
政
法
要
論』

(

学
陽
書
房
、
昭
和
五
一
・
一
九
七
六)

一
三

二
頁
以
下
、
藤
田
宙
靖

『

行
政
法
Ⅰ

(

総
論)』

(

青
林
書
院
、
昭
和
五
五
・
一
九
八
〇)

一
五
一
頁
以
下
、
兼
子
・
注

(

６)

一
七
六
頁

以
下
、
南
博
方

『

行
政
法』

(

有
斐
閣
、
平
成
二
・
一
九
九
〇)
七
二
頁
以
下
、
小
高
剛

『

行
政
法
総
論』

(

ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
六
・
一

九
九
四)

一
一
一
頁
以
下
、
小
早
川
光
郎

『

行
政
法
上』

(

弘
文
堂
、
平
成
一
一
・
一
九
九
九)

二
九
九
頁
以
下
、
大
浜
・
注

(

７)

一

七
五
頁
以
下
な
ど
。

行政行為の撤回

15 15



( )

二

覊
束
・
裁
量
行
為
区
別
論

１

戦
前
に
、
渡
辺
博
士
は
以
下
の
よ
う
に
い
う
。
覊
束
処
分
は
実
質
的
確
定
力
を
有
す
る
が
裁
量
処
分
は
実
質
的
確
定
力
を
有

し
な
い
。
実
質
的
確
定
力
の
な
い
行
政
処
分
を
廃
止
変
更
す
る
行
政
処
分
は
、
そ
れ
自
体
、
独
立
の
行
政
処
分
で
あ
る
た
め
に
法
治

主
義
の
原
則
の
拘
束
を
う
け
る
。
す
な
わ
ち
、
制
定
法
が
廃
止
変
更
事
由
を
明
示
す
る
場
合
は
、
こ
の
事
由
に
該
当
す
る
か
ぎ
り
廃

止
変
更
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
以
外
の
事
由
に
よ
り
廃
止
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
質
的
確
定
力
の
な
い
授
益
的
処

分
の
廃
止
変
更
は
制
定
法
の
根
拠
が
必
要
で
あ
る

(

�)

。

２

渡
辺
説
は
、
結
局
、
裁
量
行
為
と
し
て
行
わ
れ
る
侵
益
的
行
政
行
為
を
除
き
、
す
べ
て
行
政
行
為
の
撤
回
に
は
法
律
の
根
拠

が
必
要
と
主
張
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る

(

�)

。
撤
回
の
許
容
性
や
そ
の
制
限
の
問
題
を
検
討
す
る
場
合
に
は
、
基
本
的
に
侵
益
的
行
政
行

為
と
授
益
的
行
政
行
為
と
の
種
別
法
が
重
要
で
あ
り
、
覊
束
処
分
と
裁
量
処
分
の
区
別
に
固
執
す
べ
き
で
は
な
い

(

�)

。
た
だ
し
、
付
随

的
に
は
、
撤
回
の
対
象
と
な
る
行
政
行
為
が
覊
束
行
為
か
裁
量
行
為
か
も
区
別
す
る
必
要
が
あ
る

(

�)

。
こ
の
視
点
か
ら
は
、
侵
益
的
行

政
行
為
の
撤
回
は
、
相
手
方
の
権
利
利
益
を
損
な
う
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
そ
れ
に
資
す
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
原
則
と
し
て
そ
の

撤
回
は
許
さ
れ
る
が
、
要
件
事
実
の
消
滅
の
場
合
を
除
い
て
侵
益
的
行
政
行
為
の
発
付
義
務
が
存
在
す
る
と
き
は
そ
の
撤
回
は
許
さ

れ
な
い
。

(

�)

渡
辺
・
注

(

８)

三
四
五
頁
以
下
。
戦
後
、
渡
辺
博
士
は
戦
前
の
自
説
と
ほ
ぼ
同
旨
の
こ
と
を
述
べ
る
。

(

�)

杉
村
・
注

(

９)

一
八
七
頁
は
、
全
部
留
保
説
を
前
提
に
お
け
ば
裁
量
行
為
と
し
て
行
わ
れ
る
侵
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
に
も
法
律

の
根
拠
は
必
要
で
あ
る
と
批
判
す
る
。

(

�)

同
旨
、
柳
瀬
良
幹

｢

行
政
処
分
の
撤
回
に
つ
い
て｣

(

昭
和
二
六
・
一
九
五
一)

『

憲
法
と
地
方
自
治』

所
収

(

有
信
堂
、
昭
和
二
九

・
一
九
五
四)

二
一
四
頁
以
下
。
同
旨
、
遠
藤
・
注

(

７)

二
六
五
、
二
七
七
頁
。
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( )

(

�)

と
こ
ろ
で
、
覊
束
処
分
と
裁
量
処
分
の
区
別
の
基
準
と
し
て
は
、
渡
辺
・
注

(

８)

二
九
〇
頁
以
下
は
も
っ
ぱ
ら
制
定
法
の
規
定
の

仕
方
を
重
視
す
る
が
、
裁
量
処
分
は
原
則
と
し
て
個
人
の
自
由
の
制
限
を
内
容
と
し
な
い
と
も
述
べ
て
お
り
、
こ
の
か
ぎ
り
で
は
侵
益
的

行
政
行
為
と
授
益
的
行
政
行
為
の
区
別
を
考
慮
し
て
い
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
他
方
、
美
濃
部
・
田
中
説
も
一
般
に
侵
益
的
行
政
行
為
は

覊
束
行
為
、
授
益
的
行
政
行
為
は
裁
量
行
為
と
い
う
か
ら
、
渡
辺
説
と
の
区
別
は
そ
れ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、

撤
回
の
根
拠
・
制
限
に
つ
い
て
、
美
濃
部
・
田
中
説
で
は
侵
益
的
行
政
行
為
と
授
益
的
行
政
行
為
の
区
別
、
渡
辺
説
で
は
覊
束
処
分
と
裁

量
処
分
の
区
別
を
そ
れ
ぞ
れ
前
提
に
論
じ
て
い
る
と
い
う
差
異
が
あ
ろ
う
。

三

原
処
分
規
定
授
権
説

１

柳
瀬
博
士
は
、
法
定
の
事
由
が
な
い
場
合
に
も
行
政
行
為
の
廃
止
は
自
由
で
あ
っ
て
、
行
政
行
為
の
発
付
権
限
を
授
与
す
る

法
は
同
時
に
そ
の
廃
止
権
限
を
も
授
与
す
る
が
、
授
益
的
行
政
行
為
の
廃
止
は
公
共
の
福
祉
の
た
め
止
む
を
得
な
い
場
合
と
限
度
に

と
ど
ま
り
、
実
質
的
確
定
力
あ
る
行
為
は
廃
止
で
き
な
い
と
い
う

(

�)

。
塩
野
教
授
も
基
本
的
に
同
旨
の
よ
う
に
解
さ
れ
る

(

�)

。
い
ず
れ
も

撤
回
に
は
と
く
に
明
示
の
法
律
の
根
拠
は
不
要
と
す
る
点
で
は
、
通
説
的
見
解
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。

２

柳
瀬
説
は
、
処
分
要
件
の
事
後
的
消
滅
と
り
わ
け
許
認
可
等
を
し
て
は
な
ら
な
い
絶
対
的
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
に
至
っ
た

場
合
に
は
適
合
す
る
よ
う
に
も
解
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
も
と
も
と
処
分
は
発
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

処
分
権
限
を
授
与
す
る
法
律
規
定
と
は
別
に
そ
の
廃
止
権
限
を
も
授
与
す
る
法
律
規
定
が
多
数
あ
り
、
し
か
も
処
分
要
件
ま
た
は
重

要
な
処
分
要
件
の
事
後
的
消
滅
の
場
合
を
撤
回
義
務
ま
た
は
撤
回
許
容
の
事
由
と
す
る
も
の
も
多
い
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
み
る
べ
き

か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
柳
瀬
説
の
よ
う
に
理
解
す
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
法
律
規
定
の
存
在
意
義
を
無
視
ま
た
は
軽
視
す
る
こ
と
に
な

り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る

(

�)

。
な
お
、
行
政
処
分
と
そ
の
強
制
執
行
と
の
関
係
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
根
拠
規
定
が
必
要
と
な
る
と

い
う
支
配
的
見
解
が
行
政
処
分
と
そ
の
取
消
・
撤
回
に
も
妥
当
し
う
る
と
な
れ
ば

(
�)

、
柳
瀬
説
に
は
疑
問
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ

行政行為の撤回
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( )

の
ほ
か
、
相
手
方
に
よ
る
業
務
遂
行
の
過
程
に
責
め
の
あ
る
場
合
や
撤
回
を
求
め
る
公
益
上
の
必
要
の
あ
る
場
合
、
処
分
の
授
権
権

限
は
そ
の
廃
止
権
限
を
も
授
権
す
る
と
い
う
ほ
ど
に
包
括
的
な
内
容
を
も
つ
こ
と
に
な
る
か
は
疑
わ
し
い
。

(

�)
柳
瀬
良
幹

『

行
政
法
教
科
書
上』

(

有
斐
閣
、
昭
和
三
三
・
一
九
五
八)

一
二
一
頁
。
同
旨
、
宮
田
三
郎

｢

行
政
行
為
の
取
消
し
と

撤
回｣
金
子
＝
広
岡
＝
山
本
編

『

行
政
法
上』

(

法
学
書
院
、
昭
和
四
九
・
一
九
七
四)

一
五
九
頁
。
早
坂
・
注

(

７)

五
七
七
頁
は
、

柳
瀬
説
は
新
た
な
法
律
の
制
定
は
不
要
で
あ
る
に
し
て
も
根
拠
法
規
が
必
要
と
み
る

｢

処
分
権
限
説｣

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
前
掲
の
田

中
説
は
法
律
根
拠
不
要
説
で
あ
り
、
両
者
は
異
な
る
と
み
る
。
柳
瀬
説
は
、｢

法
律
根
拠
必
要
説｣

か
ら
の
批
判
が
あ
り
う
る
こ
と
を
考

慮
し
て
行
政
行
為
の
授
権
権
限
は
そ
の
廃
止
権
限
を
も
授
権
す
る
と
反
論
す
る
の
で
あ
り
、
仮
に
法
律
根
拠
必
要
説
の
立
場
に
た
つ
と
し

て
も
撤
回
権
限
は
与
え
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
可
能
と
い
う
趣
旨
の
よ
う
に
解
し
う
る
余
地
も
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
後
掲

[

�]

を

も
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)

塩
野
・
注

(

�)

一
四
三
頁
。
同
旨
、
大
橋
洋
一

『

行
政
法』

(

有
斐
閣
、
平
成
一
三
・
二
〇
〇
一)

三
四
七
頁
。

(

�)

杉
村
・
注

(

９)

一
八
五
頁
、
芝
池
・
注

(

�)

一
七
八
頁
。

(

�)

遠
藤
・
注

(

７)

二
六
六
頁
以
下
の
指
摘
が
詳
細
か
つ
有
益
で
あ
る
。

四

法
律
根
拠
必
要
説

１

杉
村
敏
正
博
士
は
、
イ
プ
セ
ン
は
、
自
由
と
財
産
の
侵
害
に
法
律
の
根
拠
を
求
め
る
ワ
イ
マ

ル
憲
法
一
一
四
条
・
一
五
三

条
を
根
拠
に
す
べ
て
の
授
益
的
行
政
行
為
に
つ
き
撤
回
制
限
を
主
張
、
そ
こ
で
は
、
通
説
の
ご
と
く
行
政
の
目
的

(

公
益
の
実
現)

・
性
質

(

事
情
変
遷
の
即
応)

か
ら
撤
回
自
由
を
主
張
す
る
と
い
う
態
度
は
見
ら
れ
な
い
が
、
全
部
留
保
説
の
立
場
か
ら
は
右
の
イ

プ
セ
ン
の
見
解
に
も
従
い
え
な
い
こ
と
、
わ
が
国
で
も
戦
後
に
制
定
さ
れ
た
法
律
は
、
相
手
方
の
義
務
違
反
や
要
件
事
実
の
消
滅
が

あ
っ
て
も
そ
の
程
度
等
に
よ
り
撤
回
事
由
と
す
る
も
の
や
し
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
て
、
行
政
行
為
の
撤
回
に
は
そ
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( )

の
発
付
権
限
を
授
権
す
る
法
律
と
は
別
個
の
授
権
法
律
を
必
要
と
す
る
と
い
う
。｢

賦
課
的
行
政
行
為｣

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る

が
、
例
外
的
に
要
件
事
実
の
事
後
的
消
滅
の
場
合
は
法
律
の
根
拠
が
な
く
て
も
撤
回
可
能
で
あ
り
要
求
も
さ
れ
る
。｢

授
益
的
行
政

行
為｣
の
撤
回
は
、
法
律
が
定
め
る
撤
回
事
由
が
あ
る
と
き
、
相
手
方
の
同
意
、
撤
回
権
の
留
保
が
あ
る
と
き
に
限
ら
れ
る
と
い
う

(

�)

。

杉
村
説
で
は
賦
課
的
行
政
行
為
は
要
件
事
実
の
事
後
的
消
滅
の
場
合
は
法
律
の
根
拠
が
な
く
て
も
撤
回
可
能
と
い
う
が
、
前
記
の

柳
瀬
説
に
よ
れ
ば
こ
の
ケ

ス
は
法
律
の
根
拠
に
基
づ
く
撤
回
と
み
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
授
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
事
由
で
は
、
法

律
の
定
め
の
な
い
か
ぎ
り
、
相
手
方
に
責
め
の
あ
る
場
合
や
公
益
上
の
必
要
は
撤
回
事
由
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
点
で
通
説
的
見
解

と
は
大
き
く
異
な
る
。
憲
法
一
三
条
お
よ
び
全
部
留
保
説
を
前
提
に
お
き
、
覊
束
行
為
と
裁
量
行
為
の
区
別
を
前
提
に
撤
回
の
制
限

を
論
ず
る
も
の
で
は
な
い
点
で
渡
辺
説
と
も
異
な
る
。

芝
池
教
授
も
基
本
的
に
は
杉
村
説
に
属
す
る
。
す
な
わ
ち
、
営
業
の
一
時
停
止
命
令
や
施
設
の
改
善
命
令
に
つ
い
て
は
法
律
の
授

権
が
あ
る
こ
と
を
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
命
令
よ
り
も
相
手
方
に
大
き
な
不
利
益
を
加
え
る
営
業
許
可
等
の
撤
回
に
法
律
の
根
拠
は
不

要
と
い
う
の
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
比
例
原
則
お
よ
び
法
治
主
義
の
要
請
に
照
ら
し
て
原
行
政
行
為
の
授
権
を
も
っ
て
そ
の
撤
回

の
授
権
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
い
、
授
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
は
、
法
律
が
定
め
る
撤
回
事
由
が
あ
る
と
き
、
相
手
方
の
同

意
、
撤
回
権
の
留
保
が
あ
る
と
き
に
限
ら
れ
る
と
い
う

(
�)

。

２

申
請
に
対
し
て
許
認
可
を
与
え
な
い
こ
と
も
で
き
る
場
合
に
当
然
に
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
必
要
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
旦

与
え
た
許
認
可
を
撤
回
す
る
の
は
よ
り
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
い
わ
ば
白
紙
の
状
態
で
許
可

申
請
を
拒
否
す
る
場
合
と
比
べ
て
、
許
可
の
撤
回
は
許
可
に
よ
り
生
ぜ
せ
し
め
た
利
益
状
態
を
奪
う
と
い
う
効
果
を
も
つ
か
ら
で
あ

る
。判

例
の
中
に
も
、
許
可
を
す
る
か
ど
う
か
と
許
可
の
撤
回
を
す
る
か
ど
う
か
と
で
は
違
い
が
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
と
し
て
、

行政行為の撤回
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( )

[
４]

の
ほ
か
、
以
下
の
例
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
監
獄
法
三
一
条
・
監
獄
法
施
行
規
則
八
六
条
二
項
に
基
づ
く
在
監
者
の
制
限
冊

数
外
私
本
所
持
の
許
可
の

｢

取
消
し
は
当
該
受
刑
者
に
対
し
一
種
の
懲
罰
的
効
果
を
与
え
、
こ
れ
を
許
可
し
た
教
育
的
効
果
を
か
え

っ
て
害
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
制
限
冊
数
外
所
持
を
許
可
す
る
か
ど
う
か
に
際
す
る
場
合
に
比
し
て
よ
り
一

層
慎
重
に
、
前
示
刑
務
行
政
の
目
的
に
て
ら
し
こ
れ
を
取
消
す
べ
き
合
理
的
事
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

(

広
島
地
判
昭
和
四
八
・
七
・
四
判
時
七
二
八
号
三
八
頁

[

�])

、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
八

条
二
号
・
四
条
一
項
五
号
に
基
づ
く
営
業

｢

許
可
後
の
取
消
し

(

撤
回)

の
場
合
に
は
、
当
初
の
許
可
の
是
非
の
判
断
と
異
な
り
、

当
初
の
許
可
を
前
提
と
し
て
新
た
な
法
律
秩
序
が
次
々
と
形
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
違
反
行
為
の
性
質
、
態
様
な
ど
に
伴
う
取
消
し

(

撤
回)

の
必
要
性
、
取
消
し

(
撤
回)

に
よ
る
相
手
方
へ
の
影
響
の
程
度
も
比
較
考
量
の
上
、
取
消
し

(

撤
回)

の
是
非
を
判
断

す
る
の
が
相
当
で
あ
る｣

(

東
京
高
判
平
成
一
一
・
三
・
三
一
判
時
一
六
八
九
号
五
一
頁

[

14]) (

�)

。
法
律
の
定
め
る
撤
回
事
由
と
し

て
の
処
分
要
件
の
事
後
的
消
滅
も
、
処
分
要
件
の
い
ず
れ
で
も
よ
い
場
合
も
あ
る
が
、
重
要
な
処
分
要
件
の
消
滅
に
限
定
す
る
こ
と

も
少
な
く
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る

(
�)
。

こ
の
意
味
で
、
法
律
根
拠
必
要
説
は
、
少
な
く
と
も
授
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
に
つ
い
て
は
説
得
力
に
富
む
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
撤
回
許
容
ま
た
は
撤
回
義
務
の
事
由
を
定
め
る
法
律
の
規
定
は
多
い
が
、
法
律
の
規
定
は
必
ず
し
も
統
一
的
・
体
系
的
に

整
備
し
て
制
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
法
律
規
定
を
あ
ま
り
重
視
す
る
の
は
、
公
益
へ
の
適
応
を
欠
き
国
民
の
権
利
保
護

に
欠
け
る
結
果
に
も
な
る
。
法
律
規
定
の
定
め
る
以
外
に
は
撤
回
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
国
民
の
権
利
保
護
等
の
視

点
か
ら
撤
回
許
容
や
そ
れ
が
撤
回
義
務
に
変
わ
り
う
る
た
め
の
要
件
を
探
ろ
う
と
す
る
判
例
や
学
説
の
真
摯
な
努
力
も
無
駄
に
し
か

ね
な
い

(

例
、
薬
害
訴
訟
に
関
す
る
後
掲
の

[

�]

〜[

�]

参
照)

。
ま
た
、
侵
益
的
行
政
行
為
の
要
件
事
実
の
事
後
的
消
滅
の
場

合
に
は
撤
回
許
容
や
撤
回
義
務
が
導
か
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
撤
回
許
容
や
撤
回
義
務
を
定
め
る
法
律
規
定
が
ま
れ
に
み
ら
れ
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( )

る
こ
と
と
の
整
合
性
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

芝
池
説
に
対
し
て
も
、
法
律
規
定
を
あ
ま
り
重
視
す
る
の
は
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。
た
と
え
ば
、
右
の
改
善
命
令
と
許

認
可
等
の
取
消
に
共
通
の
事
由
を
定
め
る
例
が
多
い
が
、
こ
の
こ
と
は
法
律
的
に
は
両
者
の
軽
重
を
明
示
す
る
こ
と
に
必
ず
し
も
こ

だ
わ
ら
ず
、
比
例
原
則
な
ど
裁
量
統
制
の
法
理
に
委
ね
る
こ
と
を
示
す
よ
う
に
も
解
さ
れ
る
。

(

�)

杉
村
・
注

(

９)

一
五
七
頁
以
下
。
授
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
に
つ
い
て
ほ
ぼ
同
旨
で
は
あ
る
が
、
撤
回
事
由
と
し
て
は
、
法
律
が

定
め
る
撤
回
事
由
の
ほ
か
は
撤
回
権
の
留
保
の
み
を
あ
げ
る
も
の
と
し
て
、
広
岡
・
注

(

９)

一
二
八
頁
、
楠
本
茂

｢

行
政
行
為
に
お
け

る
撤
回
の
制
限
に
つ
い
て｣

鹿
児
島
短
大
商
経
論
集
二
三
号

(

昭
和
四
九
・
一
九
七
四)

七
六
頁
。

(

�)

芝
池
・
注

(

�)
一
七
一
頁
以
下
。
こ
の
か
ぎ
り
で
は
、
遠
藤
・
注

(

７)

二
七
八
頁
も
同
旨
で
あ
る
。

(

�)

判
旨
賛
成
、
中
川
・
注

(
�)

一
八
四
頁
。
な
お
、
本
判
決
は

｢『

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。』

と
の
規
定
振
り
は
公
安
委
員
会
の

権
限
を
示
す
の
み
で
な
く
そ
の
裁
量
の
余
地
を
示
し
た
規
定
と
み
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る｣

と
し
て
撤
回
義
務
を
否
認
し
た
が
、
判
旨
は

適
切
で
あ
ろ
う
。
中
川
教
授
は
、
結
論
的
に
は
判
旨
に
賛
成
す
る
が
、｢

で
き
る｣

と
い
う
文
言
か
ら
裁
量
規
定
の
有
無
を
判
断
す
る
の

は
一
般
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
。

(

�)

乙
部
・
注

(

３)

六
頁
以
下
。

五

折
衷
的
見
解

１

法
律
根
拠
不
要
説
と
法
律
根
拠
必
要
説
と
の
折
衷
的
見
解
も
あ
る
。
こ
れ
に
も
種
々
の
も
の
が
あ
る
。

山
内
博
士
は
、
侵
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
は
、
相
手
方
に
利
益
を
与
え
る
こ
と
を
理
由
に
、
公
益
上
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き

は
明
文
の
法
律
の
根
拠
な
く
し
て
撤
回
で
き
、
か
つ
、
速
や
か
に
撤
回
す
べ
き
と
さ
え
い
う
。
授
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
も
、
①
相

手
方
の
義
務
違
反
、
②
成
功
不
能

(

相
手
方
が
授
益
を
利
用
し
な
い
と
き)

、
③
相
手
方
の
同
意
の
あ
る
場
合
は
明
文
の
法
律
の
根

行政行為の撤回
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( )

拠
は
不
要
で
あ
る
が
、
④
公
益
支
障
に
よ
る
撤
回
の
場
合
は
明
文
の
法
律
の
根
拠
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
撤
回
に
よ
る
相
手
方
の

損
失
を
補
償
す
べ
き
と
い
う

(

�)

。

晴
山
教
授
は
、
基
本
的
に
は
杉
村
敏
正
説
に
よ
り
つ
つ
、
例
外
的
に
、
授
益
的
行
政
行
為
が
そ
の
後
の
事
情
変
更
に
よ
り
第
三
者

の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
比
較
考
量
の
結
果
、
撤
回
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
が
優
越
す
る
と
み
な
さ
れ
る
か

ぎ
り
、
明
文
の
規
定
が
な
く
て
も
撤
回
可
能
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
原
行
政
行
為
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
は
授
権
法
律
の
趣

旨
に
反
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
が

(

�)

、
前
掲
の
柳
瀬
説
の
影
響
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

今
村
博
士
は
、
不
利
益
処
分
の
撤
回
は
明
文
の
規
定
が
な
く
て
も
許
さ
れ
る
が
、
授
益
的
処
分
の
撤
回
は
以
下
の
よ
う
に
区
別
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
①

｢
行
政
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
法
律
状
態
が
、
社
会
的
に
有
害
な
結
果
を
も
た
ら
す
虞
を
生
じ
た
と
き
は
、

明
文
の
規
定
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
撤
回
可
能｣

で
あ
る
。
②
現
に
あ
る
法
律
状
態
を
よ
り
大
な
る
公
益
の
た
め
に
犠
牲
に
供
す

る
と
い
う
場
合
に
は
、
損
失
補
償
が
必
要
で
あ
る
が
、
補
償
さ
え
す
れ
ば
明
文
の
規
定
が
な
く
て
も
撤
回
可
能
と
は
い
え
な
い
。
③

制
裁
の
手
段
と
し
て
の
撤
回
に
も
明
文
の
規
定
が
必
要
で
あ
る

(

�)

。
右
の
①
の
理
由
と
し
て
、
許
可
・
認
可
制
な
ど
に
よ
り
個
人
の
行

為
を
行
政
的
規
制
の
も
と
に
お
い
た
法
の
趣
旨
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
前
掲
の
柳
瀬
説
の
影
響
が
み
ら
れ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
①
と
②
の
区
別
は
、
戦
前
の
田
中
説
が
い
う
公
益
に
関
す
る
区
別
論
に
近
い
も
の
が
あ
る
が
、
②
の
場
合
の
撤
回
は
法

律
の
根
拠
が
必
要
と
解
す
る
余
地
が
う
か
が
わ
れ
、
こ
の
か
ぎ
り
で
は
田
中
説
と
も
異
な
る
で
あ
ろ
う
。

２

折
衷
的
見
解
に
つ
い
て
も
、
あ
る
種
の
撤
回
に
つ
い
て
明
示
の
法
律
の
根
拠
が
必
要
と
す
る
か
ぎ
り
で
、
法
律
根
拠
必
要
説

に
対
す
る
批
判
が
妥
当
す
る
。
た
と
え
ば
、
山
内
説
に
は
、
公
益
上
の
必
要
を
撤
回
事
由
と
し
て
明
示
す
る
法
律
規
定
は
む
し
ろ
少

な
く
、
こ
の
ほ
か
の
場
合
に
撤
回
は
す
べ
て
許
さ
れ
な
い
と
す
る
の
は
行
政
の
柔
軟
性
確
保
の
視
点
か
ら
は
実
情
に
沿
わ
な
い
で
あ

ろ
う
。
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( )

(

�)

山
内
・
注

(

９)

一
六
三
頁
以
下
。

(
�)

室
井
力
編

『

現
代
行
政
法
入
門』

(

法
律
文
化
社
、
昭
和
五
六
・
一
九
八
一)

二
三
二
頁
以
下

[

晴
山
一
穂]

。

(
�)
今
村
・
注

(

�)

一
一
六
頁
以
下
。
な
お
、
古
城
誠

｢『

撤
回』

と
法
令
用
語｣

法
教
一
四
五
号

(

平
成
四
・
一
九
九
二)

五
一
頁
。

六

結
論

１

撤
回
許
容
ま
た
は
撤
回
義
務
の
事
由
を
定
め
る
法
律
の
規
定
は
多
い
が
、
法
律
の
規
定
は
必
ず
し
も
統
一
的
・
体
系
的
に
整

備
し
て
制
定
さ
れ
て
は
い
な
い

(

以
下
、
撤
回
許
容
の
事
由
を
前
提
に
お
く
こ
と
に
す
る)

。
法
律
根
拠
不
要
説
が
支
配
的
見
解
で

あ
る
こ
と
を
考
え
て
、
あ
え
て
撤
回
を
許
す
明
示
の
法
律
規
定
を
お
か
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
も
あ
ろ
う

(

�)

。
後
掲
の

[

�]

が

｢

明

文
の
規
定
は
な
い
け
れ
ど
も
、
条
理
上｣

そ
の
撤
回
は
許
さ
れ
る
と
判
示
す
る
の
は
、
有
益
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
法
律
規
定
の
定
め

る
撤
回
事
由
が
非
常
に
多
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
条
理
法
は
こ
の
法
律
規
定
を
補
完
す
る
と
み
る
か
、
そ
れ
と
も
条
理
法
の
重
要
な

内
容
の
一
つ
と
し
て
法
律
規
定
の
定
め
る
撤
回
事
由
が
あ
る
と
き
は
撤
回
が
許
さ
れ
る
と
み
る
の
か
は
問
題
で
あ
る
。

２

撤
回
事
由
を
定
め
る
法
律
規
定
は
非
常
に
多
い
。
法
律
根
拠
必
要
説
は
こ
の
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
撤
回
に
は
明
示
の
法

律
の
根
拠
が
必
要
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
は
、
も
っ
ぱ
ら
当
該
法
律
が
明
示
す
る
撤
回
事
由
が
あ
る
場
合
に
の
み
撤
回
は
許
さ
れ
る

か
ど
う
か
と
い
う
議
論
を
意
味
す
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
法
律
の
定
め
る
撤
回
事
由
を
充
足
す
る
場
合
で
も
、
具
体
的
事
案
で
直
ち

に
撤
回
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
行
政
庁
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
、
こ
の
場
合
、
不
文
の
法
理
を
含
む
周
知
の
裁
量
統
制
法
理
に
服
す

る
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
相
手
方
の
信
頼
保
護
の
要
請
や
撤
回
を
求
め
る
公
益
上
の
必
要
な
ど
と
の
比
較
考
量
が
重
要
と
な
る
。

い
わ
ゆ
る
撤
回
の
制
限
の
理
論
で
あ
る
。
撤
回
の
根
拠
と
撤
回
の
制
限
の
理
論
は
い
ち
お
う
区
別
が
可
能
で
あ
る
。

具
体
的
事
案
で
直
ち
に
撤
回
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
撤
回
の
根
拠
と
制
限
の
双
方
の
側
面
か
ら
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
す
る

と
、
授
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
は
相
手
方
か
ら
一
方
的
に
利
益
を
奪
う
行
為
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
法
律
の
留
保
の
原
則
に
よ

行政行為の撤回
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( )

れ
ば
法
律
の
根
拠
が
必
要
と
い
う
論
拠
は
、
前
者
の
み
を
重
視
し
て
後
者
を
軽
視
し
て
お
り
、
結
局
、
撤
回
の
制
限
の
側
面
を
法
律

の
留
保
の
拘
束
か
ら
外
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
論
拠
は
貫
徹
さ
れ
て
お
ら
ず
、
適
切
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

相
手
方
の
利
益
保
護
の
視
点
か
ら
は
、
最
終
局
面
で
あ
る
撤
回
制
限
の
理
論
が
よ
り
重
要
で
あ
ろ
う
。
第
一
段
階
で
当
該
法
律
が

撤
回
事
由
を
明
示
し
て
い
な
く
て
も
撤
回
は
許
さ
れ
う
る
と
理
解
し
て
も
、
結
局
、
実
際
に
撤
回
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
撤
回
制

限
の
理
論
に
照
ら
し
て
み
る
か
ら
、
相
手
方
の
利
益
保
護
に
欠
け
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
法
律
が
明
示
す
る
撤
回
事
由
の

ほ
か
は
、
撤
回
は
お
よ
そ
許
さ
れ
え
な
い
と
し
て
い
わ
ば
門
前
払
い
を
し
て
し
ま
う
の
は
、
公
益
へ
の
適
応
を
欠
き
国
民
の
権
利
保

護
に
欠
け
る
結
果
に
も
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
掲
の
よ
う
に
明
示
の
法
律
の
規
定
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
撤
回
の
可
能
性
を
認

め
る
多
数
の
判
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
よ
う
。

(

�)

田
上
＝
市
原
・
注

(

６)
一
二
〇
頁
は
、
戦
後
に
撤
回
を
認
め
る
法
律
の
出
現
は
、
こ
の
趣
旨
を
認
め
る
宣
言
的
意
味
を
も
ち
、
と

き
に
本
来
撤
回
制
限
に
反
す
る
の
に
あ
え
て
撤
回
を
認
め
る
と
い
う
意
味
や
、
そ
れ
以
外
の
事
由
に
基
づ
く
撤
回
を
許
さ
な
い
と
い
う
制

限
的
意
味
を
も
つ
も
の
と
解
さ
れ
る
と
い
う
。
同
旨
、
市
原
・
注

(

６)

一
四
一
頁
。

四

撤
回
の
根
拠
�

判
例

一

法
律
根
拠
必
要
説

東
京
地
判
昭
和
二
七
・
九
・
四
行
集
三
巻
九
号
一
八
〇
九
頁

[
�]

許
可
認
可
等
臨
時
措
置
法
に
基
く
措
置
令
四
条
一
項
は
、｢
中
央
行
政
官
庁
の
許
認
可
に
つ
い
て
は
地
方
行
政
官
庁
が
そ
の

職
権
を
行
う
も
の
と
定
め
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
許
認
可
の
取
消
に
つ
い
て
ふ
れ
る
処
が
な
い｣

。
許
認
可
の
違
法
を
理

由
に
こ
の
許
認
可
を
取
り
消
す
場
合
は
別
と
し
て
、｢

そ
れ
以
外
の
公
益
上
の
理
由
か
ら
す
る
許
認
可
の
取
消
は
一
旦
付
与
し
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( )

た
利
益
を
剥
奪

(

本
件
の
場
合
は
特
に
自
然
人
の
死
刑
に
等
し
い
結
果
と
な
る
人
格
の
剥
奪
で
あ
る)

す
る
処
分
で
あ
り
、
極

め
て
重
大
な
問
題
で
あ
る
か
ら
許
認
可
取
消
の
権
限
の
委
任
を
も
含
む
と
速
断
す
る
こ
と
は
で
き
ず｣

、
本
件
措
置
令
五
条
五

号
は

｢

詐
欺
又
は
錯
誤
に
基
く
許
認
可
の
取
消
及
之
に
伴
う
原
状
回
復
そ
の
他
の
措
置
に
係
る
命
令｣

は
地
方
行
政
官
庁
に
委

任
す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
地
方
行
政
官
庁
に
委
任
す
る
趣
旨
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
無
免
許
で
度
量
衡
の
制
作
販
売
を

し
た
こ
と
を
理
由
に
民
法
七
一
条
に
基
づ
き
東
京
都
教
育
委
員
会
が
し
た
財
団
法
人
設
立
許
可
の
取
消
処
分
は
、
権
限
な
き
処

分
と
し
て
当
然
無
効
で
あ
る
と
し
た
。

本
判
決
は
、
許
認
可
権
限
の
委
任
は
そ
の
撤
回
権
限
の
委
任
を
含
ま
な
い
と
す
る
趣
旨
の
よ
う
に
解
さ
れ
る

(

�)

。
許
認
可
の
撤
回
に

は
許
認
可
権
限
を
授
権
す
る
法
律
規
定
と
は
別
個
の
法
律
規
定
が
必
要
と
す
る
意
味
で
あ
り
、
柳
瀬
説
を
否
認
す
る
趣
旨
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
許
認
可
の
違
法
を
理
由
に
こ
の
許
認
可
を
取
り
消
す
場
合
は
別
と
し
て
と
い
う
判
旨
部
分
は
、
必
ず
し
も
処
分
時
に
違

法
な
許
認
可
の
取
消
だ
け
で
な
く
事
後
に
許
認
可
要
件
を
欠
き
違
法
と
な
っ
た
許
認
可
の
取
消
に
つ
い
て
も
、
許
認
可
権
限
を
授
権

す
る
法
律
規
定
と
別
個
の
法
律
規
定
は
不
要
と
す
る
趣
旨
と
解
す
る
余
地
も
あ
る
。

(

�)

田
中
・
注

(

�)

三
六
〇
頁
。
山
内
・
注

(
９)

一
六
三
頁
は
、
行
政
庁
が
他
の
行
政
庁
に
行
政
行
為
の
発
付
権
限
を
委
任
し
た
場

合
は
そ
の
留
保
の
意
思
が
読
み
取
れ
な
い
か
ぎ
り
、
当
該
行
政
行
為
の
撤
回
権
限
の
委
任
を
も
含
む
と
い
い
こ
の
判
旨
に
賛
成
す
る
。

二

裁
量
行
為
法
律
根
拠
不
要
説

判
例
の
中
に
は
、
撤
回
さ
れ
る
べ
き
行
政
行
為
が
覊
束
処
分
か
裁
量
処
分
の
視
点
か
ら
撤
回
の
根
拠
・
制
限
の
問
題
を
み
る
点
で

渡
辺
説
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
し
、
裁
量
処
分
で
あ
れ
ば
授
益
的
性
格
の
も
の
で
も
公
益
上
の
必
要
が
あ
れ
ば
法
律
の
根

拠
が
な
く
て
も
撤
回
は
許
さ
れ
る
と
す
る
点
で
渡
辺
説
と
も
異
な
る
。

和
歌
山
地
判
昭
和
三
〇
・
一
一
・
二
一
行
集
六
巻
一
一
号
二
四
二
七
頁

[
�]

行政行為の撤回
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( )

自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
五
条
は
、
農
地
買
収
除
外
の
指
定
地
と
し
て
土
地
使
用
目
的
の
変
更
を
相
当
と
す
る
農
地
を
定
め

る
が
、
農
地
買
収
除
外
の
指
定
の
取
消
・
撤
回
に
つ
い
て
は
定
め
な
い
。｢

事
は
も
っ
ぱ
ら
行
政
行
為
の
撤
回

(

以
下
便
宜
上
取

消
と
称
す
る)

の
問
題
に
限
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
右
の
点
に
つ
き
原
告
等
は
指
定
は
法
規
裁
量
行
為
で
あ
り
一
た
ん
な
さ
れ
た

以
上
爾
後
こ
れ
を
行
政
庁
の
自
由
裁
量
に
よ
り
取
消
し
得
な
い
と
し
当
裁
判
所
も
ま
た
右
の
見
解
を
是
認
す
る
。
た
だ
こ
の
よ

う
な
指
定
処
分
も
確
定
力
を
有
す
る
行
政
処
分
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
効
力
を
将
来
に
存
続
せ
し
む
べ
き
で
な
い
特

別
な
公
益
上
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
原
処
分
庁
に
お
い
て
こ
れ
を
取
消
し
得
る｣

。
本
件
で
は
、
指
定
後
、
原
告
ら
は
一

年
九
か
月
間
も
使
用
目
的
の
変
更
の
た
め
の
何
ら
の
措
置
も
と
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
農
林
省
通
達
に
よ
れ
ば
指
定
の
取
消
が
可

能
で
あ
る
な
ど
の
事
情
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
程
度
で
は
本
件
指
定
を
取
り
消
す
べ
き
特
別
な
公
益
上
の
必
要
は
生
じ
て
い

な
い
と
い
い
、
本
件
取
消
が
効
力
を
生
じ
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
本
件
各
買
収
計
画
・
訴
願
棄
却
裁
決
は
違
法
と
し
て
、
同
裁

決
の
取
消
請
求
を
認
容
し
た
。

法
規
裁
量
行
為
は
覊
束
処
分
と
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
判
旨
前
段
の
法
規
裁
量
行
為
で
あ
る
か
ら

｢

行
政

庁
の
自
由
裁
量
に
よ
り
取
消
し
得
な
い｣

と
い
う
の
は
、
前
掲
の
渡
辺
説
と
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
渡
辺
説
で
も
、
覊
束
処
分

で
も
多
義
的
概
念
に
よ
る
覊
束
で
あ
れ
ば
事
情
変
更
に
基
づ
く
公
益
的
見
地
か
ら
撤
回
で
き
る
と
し
て
い
る
た
め
、
判
旨
は
渡
辺
説

の
よ
う
に
も
解
さ
れ
る
が
、
判
旨
後
段
が
授
益
的
処
分
の
撤
回
で
あ
っ
て
も
特
別
な
公
益
上
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
法
律
の
根

拠
を
必
要
と
し
な
い
と
す
る
点
で
は
、
通
説
的
見
解
に
近
い
で
あ
ろ
う
。

神
戸
地
判
昭
和
三
九
・
七
・
一
五
行
集
一
五
巻
七
号
一
四
一
五
頁

[
�]

懲
戒
処
分
の
取
消
に
よ
っ
て

｢

被
処
分
者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
も
の
で
も
、
被
処
分
者
に
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
も

な
く
、
ま
た
第
三
者
の
権
利
関
係
に
影
響
が
あ
る
も
の
で
も
な
く
、
一
旦
な
し
た
処
分
を
取
消
す
こ
と
が
当
該
特
別
権
力
関
係

神戸学院法学 第33巻第１号
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( )

内
部
に
お
け
る
法
的
秩
序
の
客
観
的
安
定
の
見
地
か
ら
問
題
と
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い｣

、｢

そ
う
す
る
と
、
国
家
公
務
員
に
対
す

る
懲
戒
処
分
を
取
消
す
か
ど
う
か
は
、
処
分
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
か
否
か
に
か
ヽ
わ
ら
ず
、
懲
戒
権
者
の
裁
量
に
任
せ
ら
れ
て

い
る｣

と
い
い
、
懲
戒
処
分
は
有
効
に
取
り
消
さ
れ
た
と
し
て
懲
戒
処
分
の
不
存
在
確
認
請
求
等
を
認
容
し
た

(

�)

。

懲
戒
処
分
の
発
動
は
懲
戒
権
者
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
が

(

国
家
公
務
員
法
八
二
条
一
項
・
地
方
公
務
員
法
二
九
条
一
項)

、
懲

戒
処
分
の
取
消
・
撤
回
に
つ
い
て
は
明
規
し
な
い
。
右
の
判
決
は
必
ず
し
も
明
示
は
し
な
い
が
、
後
掲
の
控
訴
審
判
決

([

�])

が

｢

懲
戒
処
分
が
懲
戒
権
者
の
自
由
裁
量
行
為
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
当
然
そ
の
撤
回
も
自
由
裁
量
行
為
で
あ
る
と
の
論
理
的
帰
結

は
導
か
れ
ず
、
撤
回
に
つ
い
て
は
別
途
に
そ
の
目
的
、
作
用
、
要
件
を
勘
案
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る｣

な
ど
と
し
て
、
懲
戒
処
分

の
不
存
在
確
認
請
求
等
を
棄
却
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
も
考
慮
に
入
れ
る
と
、[

�]

は
裁
量
行
為
法
律
根
拠
不
要
説
を
と
る
よ
う

に
解
し
う
る
が
、
懲
戒
処
分
が
侵
益
的
行
政
行
為
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
渡
辺
説
と
み
る
余
地
も
あ
ろ
う
。

東
京
地
判
昭
和
五
三
・
八
・
三
判
時
八
九
九
号
四
八
頁

[

�]

｢

医
薬
品
の
品
目
ご
と
の
承
認
が
自
由
裁
量
処
分
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
承
認
後
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
の
有
効
性
と
安
全
性

と
の
バ
ラ
ン
ス
の
変
動
か
ら
そ
の
有
用
性
が
否
定
さ
れ
る
場
合
に
行
な
わ
れ
る
承
認
の
取
消

(

講
学
上
い
わ
ゆ
る
撤
回)

も
ま

た
、
自
由
裁
量
処
分
た
る
こ
と
を
当
然
と
す
る
の
で
あ
り
、
取
消
権
を
行
使
す
る
か
否
か
の
決
定
も
厚
生
大
臣
の
自
由
裁
量
に

委
ね
ら
れ
る
の
を
本
則
と
す
る｣

と
い
う
。
つ
い
で
、
本
判
決
は
、
一
定
の
要
件
の
も
と
で
は
裁
量
は
縮
減
し
て
撤
回
義
務
が

発
生
す
る
と
し
て
、
撤
回
権
限
の
不
行
使
は
作
為
義
務
違
反
と
し
て
違
法
と
な
る
と
い
い
、
国
の
国
家
賠
償
義
務
を
認
め
た
。

東
京
ス
モ
ン
訴
訟
第
一
審
判
決
で
あ
る
。
当
時
の
薬
事
法
は
、
厚
生
大
臣
は
医
薬
品
の
製
造
承
認
の
許
可
を
発
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
定
め
る
が
、
製
造
承
認
後
に
副
作
用
が
判
明
し
た
場
合
の
規
制
権
限
の
発
動
に
つ
い
て
は
定
め
て
い
な
か
っ
た

(

昭
和
五
四
年

改
正
後
の
同
法
七
四
条
の
二
は
、
製
造
承
認
の
取
消
義
務
・
権
限
を
定
め
る)
。
判
旨
の
前
半
に
お
い
て
、
裁
量
行
為
法
律
根
拠
不

行政行為の撤回
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( )

要
説
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

大
阪
地
判
昭
和
五
四
・
七
・
三
一
判
時
九
五
〇
号
二
四
一
頁

[

�]
大
阪
ス
モ
ン
訴
訟
に
お
け
る
判
決
で
あ
る
が
、
右
と
ほ
ぼ
同
旨
の
判
示
を
行
い
、
か
つ
、｢

明
文
が
な
く
て
も
厚
生
大
臣
の
自
由

裁
量
に
よ
り
製
造
承
認
の
取
消

(

撤
回)

を
な
す
こ
と
も
可
能｣

と
し
て
い
る

(

�)

。
な
お
、
後
掲
の

[

�]

も
あ
る
。

(

�)

判
旨
賛
成
、
鈴
木
重
武

｢

判
批｣

自
研
四
九
巻
二
号

(

昭
和
四
八
・
一
九
七
三)

一
一
八
〜
一
一
九
頁
。

(

�)

こ
の
ほ
か
、
同
時
期
に
各
地
の
ス
モ
ン
訴
訟
に
お
い
て
、
法
的
根
拠
は
明
確
で
は
な
い
が
、
国
家
賠
償
責
任
に
お
け
る
注
意
義
務
の

一
つ
に
厚
生
大
臣
に
よ
る
医
薬
品
の
製
造
等
の
許
可
の
撤
回
義
務
が
あ
り
う
る
こ
と
を
承
認
す
る
も
の
と
し
て
、
広
島
地
判
昭
和
五
四
・

二
・
二
二
判
時
九
二
〇
号
一
九
頁
、
札
幌
地
判
昭
和
五
四
・
五
・
一
〇
判
時
九
五
〇
号
五
三
頁
、
前
橋
地
判
昭
和
五
四
・
八
・
二
一
判
時

九
五
〇
号
三
〇
五
頁
。

三

法
律
根
拠
不
要
説

撤
回
を
許
容
す
る
法
律
の
根
拠
が
存
在
し
な
い
事
案
に
お
い
て
、
判
例
の
多
く
は
、
と
く
に
撤
回
に
は
法
律
の
根
拠
が
必
要
と
か

不
要
と
明
示
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
撤
回
さ
れ
る
べ
き
行
政
行
為
の
裁
量
性
の
有
無
を
問
題
に
す
る
こ
と
な
く
、
当
該
事
案
で
撤
回

の
許
容
性
を
認
め
る
。
判
例
の
中
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
撤
回
に
は
法
律
の
根
拠
は
不
要
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
も
あ
る
。

た
だ
し
、
撤
回
制
限
の
問
題
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。

東
京
地
判
昭
和
三
二
・
一
・
三
一
行
集
八
巻
一
号
一
九
四
頁

[
�]

｢

一
般
に
行
政
庁
が
自
己
の
な
し
た
行
政
処
分
に
か
し
の
あ
る
事
を
発
見
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
取
り
消
し
若
し
く
は
変
更

す
る
こ
と
に
よ
り
公
益
も
し
く
は
私
人
の
既
得
権
を
害
す
る
お
そ
れ
の
な
い
限
り
、
原
則
と
し
て
法
律
の
規
定
を
ま
つ
迄
も
な

く
取
り
消
し
も
し
く
は
変
更
す
る
こ
と
を
得
る｣

。
特
別
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
換
地
予
定
地
指
定
処
分
は

｢

換
地
指
定
の
な
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( )

さ
れ
る
迄
の
暫
定
的
措
置
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て｣

、｢

土
地
関
係
者
に
対
し
私
法
上
の
権
利
義
務
の
関
係
を
新
た
に
創
設

す
る
趣
旨
の
も
の
で
は
な
く
、
従
前
の
土
地
に
関
す
る
使
用
収
益
の
関
係
が
そ
の
ま
ゝ
換
地
予
定
地
に
移
行
す
る
こ
と
を
定
め

た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
換
地
予
定
地
上
に
生
ず
る
使
用
収
益
の
関
係
も
ま
た
換
地
指
定
処
分
に
至
る
迄
の
仮
の
関

係
に
過
ぎ
な
い
と
解
す
る
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
一
た
ん
換
地
予
定
地
指
定
処
分
の
な
さ
れ
た
後
に
お
い
て
も
、
区
画

整
理
事
業
の
施
行
上
重
大
な
支
障
を
生
じ
、
又
は
施
行
地
区
内
の
土
地
の
権
利
者
相
互
間
に
著
る
し
い
不
公
平
を
生
ず
る
に
至

っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
取
消
変
更
を
な
す
こ
と
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る｣

。
本
件

｢

変
更
指
定
に
基
く
換
地
予
定
地
は
い
ず

れ
も
原
告
ら
の
従
前
の
所
有
地
若
し
く
は
借
地
に
比
し
て
殆
ん
ど
増
減
が
な
い
か
ら
、
本
件
変
更
処
分
は
原
告
ら
の
期
待
に
背

い
た
と
は
言
え
、
事
実
上
不
利
益
を
与
え
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
も
で
き
な
い｣

と
い
い
、
本
件
変
更
処
分
の
取
消
請
求
等
を

棄
却
し
た

(

�)

。

本
件
判
旨
は
、
ま
ず
、
違
法
な
行
政
処
分
の
取
消
だ
け
で
な
く
適
法
な
行
政
処
分
が
そ
の
後
の
状
況
変
化
に
よ
り
瑕
疵
を
帯
び
た

場
合
の
そ
の
撤
回
を
も
念
頭
に
お
い
て
判
示
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
本
件
で
も
、
当
初
、
昭
和
二
一
年
九
月
一
〇
日
を
基
準
日
と

し
て
過
小
宅
地
・
借
地
に
つ
い
て
増
換
地
の
設
計
を
し
た
が
、
過
小
宅
地
等
は
増
や
し
て
も
ら
え
る
と
い
う
風
評
が
立
つ
な
ど
過
小

宅
地
等
は
次
第
に
増
加
、
結
局
、
被
告
知
事
は
、
他
の
土
地
の
減
歩
率
が
高
率
と
な
り

｢

著
し
く
公
平
を
欠
く
に
至
っ
た
た
め｣

、

昭
和
二
二
年
六
月
二
八
日
以
降
に
造
成
の
過
小
宅
地
等
は
増
換
地
を
し
な
い
と
し
た
の
で
あ
り
、
本
件
変
更
処
分
は

｢

公
益
上
や
む

を
得
な
い
措
置
で
あ
る｣

と
判
示
、
換
地
予
定
地
指
定
処
分
の
変
更
処
分
は
そ
の
撤
回
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

福
岡
地
判
昭
和
三
八
・
一
・
二
二
行
集
一
四
巻
一
二
号
二
〇
八
五
頁

[
�]

福
岡
高
判
昭
和
三
九
・
一
・
三
一
民
集
一
九
巻
三
号
六
八
四
頁
収
録

[
�]

([

�]

の
控
訴
審
判
決)

[

�]

は
、
農
地
法
五
条
の
許
可
は

｢

そ
の
対
象
た
る
私
法
上
の
所
有
権
移
転
の
効
力
を
完
成
せ
し
め
る
行
政
処
分
で
あ
る

行政行為の撤回
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( )

が
、
当
該
行
政
庁

(

県
知
事)

は
、
当
該
許
可
処
分
に
取
消
し
得
べ
き
瑕
疵
が
存
す
る
と
か
、
当
事
者
が
右
許
可
処
分
に
付
せ

ら
れ
た
条
件

(

農
地
法
第
五
条
第
二
項
、
第
三
条
第
三
項
参
照)

に
違
背
し
た
と
か
、
そ
の
他
事
情
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に

お
い
て
右
許
可
処
分
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
法
律
状
態
を
持
続
せ
し
め
る
こ
と
が
公
共
の
利
益
に
反
し
、
こ
れ
を
取
消
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
明
文
の
規
定
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
自
ら
右
許
可
処
分
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
る｣

。
本
件
許
可
処
分
に
付
さ
れ
た
条
件
の

｢

履
行
は
不
可
能
の
状
態
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
他
面
に
お
い

て
石
橋
文
化
セ
ン
タ
ー
は
久
留
米
市
が
全
国
に
誇
り
得
る
最
も
近
代
的
な
文
化
施
設
と
し
て
公
衆
に
多
大
の
利
益
を
供
し
て
い

る｣

、｢

本
件
土
地
に
対
す
る
原
告
ら
の
所
有
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
は
著
し
く
公
共
の
利
益
に
反
す
る
…
…
該
処
分
を
取
消
す

(

正
確
に
い
え
ば
、
処
分
の
効
力
を
将
来
に
向
か
っ
て
の
み
失
わ
し
め
る
、
い
わ
ゆ
る
処
分
の
撤
回
に
該
当
す
る)

だ
け
の
公

益
上
の
必
要
性
あ
る｣

と
い
い
、
撤
回
の
適
法
性
を
認
め
、
そ
の
無
効
確
認
請
求
お
よ
び
取
消
請
求
を
棄
却
し
た
。[

�]

は
、

知
事
が

｢

一
定
の
要
件
の
下
に
、
こ
れ
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
原
判
決
の
説
示
す
る
と
お
り｣

、
右
許
可
を
受
け

た
者
は

｢

右
義
務
の
不
履
行

(

行
不
能
を
も
含
む)

の
場
合
に
は
、
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
こ
れ
を
理
由
と
し
て
当

初
の
許
可
処
分
の
取
消

(

撤
回)

を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
は
当
然
予
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

な
ど
と
い
い
、
原

判
決
は
正
当
と
し
て
控
訴
を
棄
却
し
た
。

本
件
で
は
、
昭
和
二
九
年
六
月
、
原
告
は
、
自
己
が
経
営
を
企
画
し
て
い
る
診
療
所
か
ら
公
道
に
通
じ
る
道
路
敷
地
と
し
て
使
用

す
る
こ
と
を
条
件
に
農
地
法
五
条
に
よ
り
農
地
の
宅
地
転
用
の
た
め
の
許
可
を
得
た
。
昭
和
三
一
年
二
月
、
石
橋
文
化
セ
ン
タ
ー
の

敷
地
の
一
部
が
原
告
ら
所
有
の
本
件
土
地
に
も
及
ぶ
こ
と
か
ら
、
原
告
ら
の
同
意
を
得
て
施
設
工
事
が
行
わ
れ
、
同
セ
ン
タ
ー
は
同

市
に
寄
贈
、
一
般
公
開
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
原
告
ら
は
本
件
土
地
の
売
渡
し
に
応
ぜ
ず
、
板
塀
で
囲
い
そ
の
中
に
木
造
小
屋
を
立
て

る
な
ど
同
セ
ン
タ
ー
の
美
観
・
風
致
を
侵
す
な
ど
し
た
た
め
、
被
告
知
事
は
原
告
ら
に
円
満
解
決
を
み
な
い
場
合
に
は
本
件
許
可
処
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( )

分
を
取
り
消
す
旨
の
通
知
を
行
い
、
数
日
後
に
本
件
許
可
処
分
を
取
り
消
し
た
。
当
時
の
農
地
法
で
は
五
条
一
項
に
基
づ
く
許
可
処

分
に
条
件

(

学
問
上
の
負
担
で
あ
る
場
合
が
多
い)

を
付
す
こ
と
は
で
き
る
が
、
条
件
違
反
の
場
合
に
許
可
を
撤
回
し
う
る
旨
の
規

定
は
存
在
し
な
か
っ
た

(

現
行
の
農
地
法
八
三
条
の
二
は
、
五
条
一
項
等
の
許
可
の
取
消
ま
た
は
条
件
の
変
更
等
の
措
置
を
と
る
こ

と
を
命
じ
う
る
旨
を
定
め
る)

。
こ
の
場
合
、
法
律
根
拠
必
要
説
に
よ
れ
ば
撤
回
不
可
能
と
な
る
が
、
こ
れ
は
行
政
の
柔
軟
性
の
確

保
の
視
点
か
ら
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
こ
の
負
担
の
不
履
行
は
原
告
ら
の
責
め
に
帰
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
撤
回
の
許
容
性
は
公
益
上

の
必
要
に
も
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、[

�]

の
考
え
方
は
適
切
で
あ
り

(

�)

、[

�]

に
も
問
題
の
余
地
は
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る

(

�)

。

福
井
地
決
昭
和
四
六
・
一
〇
・
一
六
行
集
二
二
巻
一
〇
号
一
六
一
八
頁

[

�]

｢

公
安
委
員
会
が
横
断
歩
道
を
廃
止
で
き
る
明
文
の
根
拠
規
定
は
な
い
が
、
道
路
交
通
法
第
一
二
条
第
一
項
は

『

公
安
委
員
会

は
歩
行
者
の
横
断
の
安
全
を
図
る
た
め
、
横
断
歩
道
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。』

と
規
定
し
て
お
り
、
ま
た
当
該
行
政
行
為

を
し
た
行
政
庁
は
一
旦
な
し
た
行
政
行
為
に
拘
束
固
定
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
そ
の
後
事
情
変
更
を
生
じ
公
益
上
相
当
の
理
由

の
あ
る
と
き
は
先
の
行
政
行
為
を
取
消
撤
回
で
き
る
こ
と
を
考
え
る
と
…
…
道
路
そ
の
他
の
状
況
変
化
に
よ
り
横
断
歩
道
の
必

要
が
消
滅
し
た
と
か
、
あ
る
い
は
当
該
横
断
歩
道
の
存
在
が
適
切
に
一
般
公
共
の
用
に
供
せ
ら
れ
る
べ
き
道
路
の
公
益
目
的
に

合
致
せ
ず
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
公
安
委
員
会
は
既
設
の
横
断
歩
道

を
廃
止
す
る
こ
と
も
で
き
る｣

と
し
て
、
横
断
歩
道
廃
止
処
分
の
執
行
停
止
の
申
立
て
を
却
下
し
た
。

前
掲
の
柳
瀬
説
の
影
響
が
み
ら
れ
る
が
、
撤
回
の
根
拠
の
問
題
に
つ
い
て
は
法
律
の
明
文
の
規
定
は
不
要
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
よ

う
に
解
さ
れ
る
。
現
行
の
道
路
交
通
法
一
二
条
一
項
は
右
と
は
異
な
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

仙
台
地
判
昭
和
五
七
・
三
・
三
〇
行
集
三
三
巻
三
号
六
九
二
頁

[

�]

行政行為の撤回
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( )

仙
台
高
判
昭
和
六
〇
・
三
・
二
九
行
集
三
六
巻
三
号
四
五
七
頁

[

�]
([

�]

の
控
訴
審
判
決)

[

�]

は
、
一
般
に

｢

行
政
処
分
が
い
っ
た
ん
適
法
有
効
に
な
さ
れ
た
後
に
お
い
て
事
情
が
変
遷
し
、
そ
れ
を
存
続
せ
し
め

る
こ
と
が
公
益
に
適
合
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
公
益
に
適
合
せ
し
め
る
た
め
、
法
律
に
よ
る
明
文
の
規
定

が
存
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
則
と
し
て
自
由
に
行
政
処
分
の
撤
回
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
た
だ
、
国
民
に
権
利
又
は

利
益
を
付
与
す
る
授
益
的
行
政
処
分
に
つ
い
て
は
、
相
手
方
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
撤
回
の
必
要
性
を
生
じ
た
よ
う

な
場
合
を
除
き
、
撤
回
は
許
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る｣

が
、｢

当
裁
判
所
も
右
の
見
解
を
正
当
と
考
え
る｣

と
い
い
、
優

性
保
護
法

(

平
成
八
年
の
改
正
後
は
、
母
体
保
護
法
と
改
名)

に
基
づ
く
指
定
医
の
指
定
の
撤
回
は
裁
量
の
範
囲
内
に
あ
る
と

し
て
そ
の
取
消
請
求
等
を
棄
却
し
た
。[

�]

は
ほ
ぼ
原
判
決
を
引
用
し
て
控
訴
を
棄
却
す
る
。

右
の
二
判
決
は
い
わ
ゆ
る
菊
田
医
師
実
子
あ
っ
せ
ん
事
件
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。[

�]

・[

�]

は
、
指
定
医
の
指
定
の
性
質

を
特
許
に
近
い
も
の
と
み
る
が
そ
こ
に
重
点
を
置
く
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
機
能
が
授
益
的
か
ど
う
か
を
重
視
し
て
、
相
手
方
に
責

め
の
あ
る
場
合
に
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
法
律
の
根
拠
が
な
く
て
も
授
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
は
許
さ
れ
る
と
す
る
。
相
手

方
に
責
め
の
あ
る
場
合
に
限
定
す
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
点
で
は
、
前
記
の
法
律
根
拠
不
要
説
よ
り
も
厳
し
く
、
相
手
方
の
同
意
や
撤

回
権
留
保
の
場
合
に
の
み
法
律
の
根
拠
は
不
要
と
説
く
法
律
根
拠
必
要
説
と
も
差
異
が
あ
る
。
た
だ
、[

�]

は
具
体
論
で
は
公
益

上
の
必
要
が
あ
れ
ば
相
手
方
に
責
め
の
な
い
と
き
で
も
撤
回
可
能
と
み
る
よ
う
で
あ
る
が
、
本
件
指
定
は

｢

極
め
て
公
益
的
か
つ
倫

理
的
な
性
格
を
持
つ
こ
と
に
照
ら
す
と
、
単
な
る
授
益
的
な
行
政
処
分｣

で
は
な
い
こ
と
を
そ
の
理
由
と
す
る
の
に
対
し
て
、[

�]

は

｢

授
益
的
行
政
処
分
た
る
性
質
を
帯
有
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
被
指
定
者
の
責
に
帰
す
べ
き

事
由
に
よ
っ
て
撤
回
の
必
要
性
、
す
な
わ
ち
公
益
に
適
合
し
な
い
事
情
が
発
生
し
た
場
合
に
は｣

撤
回
は
許
さ
れ
る
と
す
る
点
で
は
、

両
者
に
微
妙
な
差
異
も
あ
る
。
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( )

本
件
指
定
医
の
指
定
の
撤
回
は
、
実
子
あ
っ
せ
ん
の
た
め
の
虚
偽
の
出
生
証
明
書
の
作
成
に
よ
り
医
師
法
違
反
等
を
理
由
に
罰
金

刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
撤
回
事
由
は
、
相
手
方
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由

(

�)

、
ま
た
は
、｢

重
大
な
不

適
格
条
件
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
定
期
的
更
新
を
待
つ
こ
と
な
く
直
ち
に
再
検
討
を
行
な
う｣

(

被
告
医
師
会
が
作
成
し
た
指
定

医
の
指
定
の
指
定
基
準)

と
い
う
い
わ
ば
処
分
要
件
の
事
後
的
消
滅

(

�)

に
相
当
す
る
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、

論
者
も
い
う
よ
う
に
、
明
示
の
法
律
の
規
定
が
な
く
て
も
撤
回
が
許
さ
れ
る
場
合
と
し
て
、
あ
え
て
撤
回
の
た
め
の
公
益
上
の
必
要

が
あ
る
こ
と
を
い
う
必
要
は
な
か
っ
た
と
解
し
う
る
余
地
も
あ
る
。

盛
岡
地
判
平
元
・
一
一
・
九
判
タ
七
一
八
号
七
九
頁

[

�]

｢

土
地
改
良
法
上
、
一
時
利
用
地
の
指
定
の
変
更
に
つ
い
て
定
め
た
明
文
の
規
定
は
存
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
時
利

用
地
の
指
定
は
、
終
局
的
又
は
確
定
的
な
性
質
を
有
す
る
処
分
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
必
要
に
基
づ
き
こ
れ
を
取
消
す

(

撤
回

す
る)

こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
し
、
そ
の
よ
う
な
取
消
し

(

撤
回)

が
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
時
利
用
地

の
指
定
の
要
件
を
満
た
す
限
り
に
お
い
て
は
、
行
政
庁
が
、
更
に
新
た
な
一
時
利
用
地
の
指
定
を
行
う
こ
と
を
否
定
す
べ
き
理

由
は
何
ら
認
め
ら
れ
な
い｣

。
本
件
一
時
利
用
地
の
指
定
の
変
更
は
、
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
た
め
ま
た
は
換
地
処
分
を
行

う
に
つ
き
必
要
が
あ
る
場
合
と
い
う
指
定
要
件

(
土
地
改
良
法
八
九
条
の
二
第
六
項)

を
具
備
し
な
い
か
ら
違
法
と
し
て
、
そ

の
取
消
請
求
を
認
容
し
た
。

本
判
決
は

｢

一
時
利
用
地
の
指
定
の
変
更
は
、
既
に
な
さ
れ
た
一
時
利
用
地
の
指
定
の
取
消
し

(

撤
回)

と
新
た
な
一
時
利
用
地

の
指
定
を
合
わ
せ
行
う
処
分
と
し
て
許
容
さ
れ
る｣

と
も
判
示
す
る
が
、
指
定
変
更
処
分
の
内
容
を
正
確
に
捉
え
て
い
る
よ
う
に
解

さ
れ
る

(

前
記
六
頁
参
照)

。
そ
う
す
る
と
、
指
定
変
更
処
分
中
、
後
者
の
部
分
は
法
律
の
明
文
の
根
拠
が
あ
る
が
、
前
者
の
部
分

は
理
論
的
に
は
法
律
の
明
文
の
根
拠
は
な
く
、
判
旨
も
い
う
よ
う
に
本
件

｢
取
消
し

(

撤
回)｣

に
は
法
律
の
明
文
の
根
拠
が
な
い

行政行為の撤回
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( )

と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
�)

判
旨
賛
成
、
川
上
勝
己

｢

判
批｣

自
研
三
五
巻
一
号

(

昭
和
三
四
・
一
九
五
九)

一
六
九
頁
以
下
は
、
換
地
予
定
地
指
定
処
分
の
暫

定
的
性
格
は
承
認
す
る
が
授
益
的
性
格
は
否
認
す
る
。
判
旨
も
同
様
で
あ
る
と
す
る
が
、
授
益
的
性
格
を
否
認
し
な
が
ら
換
地
予
定
地
指

定
処
分
の
撤
回
は
不
利
益
変
更
で
は
な
い
と
い
う
の
は
蛇
足
で
あ
る
と
い
う
。

(

�)

判
旨
賛
成
、
山
田
幸
男
＝
東
平
好
史

｢

判
批｣

民
商
五
三
巻
六
号

(

昭
和
四
一
・
一
九
六
六)

九
五
二
頁
。

(

�)

判
旨
反
対
、
真
柄
久
雄

｢

判
批｣

法
協
八
三
巻
一
号

(

昭
和
四
一
・
一
九
六
六)

一
〇
〇
頁
。
本
件
上
告
審
・
最
判
昭
和
四
〇
・
四

・
一
六
民
集
一
九
巻
三
号
六
六
七
頁
は
、
原
判
決
を
維
持
し
て
上
告
を
棄
却
し
た
が
、
本
条
件
は
負
担
で
は
な
く
停
止
条
件
で
あ
っ
て
本

件
取
消
は
い
わ
ば
行
政
行
為
の
無
効
宣
言
の
意
味
で
の
撤
回

(

前
掲

[

２]

の
そ
れ
と
は
状
況
は
異
な
る)

の
ご
と
く
み
る
よ
う
に
も
解

さ
れ
る
。

(

�)

兼
子
仁

｢

判
批｣

自
研
五
九
巻
一
〇
号

(

昭
和
五
八
・
一
九
八
三)

一
二
七
頁
。

(

�)

浜
川
清

｢

判
批｣

判
評
二
九
三
号

(
昭
和
五
八
・
一
九
八
三)

一
七
六
頁
以
下
。
浜
川
教
授
は
総
じ
て

[

�]

に
は
批
判
的
で
あ
る

が
、
原
伸
太
郎
・
昭
和
五
七
年
行
政
関
係
判
例
解
説

(

ぎ
ょ
う
せ
い
、
昭
和
五
八
・
一
九
八
三)

四
八
七
頁
以
下
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

四

原
処
分
規
定
授
権
説

判
例
の
中
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
前
掲
の
柳
瀬
博
士
の
見
解
に
近
い
も
の
が
あ
る
。

松
山
地
判
昭
和
三
四
・
三
・
六
行
集
一
〇
巻
三
号
五
六
〇
頁

[

�]

換
地
予
定
地
変
更
指
定
処
分
は

｢

当
初
の
換
地
予
定
地
指
定
処
分
の
一
部
撤
回
と
解
す
べ
き｣

と
明
言
す
る
。
た
だ
、｢

換

地
予
定
地
指
定
処
分
は
私
人
に
権
利
利
益
を
附
与
す
る
行
政
庁
の
処
分
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
撤
回
に
は
法
の
根
拠
を
必
要
と

す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
こ
れ
を
許
容
す
る
明
文
の
規
定
は
存
在
し
な
い｣

と
判
示
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
法
律
根

拠
必
要
説
に
従
う
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
判
旨
は
、
続
け
て
、
特
別
都
市
計
画
法
一
三
条
は

｢

土
地
区
画
整
理
の
施
行
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( )

者
で
あ
る
行
政
庁
に
対
し
、
換
地
予
定
地
指
定
処
分
を
な
し
う
る
権
限
を
附
与
し
て
い
る
の
で
あ
り
…
…
一
旦
右
処
分
を
な
し

た
後
で
も
、
も
し
よ
り
大
な
る
公
益
実
現
の
た
め
必
要
が
あ
る
等
の
特
別
の
事
情
が
あ
れ
ば
、
行
政
庁
に
お
い
て
、
そ
の
処
分

を
撤
回
す
る
こ
と
も
、
右
権
限
内
の
処
分
と
し
て
是
認
せ
ら
れ
る｣

と
い
い
、
結
局
、
柳
瀬
説
を
支
持
す
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
。

福
岡
地
判
昭
和
五
三
・
一
一
・
一
四
判
時
九
一
〇
号
三
三
頁

[

�]

京
都
地
判
昭
和
五
四
・
七
・
二
判
時
九
五
〇
号
八
七
頁

[

�]

右
の
二
判
決
は
ス
モ
ン
訴
訟
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
柳
瀬
博
士
の
見
解
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
た
だ
、
遠
藤
博
士
に
よ
る
紹

介
と
分
析
が
あ
る
の
で
こ
れ
に
譲
り
た
い

(

�)

。

最
判
昭
和
六
三
・
六
・
一
七
判
時
一
二
八
九
号
三
九
頁

[

�]
([

�]

の
上
告
審
判
決)

｢

実
子
あ
っ
せ
ん
行
為
の
も
つ
右
の
よ
う
な
法
的
問
題
点
、
指
定
医
師
の
指
定
の
性
質
等
に
照
ら
す
と
、
指
定
医
師
の
指
定

の
撤
回
に
よ
っ
て
上
告
人
の
被
る
不
利
益
を
考
慮
し
て
も
、
な
お
そ
れ
を
撤
回
す
べ
き
公
益
上
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ

る
か
ら
、
法
令
上
そ
の
撤
回
に
つ
い
て
直
接
明
文
の
規
定
が
な
く
て
も
、
指
定
医
師
の
指
定
の
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
る
被
上

告
人
医
師
会
は
、
そ
の
権
限
に
お
い
て
上
告
人
に
対
す
る
右
指
定
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る｣

と
い
い
、
原
判
決
の
判
断
は

正
当
と
し
て
是
認
で
き
る
と
し
て
上
告
を
棄
却
し
た
。

前
記
の
菊
田
医
師
実
子
あ
っ
せ
ん
事
件
に
関
す
る
上
告
審
判
決
で
あ
る
。
最
高
裁
も
指
定
医
師
の
指
定
の
性
格
に
つ
い
て
は[

�]

・[

�]

と
同
旨
と
解
さ
れ
る
。
結
論
的
に
は
原
判
決
と
同
じ
で
あ
る
が
、
相
手
方
に
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を

問
う
こ
と
な
く
比
較
考
量
の
う
え

｢

撤
回
す
べ
き
公
益
上
の
必
要
性
が
高
い｣

こ
と
を
重
視
す
る
こ
と
、
柳
瀬
説
の
影
響
が
あ
る
こ

と
な
ど
の
点
に
お
い
て
、
そ
の
理
論
構
成
は
異
な
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
本
件
は
相
手
方
の
有
責
性
に
対
す
る
制
裁
措
置
と
し
て
撤

回
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
ケ

ス
で
あ
り
、
撤
回
を
す
べ
き
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
こ
と
を
い
う
必
要
は
な
か
っ
た
と
み
る
余
地

行政行為の撤回
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( )

も
あ
る

(

�)

。

(
�)

遠
藤
・
注

(

７)

二
六
三
頁
以
下
。
な
お
、
吉
戒
修
一
・
昭
和
五
三
年
行
政
関
係
判
例
解
説

(

ぎ
ょ
う
せ
い
、
昭
和
五
四
・
一
九
七

九)
六
八
九
頁
以
下
。

(

�)
三
邊
夏
雄
・
ジ
ュ
リ
昭
和
六
三
年
重
要
判
例
解
説

(

平
成
元
・
一
九
八
九)

三
七
頁
。
石
川
・
注

(

１)

二
一
一
頁
は
、
本
件
最
高

裁
判
決
の
射
程
距
離
を
問
題
に
し
て
、
田
中
説
と
同
旨
の
よ
う
に
み
え
る
が
杉
村
敏
正
説
を
否
認
す
る
も
の
で
も
な
い
と
み
る
。

五

そ
の
他

判
例
の
中
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
前
掲
の
折
衷
的
見
解
中
、
今
村
説
が
現
れ
る
契
機
を
与
え
た
も
の
も
あ
る
。

東
京
地
判
昭
和
五
七
・
二
・
一
判
時
一
〇
四
四
号
一
九
頁

[

�]

東
京
高
判
昭
和
六
三
・
三
・
一
一
判
時
一
二
七
一
号
三
頁

[

�]
([

�]

の
控
訴
審
判
決)

最
判
平
成
七
・
六
・
二
三
民
集
四
九
巻
六
号
一
六
〇
〇
頁

[

�]
([

�]

の
上
告
審
判
決)

[

�]

は
、｢

薬
局
方
収
載
時
又
は
製
造
承
認
時
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
副
作
用
が
後
日
判
明
し
た
場
合
、
明
文
の
規
定

は
な
い
け
れ
ど
も
、
条
理
上
、
厚
生
大
臣｣
は
こ
れ
を
日
本
薬
局
方
か
ら
削
除
ま
た
は
製
造
承
認
の
全
部
・
一
部
を
撤
回
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
判
示
す
る
。
な
お
、
厚
生
大
臣
の
撤
回
権
の
行
使
は
そ
の
自
由
裁
量
に
属
す
る
が
、
例
外
的
に
医
薬
品
の
副

作
用
に
よ
る
危
険
と
い
う

｢

結
果
の
回
避
に
は
厚
生
大
臣
の
規
制
権
限
の
発
動
以
外
に
あ
り
得
な
い
事
情
に
至
り
、
そ
し
て
国

民
も
厚
生
大
臣
の
右
権
限
の
行
使
を
信
頼
し
期
待
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
に
あ
る
と
き
は
、
も
は
や
厚
生
大
臣
に
は
右
裁
量
の

余
地
は
な
く
、
一
義
的
に
…
…
規
制
権
限
の
客
観
的
に
適
切
な
行
使
が
義
務
づ
け
ら
れ
る｣

と
い
い
、
本
件
は
こ
の
場
合
に
あ

た
る
と
し
て
国
の
国
家
賠
償
責
任
を
肯
定
し
た
。

逆
に
、[

�]

は
、｢

国
民
の
生
命
、
身
体
、
健
康
の
侵
害
さ
れ
る
危
険
が
顕
在
、
切
迫
化
し
、
こ
れ
を
回
避
す
る
に
は
厚
生
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( )

大
臣
に
よ
る
直
接
の
規
制
、
介
入
を
ま
つ
ほ
か
、
方
途
が
他
に
全
く
な
い
よ
う
な
特
別
の
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
と
き
に
は
、

法
文
に
そ
の
規
定
は
な
く
て
も
、
こ
の
事
態
に
対
処
す
る
た
め
厚
生
大
臣
に
、
当
該
医
薬
品
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
薬
局
方
か
ら

削
除
す
る
と
か
、
製
造
の
許
可
・
承
認
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取
り
消
す
等
の
特
別
、
異
例
の
権
限
が
生
ず
る
と
と
も
に
、
同

時
に
そ
れ
が
、
厚
生
大
臣
の
関
係
国
民
に
対
す
る
義
務
と
も
な
る
と
い
い
得
よ
う｣

が
、
本
件
で
は
厚
生
大
臣
に
右
権
限
・
義

務
は
生
じ
な
い
と
判
示
す
る
。[

�]

は
、｢

薬
事
法
の
目
的
並
び
に
医
薬
品
の
日
本
薬
局
方
へ
の
収
載
及
び
製
造
の
承
認
に
当

た
っ
て
の
厚
生
大
臣
の
安
全
性
に
関
す
る
審
査
権
限
に
照
ら
す
と
、
厚
生
大
臣
は
薬
事
法
上
、
製
造
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
る｣

が
そ
の
判
断
は
厚
生
大
臣
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
、
本
件
の
場
合
、｢

ク
ロ
ロ
キ
ン
製
剤
の
有
用
性
が
否
定
さ
れ
る

ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た｣

と
し
て
国
家
賠
償
を
求
め
る
上
告
を
棄
却
し
た
。

右
の
三
判
決
は
第
一
次
ク
ロ
ロ
キ
ン
薬
害
訴
訟
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。[

�]

は

｢

条
理
上｣

製
造
承
認
等
を
撤
回
で
き
る
と

判
示
す
る

(

�)

。
こ
れ
に
対
し
て
、
最
高
裁

[
�]

が

｢

薬
事
法
上｣

製
造
承
認
等
の
撤
回
が
許
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
前
掲
の
柳
瀬
説

に
近
い
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

(

�)
。[
�]

が
医
薬
品
の
特
質
・
薬
事
法
の
立
法
趣
旨
・
厚
生
省
設
置
法
に
基
づ
く
同
省
設

置
の
趣
旨
な
ど
の
総
合
的
考
察
か
ら
右
の
よ
う
に
判
示
す
る
の
は
、
最
高
裁
に
近
い
よ
う
に
解
さ
れ
る
。

東
京
地
判
昭
和
六
二
・
五
・
一
八
判
時
一
二
三
一
号
三
頁

[

�]

東
京
高
判
平
成
六
・
九
・
一
三
判
時
一
五
〇
五
号
一
七
頁

[
�]

([

�]

の
控
訴
審
判
決)

右
の
二
判
決
は
第
二
次
ク
ロ
ロ
キ
ン
薬
害
訴
訟
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
国
の
国
家
賠
償
責
任
を
否
認
し
た
。[

�]

は
医
薬
品
の
製
造
・
販
売
に
つ
い
て
の
指
導
や
勧
告
権
限
が
あ
る
こ
と
は
い
う
が
製
造
承
認
の
撤
回
権
限
が
あ
る
こ
と
に
は
や
や
及

び
腰
で
あ
り
、
撤
回
義
務
の
余
地
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。[

�]

は
、
原
判
決
と
ほ
ぼ
同
旨
で
あ
る
が
、
括
弧
書
で
紹
介
す
る
衆

議
院
決
算
委
員
会
で
当
時
の
厚
生
大
臣
が
薬
事
法
の
解
釈
と
し
て
明
文
の
規
定
は
な
く
と
も
製
造
承
認
等
の
撤
回
が
許
さ
れ
る
と
の

行政行為の撤回
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( )

答
弁
は
、
前
掲
の
柳
瀬
説
に
近
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

(
�)

根
本
眞
・
昭
和
五
七
年
行
政
関
係
判
例
解
説

(

ぎ
ょ
う
せ
い
、
昭
和
五
八
・
一
九
八
三)

五
九
〇
頁
は
、
法
律
の
留
保
の
原
則
か
ら

み
て
製
造
承
認
の
撤
回
の
根
拠
を
条
理
に
求
め
る
こ
と
に
批
判
的
で
あ
る
。
同
旨
、
宗
宮
英
俊
・
昭
和
六
二
年
行
政
関
係
判
例
解
説

(

ぎ

ょ
う
せ
い
、
平
成
元
・
一
九
八
九)

五
七
三
頁
、
波
床
昌
則
・
昭
和
六
三
年
行
政
関
係
判
例
解
説(

ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
二
・
一
九
九
〇)

四
七
八
頁
以
下
。

(

�)

判
旨
賛
成
、
宇
賀
克
也

｢

判
批｣

判
評
四
四
六
号

(

平
成
八
・
一
九
九
六)

二
〇
七
頁
。
浜
秀
樹
・
平
成
七
年
行
政
関
係
判
例
解
説

(

ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
八
・
一
九
九
六)

三
三
九
頁
は
、
本
件
最
高
裁
判
決
は
、
有
用
性
を
欠
く
こ
と
と
な
っ
た
医
薬
品
の
製
造
承
認
の

取
消
義
務
を
定
め
る
昭
和
五
四
年
改
正
後
の
薬
事
法
は
創
設
的
規
定
で
は
な
く
確
認
的
規
定
と
み
る
と
い
う
。

五

侵
益
的
行
政
行
為
の
撤
回

一

撤
回
自
由
の
原
則

１

前
記
の
よ
う
に
、
通
説
的
見
解
で
あ
る
法
律
根
拠
不
要
説
に
よ
れ
ば
、
侵
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
は
こ
れ
に
よ
り
相
手
方
の

権
利
利
益
を
損
な
わ
な
い
か
ら
撤
回
は
自
由
で
あ
る
と
み
る
。
覊
束
・
裁
量
行
為
区
別
論
に
た
つ
渡
辺
説
は
、
結
局
、
裁
量
行
為
と

し
て
行
わ
れ
る
侵
益
的
行
政
行
為
に
限
っ
て
法
律
の
根
拠
は
不
要
と
い
う
。
折
衷
的
見
解
と
み
ら
れ
る
山
内
・
今
村
博
士
も
、
不
利

益
処
分
の
撤
回
に
つ
い
て
は
法
律
の
根
拠
は
不
要
と
み
る
。

判
例
の
中
に
も
、
授
益
的
行
政
行
為
と
異
な
り
、
侵
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
は
自
由
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
が
あ
る
。

[

１]

が
農
地
売
渡
処
分
前
に
は

｢

農
地
買
収
処
分
の
取
消
は
何
人
の
権
利
、
利
益
も
侵
害
し
な
い
か
ら｣

取
消
・
撤
回
し
う
る
と

判
示
す
る
の
は
、
農
地
買
収
処
分
と
い
う
侵
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
は
自
由
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
農
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( )

地
売
渡
処
分
後
は

｢

処
分
庁
は
、
関
係
人

(

売
渡
処
分
の
相
手
方
た
る
買
受
人
、
売
渡
処
分
後
当
該
農
地
に
権
利
を
取
得
し
た
者)

の
同
意
が
あ
っ
た
と
き
は｣

売
渡
処
分
を
取
消
・
撤
回
し
う
る
と
判
示
す
る
の
は
、
農
地
売
渡
処
分
と
い
う
授
益
的
行
政
行
為
の
撤

回
は
自
由
で
は
な
く
、
撤
回
に
は
相
手
方
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
い
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。

侵
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
は
自
由
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
一
般
論
と
し
て
は
賛
成
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
の
侵
益
的
行
政
行
為

を
な
す
義
務
が
行
政
庁
に
あ
る
場
合
に
は
、
要
件
事
実
の
消
滅
や
公
共
の
福
祉
に
対
す
る
重
大
な
損
失
の
防
止
・
除
去
の
た
め
に
必

要
で
あ
る
と
き
を
除
い
て
、
撤
回
は
許
さ
れ
な
い
。

２

前
記
の
よ
う
に
、
杉
村
説
は
、｢

賦
課
的
行
政
行
為｣

の
撤
回
に
つ
い
て
も
法
律
の
根
拠
が
必
要
で
あ
る
が
、
例
外
的
に
要

件
事
実
の
事
後
的
消
滅
の
場
合
は
法
律
の
根
拠
が
な
く
て
も
撤
回
は
可
能
で
あ
り
要
求
も
さ
れ
る
と
い
う
。
晴
山
教
授
も
同
旨
で
あ

る
。判

例
の
中
に
も
、
侵
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
は
必
ず
し
も
自
由
で
は
な
い
と
判
示
す
る
も
の
も
あ
る
。

大
阪
高
判
昭
和
四
六
・
一
一
・
二
五
行
集
二
二
巻
一
一
＝
一
二
号
一
八
六
三
頁

[

�]
([

�]

の
控
訴
審
判
決)

最
判
昭
和
五
〇
・
五
・
二
三
訟
月
二
一
巻
七
号
一
四
三
〇
頁

[

�]
([

�]

の
上
告
審
判
決)

[

�]

は
、｢

適
法
か
つ
有
効
に
成
立
し
た
行
政
処
分
は
、
処
分
庁
と
い
え
ど
も
も
は
や
そ
の
効
力
を
自
由
に
変
更
、
消
滅

さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
。
尤
も
、
懲
戒
処
分
の
よ
う
に
被
処
分
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
処
分
の
撤
回
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
被
処
分
者
の
侵
害
さ
れ
た
権
利
を
復
活
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
新
た
に
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

一
見
処
分
庁
が
自
由
に
な
し
得
る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
が｣
、
公
務
員
に
義
務
違
反
が
あ
る
場
合
は
懲
戒
処
分
を
な
す

べ
き
義
務
が
あ
る
た
め
、｢

特
別
の
規
定
…
…
が
な
い
限
り
、
法
的
安
定
の
立
場
か
ら
、
原
則
と
し
て
一
旦
な
し
た
懲
戒
処
分

を
そ
の
後
自
由
に
撤
回
す
る
こ
と
は
で
き
ず｣

ま
た
は
行
政
処
分
の
撤
回
は

｢
公
益
上
そ
の
効
力
を
存
続
せ
し
め
得
な
い
新
た

行政行為の撤回
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( )

な
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
限
る｣

と
い
い
、
本
件
撤
回
は
こ
の
場
合
に
あ
た
ら
ず
無
効
と
し
て
原
判
決
を
破
棄
し
た
。[

�]

は
簡
単
に
原
判
決
の
判
断
は
正
当
と
し
て
上
告
を
棄
却
し
た

(

�)

。

右
の
二
判
決
は
懲
戒
事
由
が
あ
る
場
合
は
懲
戒
処
分
を
な
す
べ
き
義
務
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
お
く
点
で
、
賛
成
で
き
な
い
。
懲

戒
処
分
や
そ
の
撤
回
を
す
る
か
ど
う
か
は
任
命
権
者
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
、
裁
量
行
使
の
限
界
論
に
従
う
べ
き
こ
と
に
な
る
。
そ
う

す
る
と
、
侵
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
は
、
相
手
方
の
権
利
利
益
を
侵
害
せ
ず
む
し
ろ
こ
れ
に
資
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
原
則

と
し
て
法
律
の
根
拠
が
な
く
て
も
許
さ
れ
よ
う
。
た
だ
、
本
件
の
よ
う
に

｢

処
分
撤
回
斗
争
と
し
て
の
数
日
に
わ
た
る
執
拗
か
つ
激

し
い
大
衆
団
交
の
結
果｣
撤
回
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
は
、
撤
回
は
裁
量
の
限
界
を
超
え
る
か
、
相
手
方
の
強
制
そ
の
ほ
か
の

不
正
な
手
段
に
得
ら
れ
た
行
政
行
為
と
し
て
無
効
ま
た
は
そ
の
撤
回

(

撤
回
の
撤
回)

が
許
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

(

�)

高
野
修
・
ジ
ュ
リ
公
務
員
判
例
百
選

(

昭
和
六
一
・
一
九
八
六)

七
一
頁
は
、
最
高
裁

[

�]

は
巧
妙
な
判
決
で
あ
っ
た
と
い
う
。

二

撤
回
義
務
？

１

侵
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
は
自
由
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
撤
回
義
務
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
が
問
題
と
な
る
。
遠
藤
博

士
は
、
取
消
・
撤
回
義
務
を
問
題
と
す
る
が
、
結
局
、
利
益
考
量
に
委
ね
る
べ
き
と
し
て
い
る

(

�)

。
前
記
の
よ
う
に
、
法
律
の
根
拠
が

な
く
て
も
撤
回
は
可
能
で
あ
り
要
求
も
さ
れ
る
場
合
と
し
て
、
杉
村
博
士
・
晴
山
教
授
は
要
件
事
実
の
事
後
的
消
滅
の
場
合
を
あ
げ

(

�)

、

山
内
博
士
は
公
益
上
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
を
あ
げ
る
。

２

判
例
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。[

４]

は
、
法
令
の
定
め
る
撤
回
事
由
を
充
足
す
る
場
合
で
も
、
直
ち
に
撤
回
が
許
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
く
、
住
宅
困
窮
者
の
住
宅
の
確
保
と
い
う
公
益
上
の
必
要
と
建
物
所
有
者

(

原
告)

の
利
害
を
比
較
考
量
の
う
え
住
宅
使

用
権
の
更
新
に
よ
り
建
物
所
有
者
に
甚
だ
し
い
不
利
益
を
加
え
る
結
果
と
な
る
場
合
に
は
更
新
拒
否

(

撤
回)

義
務
が
あ
る
と
い
い
、

本
件
更
新
処
分
は
違
法
と
し
て
そ
の
取
消
請
求
を
認
容
し
た
。
公
務
員
の
懲
戒
処
分
に
関
す
る

[

�]

は
当
該
事
案
で
は
撤
回
義
務
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( )

を
否
認
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
国
家
公
務
員
法
七
九
条
は
、
職
員
が
刑
事
事
件
に
関
し
て
起
訴
さ
れ
た
な
ど
の
場
合
に
は
休
職
処
分
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
定
め
る

(

同
旨
、
地
方
公
務
員
法
二
八
条
二
項)

。
こ
の
休
職
処
分
を
す
る
か
ど
う
か
は
任
命
権
者
等
の
裁
量
に
属
す
る
。

第
一
審
無
罪
判
決
後
の
起
訴
休
職
処
分
の
撤
回
義
務
・
国
家
賠
償
請
求
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
三
判
決
中
、
第
一
審
は
こ
れ
を
肯
定
、

控
訴
審
・
上
告
審
は
こ
れ
を
否
認
し
た
。

福
岡
地
判
昭
和
五
五
・
一
二
・
一
七
労
判
三
五
六
号
一
九
頁

[

�]

福
岡
高
判
昭
和
五
九
・
四
・
二
六
労
判
四
三
二
号
三
八
頁

[

�]
([

�]

の
控
訴
審
判
決)

最
判
昭
和
六
三
・
六
・
一
六
労
判
五
一
九
号
六
頁

[

�]
([

�]

の
上
告
審
判
決)

最
高
裁

[

�]

も
い
う
よ
う
に
、
起
訴
休
職
制
度
の
趣
旨
・
目
的
に
照
ら
し
て

｢

休
職
を
継
続
す
る
必
要
性
が
消
滅
し
た
か
否
か

を
判
断
し
、
休
職
処
分
を
撤
回
す
べ
き
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
判
断
は
、
任
命
権
者
の
裁
量
に
任

さ
れ
て
い
る

(

�)｣

。
裁
量
収
縮
に
よ
り
撤
回
義
務
が
導
か
れ
る
の
は
例
外
的
場
合
に
限
ら
れ
る
。[

�]

は
第
一
審
判
決
の
無
罪
理
由
や

検
察
官
控
訴
事
件
の
有
罪
率
な
ど
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
い
う
が
、
妥
当
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
、
第
一
審
無
罪
判
決
に
対
し
て
検

察
官
が
控
訴
し
て
い
る
以
上
、
任
命
権
者
と
し
て
は
有
罪
の
疑
い
が
あ
る
こ
と
を
否
認
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

(

�)

。
本
件
で
は
、
起

訴
休
職
処
分
の
撤
回
義
務
は
否
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
の
三
判
決
も
起
訴
休
職
の
撤
回
を
し
な
か
っ
た
の
は
違
法
と
は
い
え
な
い
と
い
う
な
ど
、
判
旨
・
結
論
は
右
の
最
高
裁

[

�]

と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

横
浜
地
判
昭
和
五
九
・
一
〇
・
二
五
訟
月
三
一
巻
六
号
一
三
〇
一
頁

[
�]

東
京
高
判
昭
和
六
一
・
一
〇
・
二
八
労
民
三
七
巻
四
＝
五
号
四
〇
一
頁

[
�]

([

�]

の
控
訴
審
判
決)

行政行為の撤回
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( )

東
京
地
判
平
成
元
・
一
〇
・
二
六
判
時
一
三
三
七
号
一
三
六
頁

[

�]

(
�)

遠
藤
・
注

(

６)

二
〇
四
頁
以
下
。

(
�)
ほ
ぼ
同
旨
、
広
岡
・
注

(

９)

一
二
八
頁
。

(

�)
木
村
実

｢

判
批｣

判
評
三
六
六
号

(

平
成
元
・
一
九
八
九)

一
九
七
頁
は
、
国
家
公
務
員
法
八
〇
条
に
よ
れ
ば
起
訴
休
職
事
由
が
消

滅
し
た
と
き
は
起
訴
休
職
処
分
は
当
然
に
終
了
し
て
任
命
権
者
は
復
職
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
か
ら
、
同
処
分
の
撤
回
義
務
の
な
い
こ
と
を

い
う
必
要
は
な
い
と
す
る
。

(

�)

同
旨
、
上
野
至
・
昭
和
五
五
年
行
政
関
係
判
例
解
説

(

ぎ
ょ
う
せ
い
、
昭
和
五
六
・
一
九
八
一)

二
一
〇
頁
、
森
脇
勝
・
昭
和
五
九

年
行
政
関
係
判
例
解
説

(
ぎ
ょ
う
せ
い
、
昭
和
六
一
・
一
九
八
六)

二
〇
八
頁
、
小
見
山
進
・
昭
和
六
三
年
行
政
関
係
判
例
解
説

(

ぎ
ょ

う
せ
い
、
平
成
二
・
一
九
九
〇)
四
四
二
頁
。

六

授
益
的
行
政
行
為
の
撤
回

一

概

説

１

一
般
に
、
授
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
事
由
と
し
て
議
論
さ
れ
る
の
は
、
撤
回
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
事
由
の
こ
と
で
あ
る
。

授
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
義
務
が
問
題
と
な
る
こ
と
も
あ
り
、
法
律
の
規
定
中
に
も
授
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
義
務
の
事
由
を
定
め

る
も
の
は
少
な
く
な
い
。
撤
回
義
務
の
事
由
は
、
薬
害
訴
訟
に
関
す
る

[

�]

、[

�]

、[

�]

、[

	]

、[


]

〜[

�]

、
後
掲
の

[

�]

〜[

]

な
ど
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
撤
回
許
容
の
事
由
と
は
か
な
り
異
な
る
。
ま
た
、
侵
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
義

務
の
事
由
が
も
っ
ぱ
ら
法
律
に
よ
る
行
政
と
相
手
方
の
利
益
の
確
保
に
あ
る
こ
と
と
比
較
し
て
、
授
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
義
務
の

事
由
は
異
質
な
も
の
が
あ
る
。
以
下
で
は
、
授
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
許
容
の
事
由

(

単
に
撤
回
事
由
と
い
う)

を
中
心
と
し
て
扱
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( )

う
。授

益
的
行
政
行
為
の
撤
回
事
由
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
撤
回
の
機
能
と
の
関
係
で
す
で
に
述
べ
た
。
ま
た
、
美
濃
部
博
士
、
田
中

博
士
、
杉
村
博
士
な
ど
が
提
示
す
る
撤
回
事
由
に
も
す
で
に
ふ
れ
た
が
、
南
教
授
は
ド
イ
ツ
連
邦
行
政
手
続
法
四
九
条
に
列
挙
す
る

撤
回
事
由
に
近
い
も
の
を
提
示
す
る

(

�)

。

２

一
般
に
、
授
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
が
許
さ
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
一
定
の
撤
回
事
由
を
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
律
規
定
の
多
く
も
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
た
っ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
撤
回
事
由
を
充
足
し
て
も
直
ち
に
撤
回
が
許
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
く
、
撤
回
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
相
手
方
の
信
頼
保
護
の
要
請
と
撤
回
を
求
め
る
公
益
な
ど
と
の
比
較
考
量
に
依
存
す
る
こ

と
が
多
い
。

(

�)

南
・
注

(

�)

七
三
頁
以
下
。
な
お
、
乙
部
・
注

(

４)

八
頁
以
下
。

二

撤
回
権
の
留
保

１

撤
回
権
の
留
保
が
あ
る
場
合
に
は
、
法
律
根
拠
不
要
説
は
も
と
よ
り
法
律
根
拠
必
要
説
も
法
律
の
根
拠
が
な
く
て
も
撤
回
は

許
さ
れ
る
と
み
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
遠
藤
博
士
は
、
撤
回
権
の
留
保
は
単
な
る
宣
言
的
意
味
し
か
な
く
、
具
体
的
に

撤
回
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
留
保
さ
れ
て
い
な
い
撤
回
権
の
行
使
と
同
じ
く
具
体
的
利
益
考
量
に
依
存
す
る
と
い
う
が

(

�)

、
例
文
的

な
撤
回
権
の
留
保
の
場
合
を
除
い
て
、
撤
回
権
の
留
保
は
そ
の
行
使
を
予
期
す
べ
き
理
由
と
な
り
、
そ
れ
だ
け
当
該
行
政
行
為
の
存

続
に
つ
い
て
の
相
手
方
の
信
頼
は
弱
く
な
ろ
う
。

２

判
例
の
中
に
も
同
旨
の
も
の
と
し
て
、
つ
ぎ
の
例
が
あ
る
。

東
京
地
判
昭
和
三
五
・
一
二
・
一
四
行
集
一
一
巻
一
二
号
三
三
九
一
頁

[
�]

出
入
国
管
理
令

(

現
在
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法)

二
六
条
に
基
づ
く
再
入
国
許
可
処
分
は
自
由
裁
量
行
為
で
あ
り
、

行政行為の撤回
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( )

法
務
大
臣
は

｢

許
可
処
分
に
附
し
た
取
消
権
留
保
附
の
条
件
に
違
背
し
た
と
か
、
当
該
許
可
処
分
に
取
り
消
し
得
べ
き
か
し
が

存
す
る
と
か
等
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
取
り
消
す
べ
き
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
明
文
の
規
定
を
ま
つ
ま
で
も
な

く
、
一
般
の
場
合
と
同
様
自
ら
右
許
可
処
分
を
取
り
消
し
得
べ
き
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る｣

。
在
日
華
僑
で
あ
る
原
告
ら
が
商

業
視
察
の
目
的
で
マ
カ
オ
に
渡
航
す
る
の
で
あ
り
、
目
的
外
の
活
動
や
目
的
地
以
外
に
は
行
か
な
い
と
の
誓
約
書
を
提
出
し
て

許
可
を
得
な
が
ら
、
マ
カ
オ
で
商
業
視
察
を
す
る
こ
と
も
な
く
直
ち
に
中
国
本
土
に
行
っ
た
こ
と
を
理
由
に
許
可
処
分
を
取
り

消
し
た
。
判
旨
は
、｢

取
消
権
留
保
の
表
示
及
び
通
知
が
な
く
て
も
、
右
条
件
違
背
の
事
実
の
み
に
よ
っ
て
再
入
国
許
可
処
分

を
取
り
消
し
得
る
と
い
う
が
、
こ
の
再
入
国
許
可
処
分
の
取
消
が
原
告
ら
の
本
邦
上
陸
の
権
利
、
ひ
い
て
は
原
告
ら
が
今
迄
有

し
て
い
た
本
邦
在
留
資
格
と
い
う
重
大
法
益
を
奪
う
に
い
た
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
右
の
主
張
は
と
う
て
い
こ
れ
を
容
認
す

る
こ
と
が
で
き
な
い｣

と
い
い
、
本
件
取
消
処
分
は
違
法
と
し
て
そ
の
取
消
請
求
を
認
容
し
た
。

判
旨
が
撤
回
権
の
留
保
の
あ
る
場
合
で
も
こ
れ
を
撤
回
す
べ
き
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
こ
と
を
求
め
る
点
に
は
賛
成
で
あ
る
。
た

だ
、
撤
回
権
の
留
保
事
項
と
し
て
、
公
益
上
の
必
要
や
相
手
方
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
が
発
生
し
た
な
ど
の
場
合
に
は
撤
回
す
る

こ
と
が
あ
る
旨
を
含
む
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。｢

一
般
の
場
合
と
同
様｣

と
い
う
判
旨
部
分
は
、
こ
の
場
合
の

撤
回
に
は
明
文
の
根
拠
は
不
要
と
い
う
の
が
支
配
的
見
解
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
撤
回
制
限
の
根
拠
を

も
っ
ぱ
ら
行
政
行
為
の
適
法
・
存
続
に
つ
い
て
の
相
手
方
の
信
頼
保
護
に
求
め
る
以
上
、
撤
回
権
留
保
の
趣
旨
が
相
手
方
に
明
確
に

知
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
本
件
で
は
、
撤
回
権
留
保
の
趣
旨
が
相
手
方
に
知
ら
さ
れ
て
い
る
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
撤
回

権
留
保
に
基
づ
く
撤
回
の
ケ

ス
に
相
当
す
る
か
は
疑
問
が
あ
る
。
た
だ
、
相
手
方
の
誓
約
書
違
反
と
い
う
事
実
は
認
め
ら
れ
、
相

手
方
の
負
担
の
不
履
行
ま
た
は
相
手
方
の
同
意
に
基
づ
く
撤
回
と
し
て
は
適
法
で
は
な
い
か
と
解
し
う
る
余
地
も
あ
る
。

(

�)

遠
藤
・
注

(

６)

一
九
〇
頁
以
下
。
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( )

三

負
担
の
不
履
行

１

負
担
の
不
履
行
が
独
立
に
撤
回
事
由
と
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
学
説
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
法
律
根
拠
不
要
説

の
う
ち
、
田
中
博
士
や
南
教
授
は
負
担
の
不
履
行
を
独
立
の
撤
回
事
由
と
み
る
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
ほ
か
に
も
相
手
方
の
義
務
違
反

の
一
つ
と
し
て
撤
回
事
由
と
な
る
と
み
る
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
遠
藤
教
授
は
、
①
負
担
の
付
加
や
負
担
自
体
が
適
法
で
あ
る

こ
と
、
②
負
担
の
不
履
行
に
つ
い
て
受
益
者
の
責
任
の
有
無
は
問
わ
な
い
、
③
ま
ず
撤
回
の
警
告
な
ど
負
担
の
履
行
を
促
す
措
置
を

と
る
べ
き
で
あ
り
、
撤
回
は
最
後
の
手
段
で
あ
る
べ
き
と
い
う

(

�)

。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
律
根
拠
必
要
説
は
、
負
担
の
不
履
行
の
場
合

で
も
法
律
の
根
拠
が
な
い
か
ぎ
り
撤
回
は
許
さ
れ
な
い
と
み
る
も
の
が
多
い
。
折
衷
的
見
解
は
区
々
で
あ
る
。

負
担
の
不
履
行
の
場
合
は
無
条
件
に
撤
回
可
能
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
当
該
事
案
に
お
い
て
撤
回
が
裁
量
の
限
界
を
超
え
る
も

の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
一
般
論
と
し
て
は
、
負
担
の
不
履
行
に
つ
い
て
そ
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
の
強
制
執
行
が
可
能
で
あ

る
場
合
に
は
、
比
例
原
則
に
基
づ
き
ま
ず
こ
れ
に
よ
る
べ
き
で
あ
り
撤
回
は
最
後
手
段
で
あ
る
べ
き
で
あ
る

(

な
お
、
後
記
五
六
頁

の

[

�]

参
照)

。
ま
た
、
相
手
方
の
信
頼
保
護
の
視
点
か
ら
は
、
負
担
の
不
履
行
の
場
合
は

｢

取
消

(

撤
回)

を
受
け
る
こ
と
が

あ
り
得
る
こ
と
は
当
然
予
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

が

([

�])

、
比
例
原
則
に
基
づ
き
撤
回
を
す
る
前
に
、
撤
回
の
警
告
な
ど

負
担
の
履
行
を
促
す
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う

([
�]
・[

�]

の
事
案
で
は
こ
れ
が
行
わ
れ
て
い
る)

。

２

判
例
の
中
に
も
、
負
担
の
不
履
行
と
撤
回
の
許
否
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

�

農
地
関
係
処
分
の
撤
回

農
地
法
五
条
に
よ
り
宅
地
転
用
の
た
め
の
許
可
処
分
に
付
さ
れ
た
条
件
の
不
履
行
の
場
合
の
撤
回
の
許
否
に
つ
い
て
、[

�]

は

撤
回
す
る
だ
け
の

｢

公
益
上
の
必
要
性
あ
る｣

と
い
い
、[

�]

は
相
手
方
は
撤
回
が
あ
り
得
る
こ
と
は

｢

当
然
予
期
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い｣

こ
と
を
も
付
加
す
る
。

行政行為の撤回
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( )

�

道
路
占
用
許
可
の
撤
回

青
森
地
決
昭
和
三
二
・
一
一
・
二
九
行
集
八
巻
一
一
号
二
〇
七
一
頁

[

�]

｢
申
立
人
等
は
、
占
用
許
可
の
条
件
に
違
反
し
た
こ
と
に
よ
る
許
可
の
取
消
の
場
合
で
も
、
公
益
上
や
む
を
え
な
い
必
要
が

生
じ
た
場
合
で
な
け
れ
ば
許
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る
が
、
道
路
占
用
の
許
可
は
、
道
路
法
第
七
一
条
第
一
項
に
よ
り
許
可
処
分

に
附
さ
れ
た
条
件
に
違
反
し
た
事
実
が
存
す
れ
ば
こ
れ
を
取
り
消
し
得
る｣

と
い
い
、
許
可
さ
れ
た
〇
・
六
七
坪
を
越
え
て
一

坪
を
占
拠
す
る
屋
台
に
つ
い
て
の
占
用
許
可
取
消
処
分
を
前
提
と
す
る
そ
の
除
去
の
た
め
の
代
執
行
に
対
す
る
執
行
停
止
の
申

立
て
を
却
下
し
た
。

青
森
地
判
昭
和
三
四
・
三
・
三
一
行
集
一
〇
巻
三
号
六
六
四
頁

[

�]
([

�]

の
本
案
判
決)

原
告
等
が
屋
台
の
坪
数
を
大
き
く
し
、
か
つ
従
来
の
組
立
式
の
も
の
か
ら
作
り
付
け
の
も
の
に
改
造
し
た
こ
と
は

｢

占
用
許

可
条
件
に
違
反
し
て
屋
台
を
改
造
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら｣

、
道
路
法
七
一
条
に
基
づ
く
本
件
占
用
許
可
取
消
処

分
は
違
法
で
は
な
い
と
し
て
、
そ
の
除
去
命
令
の
無
効
確
認
請
求
を
棄
却
し
た
。
そ
の
さ
い
、｢

右
取
消
処
分
当
時
青
森
市
内

に
は
原
告
等
主
張
の
と
お
り
無
許
可
で
道
路
上
に
屋
台
を
設
置
し
て
い
た
も
の
約
四
百
軒
が
存
在
し
て
い
た
…
…
と
い
っ
て
直

ち
に
原
告
等
に
対
す
る
取
消
が
権
限
乱
用
で
あ
る
と
認
め
る
べ
き
証
拠
は
な
い｣

と
判
示
す
る
。

右
の
二
つ
の
判
例
は
、
負
担
の
不
履
行
が
あ
れ
ば
直
ち
に
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
み
る
よ
う
で
あ
る
が
、
一
般
論
と
し
て
は

賛
成
で
き
な
い
。
本
件
で
も
、
先
ず
許
可
条
件
ど
お
り
の
屋
台
と
す
べ
き
旨
の
指
導
や
命
令
を
先
行
さ
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。[

�]

の
判
旨
後
半
は
い
わ
ゆ
る

｢

不
法
に
平
等
な
し｣

を
い
う
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
が

(

�)

、
よ
り
道
路
法
違
反
の
程
度
が
重
い
約
四
百

軒
の
無
許
可
屋
台
の
除
去
を
し
な
い
ま
ま
で
原
告
の
道
路
占
用
許
可
条
件
違
反
を
理
由
に
許
可
を
取
り
消
し
て
代
執
行
に
及
ぶ
の
は

平
等
原
則
違
反
の
疑
い
が
あ
る
。
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( )

�

行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
の
撤
回

熊
本
地
判
昭
和
五
一
・
三
・
二
九
判
タ
三
三
四
号
一
三
九
頁

[

�]

熊
本
大
学
が
同
大
生
活
協
同
組
合
に
対
し
て
大
学
施
設
の
使
用
を
昭
和
四
五
年
四
月
一
日
以
降
、
許
可
し
な
い
と
し
た
意
思

表
示
は
、
国
有
財
産
法
一
八
条
に
基
づ
く
行
政
財
産
の
目
的
外

｢

使
用
許
可
の
取
消

(

講
学
上
の
撤
回)｣

と
解
す
べ
き
で
あ

る
。
組
合
が

｢
昭
和
四
三
年
一
一
月
分
以
降
の
水
光
費
を
支
払
わ
な
い
こ
と
は
、
本
件
使
用
許
可
条
件
の
違
反
に
あ
た
り
…
…

許
可
を
撤
回
し
う
る
一
応
の
理
由
と
は
な
り
う
る
が
、
右
撤
回
時
に
お
け
る
未
払
水
光
費
は
一
〇
〇
万
円
弱
で
あ
っ
て
、
そ
れ

ほ
ど
多
額
と
は
い
え
な
い
金
額
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
う
ち
の
約
三
分
の
一
弱
…
…
は
支
払
う
用
意
が
あ
る
旨
言
明
し
て
い
た｣

こ
と
な
ど
を
考
慮
し
て
、
本
件
撤
回
は
権
利
濫
用
で
あ
り
違
法
・
無
効
と
判
示
す
る
。
本
件
撤
回
は

｢

他
大
学
の
事
例
に
比
べ

て
み
て
も
、
酷
に
過
ぎ
た
処
分｣
と
も
い
う
。

本
件
未
払
水
光
費
に
つ
い
て
は
大
学
に
よ
る
強
制
徴
収
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
使
用
許
可
の
撤
回
は
許
さ

れ
る
よ
う
に
も
解
さ
れ
る
が
、
一
般
論
と
し
て
は
、
こ
の
場
合
に
も
、
支
払
い
の
指
導
や
督
促
を
先
行
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
使
用

許
可
の
撤
回
は
、
こ
れ
ら
の
指
導
や
督
促
に
も
応
じ
な
い
な
ど
悪
質
な
場
合
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
な
お
、
判
旨
に
よ
れ
ば
、

生
協
側
が
確
認
・
了
解
事
項
に
違
反
し
て
決
算
書
・
事
業
報
告
書
を
大
学
側
に
提
出
し
な
い
と
い
う

｢

違
反
の
程
度
が
信
義
誠
実
の

原
則
に
照
ら
し
て
著
る
し
く
重
大
で
あ
れ
ば
、
使
用
許
可
撤
回
の
事
由
と
な
る｣

が
、
大
学
側
は
決
算
書
・
事
業
報
告
書
の
内
容
を

容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
違
反
の
程
度
は
重
大
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
や
は
り
本
件
撤
回
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

(

�)

遠
藤
・
注

(

６)

一
八
六
頁
以
下
。
遠
藤
博
士
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
行
政
手
続
法
三
六
条
一
項
が
定
め
る
よ
う
な
行
政
行
為
の
法
律
要

件
の
一
部
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
に
負
担
を
付
す
こ
と
は
認
め
な
い
よ
う
で
あ
る
。
(

�)
｢

不
法
に
平
等
な
し｣

に
つ
い
て
は
、
乙
部
哲
郎

『

行
政
の
自
己
拘
束
の
法
理』

(

信
山
社
、
平
成
一
三
・
二
〇
〇
一)

二
四
八
頁
以

行政行為の撤回
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( )

下
お
よ
び
同
所
に
掲
記
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

四

こ
の
ほ
か
、
相
手
方
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由

１

青
色
申
告
承
認
の
撤
回

所
得
税
法
・
法
人
税
法
に
定
め
る
青
色
申
告
承
認
の
撤
回
に
関
わ
る
判
例
は
、[

７]

の
ほ
か
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
が

(

な
お
、

後
記
七
一
頁
参
照)
、
そ
の
多
く
は
法
律
に
所
定
の
撤
回
事
由
が
あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
撤
回
は
許
さ
れ
る
と
み
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

松
山
地
判
昭
和
三
二
・
二
・
一
四
行
集
八
巻
二
号
二
四
六
頁

[

�]

松
山
地
判
昭
和
三
二
・
二
・
一
四
行
集
一
〇
巻
一
一
号
二
一
五
七
頁
収
録

[

�]

東
京
地
判
昭
和
三
四
・
一
〇
・
二
八
行
集
一
〇
巻
一
〇
号
二
〇
一
四
頁

[

�]

高
松
高
判
昭
和
三
四
・
一
一
・
五
行
集
一
〇
巻
一
一
号
二
一
四
三
頁

[

�]
([

�]

の
控
訴
審
判
決)

高
松
高
判
昭
和
三
四
・
一
一
・
五
行
集
一
〇
巻
一
一
号
二
一
五
〇
頁

[

�]
([

�]

の
控
訴
審
判
決)

東
京
高
判
昭
和
三
六
・
一
・
二
一
行
集
一
二
巻
一
号
八
三
頁

[

�]
([

�]

の
控
訴
審
判
決)

大
分
地
判
昭
和
三
六
・
一
二
・
一
五
行
集
一
二
巻
一
二
号
二
四
三
八
頁

[

�]

広
島
地
判
昭
和
四
一
・
五
・
一
六
税
資
四
四
号
六
〇
三
頁

[

�]

東
京
地
判
昭
和
四
一
・
八
・
一
六
税
資
四
五
号
一
五
六
頁

[
	]

広
島
地
判
昭
和
四
一
・
八
・
三
〇
行
集
一
七
巻
七
＝
八
号
九
五
二
頁

[


]

岡
山
地
判
昭
和
四
二
・
一
・
一
九
訟
月
一
三
巻
三
号
三
四
八
頁

[
�]

大
阪
高
判
昭
和
五
〇
・
六
・
一
一
行
集
二
六
巻
六
号
七
九
五
頁

[

�]

最
判
昭
和
五
一
・
二
・
二
〇
判
時
八
一
〇
号
一
八
頁

[

]
([

�]

の
上
告
審
判
決)
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( )

長
野
地
判
平
成
五
・
一
一
・
二
五
税
資
一
九
九
号
九
〇
九
頁

[

�]
東
京
高
判
平
成
七
・
一
二
・
一
一
税
資
二
一
四
号
七
一
五
頁

[

�]
([

�]

の
控
訴
審
判
決)

右
の
判
例
の
中
に
は
、
備
付
帳
簿
書
類
に

｢

不
正
確
な
記
帳
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
の
み
を
も
っ
て
す
で
に
青
色
申

告
承
認
の
取
消
事
由
と
な
る｣

と
明
言
す
る
も
の
も
あ
る

([

�])

。
一
般
に
、
法
律
に
よ
る
授
権
か
ら
直
ち
に
撤
回
の
許
容
性
が

導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
裁
量
と
そ
の
限
界
論
か
ら
も
個
別
事
案
ご
と
に
撤
回
が
可
能
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ

の
意
味
で
、
青
色
申
告
承
認
取
消
は

｢

形
式
上
所
得
税
法
一
五
〇
条
一
項
一
号
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
れ
ば
必
ず
行
わ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
現
実
に
取
り
消
す
か
ど
う
か
は
、
個
々
の
場
合
の
事
情
に
応
じ
、
原
処
分
庁
が
合
理
的
裁
量
に
よ
っ
て
決
す
べ
き｣

と
い

う
の
は

([

�]

・[

�])

、
適
切
な
判
示
で
あ
ろ
う
。

２

道
路
関
係
処
分
の
撤
回

道
路
交
通
法
関
係
で
は
、[

９]

、[
�]
の
ほ
か
、
以
下
の
判
例
が
あ
る
。

広
島
地
判
昭
和
三
五
・
八
・
一
行
集
一
一
巻
八
号
二
三
四
一
頁

[

�]

運
転
免
許
の
取
消
基
準
を
定
め
た
昭
和
二
八
年
一
一
月
二
〇
日
総
理
府
令
第
七
五
号
の
八
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
免
許
停
止
処

分
の
期
間
満
了
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
再
び
免
許
停
止
処
分
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
そ
の
他
情
状

に
よ
り
処
分
を
加
重
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
該
当
す
る
か
の
判
断
は
、
免
許
停
止
・
取
消
処
分
が

｢

権
利
侵
害
的

性
格
を
具
有
し
て
い
る｣

こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
自
由
裁
量
で
は
な
く
法
規
裁
量
に
属
す
る
こ
と
、
本
件
転
回
違
反
が
前
年

の
駐
車
違
反
に
よ
る
免
許
停
止
処
分
の
期
間
満
了
か
ら
一
年
以
内
に
再
び
免
許
停
止
処
分
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る

と
き
に
該
当
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
本
件
免
許
取
消
処
分
は
違
法
と
い
い
そ
の
取
消
請
求
を
認
容
し
た
。

本
件
判
旨
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、｢

過
去
一
年
内
に
一
回
の
停
止
処
分
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
た
だ
ち
に
取
消
処
分
に
飛
躍
す
る

行政行為の撤回
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( )

こ
と
に
は
大
い
に
疑
問｣

が
あ
る
と
判
示
す
る
の
は
比
例
原
則
を
、
従
来
、
転
回
違
反
を
理
由
に
免
許
取
消
処
分
に
し
た
例
は
な
い

こ
と
を
も
判
示
す
る
の
は
平
等
原
則
違
反
を
、
そ
れ
ぞ
れ
考
慮
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
相
手
方
は
タ
ク
シ
ー
運
転
手
で
あ
る
か

ら
、
免
許
取
消
に
よ
り
就
業
能
力
を
奪
う
こ
と
に
な
る
か
配
転
が
可
能
か
も
考
量
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

[

�]
は
、｢

警
察
許
可
の
一
種
と
解
さ
れ
る
運
転
免
許
が
付
与
さ
れ
た
場
合
に
も
、
公
益
上
そ
の
効
力
を
存
続
せ
し
め
得
な
い

新
た
な
事
情
が
発
生
し
た
と
き
に
は
、
こ
れ
を
撤
回

(

取
消)

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
右
警
察
許
可
は
、
自
由
に
撤
回
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
法
令
の
定
め
る
要
件
を
充
足
す
る
場
合
に
限
り
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
そ
れ
以
上
の

要
件
の
充
足
を
要
す
る
も
の
で
な
い｣

と
し
て
、
交
通
違
反
当
時

｢

精
神
状
態
が
正
常
で
あ
る
な
ど
責
任
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
の
要
件
を
要
す
る
も
の
で
は
な
い｣

と
い
い
、
本
件
取
消
処
分
の
取
消
請
求
を
棄
却
し
た
。
判
旨
は
公
益
上
の
必
要
を
道
路

交
通
法
に
定
め
る
運
転
免
許
取
消
事
由
と
同
視
し
て
、
こ
の
事
由
が
あ
れ
ば
即
、
取
消
は
可
能
と
み
る
よ
う
に
も
解
さ
れ
る
が
、
現

実
に
取
り
消
す
か
ど
う
か
は
個
々
の
場
合
の
事
情
に
応
じ
原
処
分
庁
が
合
理
的
裁
量
に
従
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。

東
京
地
判
平
成
四
・
九
・
二
五
判
時
一
四
四
五
号
一
五
三
頁

[

�]

道
路
運
送
車
両
法
九
四
条
の
八
第
一
項
に
定
め
る
適
合
証
の
交
付
の
停
止
命
令
は

｢

講
学
上
の
行
政
処
分
の
撤
回
に
該
当
す

る
…
…
か
よ
う
な
行
政
処
分
の
撤
回
に
つ
い
て
は
、
法
が
要
件
を
定
め
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が
あ

る
場
合
に
行
い
得
る
も
の
で
あ
る｣

。
こ
の
停
止
命
令
は

｢
事
業
者
に
つ
い
て
は
客
観
的
に
車
両
法
九
四
条
の
八
に
い
う
違
反

行
為
が
あ
れ
ば
足
り
、
そ
の
行
為
に
つ
き
故
意
又
は
過
失
を
要
す
る
と
解
釈
す
る
余
地
は
な
い｣

と
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
を

棄
却
し
た

(

�)

。

本
判
決
も
、
法
律
の
定
め
る
撤
回
事
由
が
あ
れ
ば
即
、
取
消
は
可
能
と
み
る
よ
う
に
も
解
さ
れ
る
。[

�]

や

[

�]

は
法
律
に

定
め
る
撤
回
事
由
の
発
生
に
つ
い
て
相
手
方
の
故
意
・
過
失
は
必
要
で
な
い
と
す
る
が
、
撤
回
す
る
か
ど
う
か
の
裁
量
判
断
で
は
考
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( )

慮
す
べ
き
要
因
の
一
つ
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。

３

宅
地
建
物
取
引
業
の
免
許
の
撤
回

宅
地
建
物
取
引
業
法
六
五
条
二
項
は
、
業
務
停
止
権
限
の
行
使
は
知
事
等
の
裁
量
に
委
ね
る
の
に
対
し
て
、
同
六
六
条
は
、
免
許

要
件
と
し
て
定
め
る
事
由
中
あ
る
も
の
を
欠
く
に
い
た
っ
た
と
き
、
免
許
後
一
年
以
上
の
事
業
不
開
始
や
事
業
休
止
が
あ
っ
た
と
き

な
ど
の
場
合
に
は
、
宅
建
業
免
許
の
取
消
義
務
を
課
し
て
い
る
。
後
者
に
関
し
て
は
、
以
下
の
判
例
が
あ
る
。

京
都
地
判
昭
和
五
八
・
七
・
二
〇
判
タ
五
一
七
号
一
七
五
頁

[

�]

大
阪
高
判
昭
和
六
一
・
七
・
一
判
時
一
二
二
二
号
四
六
頁

[

�]
([

�]

の
控
訴
審
判
決)

最
判
平
成
元
・
一
一
・
二
四
民
集
四
三
巻
一
〇
号
一
一
六
九
頁

[

�]
([

�]

の
上
告
審
判
決)

第
一
審
は
京
都
府
の
国
家
賠
償
責
任
を
認
容
、
第
二
審
は
こ
れ
を
否
認
、
最
高
裁
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
示
す
る
。
同
法
六
五

条
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
の
事
由

(
業
務
停
止
の
事
由)

に
該
当
し
情
状
が
特
に
重
い
と
き

(

六
六
条
九
号)

と
い
う
取
消
義

務
の

｢

要
件
の
認
定
に
裁
量
の
余
地
が
あ
る
…
…
当
該
業
者
の
不
正
な
行
為
に
よ
り
個
々
の
取
引
関
係
者
が
損
害
を
被
っ
た
場

合
で
あ
っ
て
も
、
具
体
的
事
情
の
下
に
お
い
て
、
知
事
等
に
監
督
処
分
権
限
が
付
与
さ
れ
た
趣
旨
・
目
的
に
照
ら
し
、
そ
の
不

行
使
が
著
し
く
不
合
理
と
認
め
ら
れ
る
と
き
で
な
い
限
り
、
右
権
限
の
不
行
使
は
、
当
該
取
引
関
係
者
に
対
す
る
関
係
で
国
家

賠
償
法
一
条
一
項
の
適
用
上
違
法
の
評
価
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い｣

と
い
い
、
結
局
、
原
審
の
判
断
は
正
当
と
し
て
是
認
で

き
る
と
し
た
。

取
消
義
務
の
要
件
の
認
定
に
つ
い
て
判
断
余
地
を
認
め
る
こ
と
に
は
賛
成
で
あ
る
が
、
宅
建
業
法
六
六
条
に
よ
れ
ば
こ
の
要
件
は

も
っ
ぱ
ら
業
者
に
つ
い
て
み
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
最
高
裁
は
行
政
庁
の
規
制
権
限
の
行
使
の
側
面
か
ら
み
る
よ
う
に
解
さ
れ
、
問

題
の
余
地
も
あ
る
。

行政行為の撤回
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４

風
俗
営
業
許
可
の
撤
回

[
12]

は
、｢

許
可
営
業
名
義
貸
し
が
刑
罰
的
見
地
か
ら
悪
質
で
あ
る
こ
と
は
、
直
ち
に
そ
れ
が
あ
っ
た
と
き
に
許
可
取
消
に
結

び
つ
け
る
論
理
的
な
必
要
性
は
な
い｣

と
い
い
、
許
可
営
業
名
義
貸
し
に
つ
い
て
起
訴
猶
予
処
分
と
な
っ
た
者
に
風
営
法
二
六
条
一

項
前
段
の
公
益
要
件
を
充
足
す
る
と
し
て
行
わ
れ
た
営
業
許
可
の
取
消
処
分
の
取
消
請
求
を
認
容
し
た
。[

�]

は
、
パ
チ
ン
コ
台

の
大
当
り
率
の
調
整
な
ど
の

｢

不
正
の
規
模
や
態
様
に
照
ら
し
行
為
の
悪
性
は
極
め
て
高
く
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
不
正
行
為
は｣

被

控
訴
人
有
限
会
社
の
実
質
的
経
営
者
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
そ
の

｢

人
的
属
性
か
ら
し
て
、
本
件
の
営
業
許
可
の
取
消
し
に

よ
り
被
控
訴
人
及
び
そ
の
従
業
員
の
受
け
る
経
営
上
、
生
活
上
の
影
響
を
考
慮
に
入
れ
て
も｣

本
件
取
消
に
裁
量
の
違
法
は
な
い
と

し
て
そ
の
取
消
請
求
を
棄
却
し
た

(
�)

。
(

�)

判
旨
賛
成
、
萩
原
・
注

(
�)
一
九
七
頁
。
な
お
、
本
件
撤
回
は
解
除
期
限
付
撤
回
に
あ
た
る
と
い
い
、
運
転
免
許
の
取
消
等
は
過

去
の
行
為
に
対
す
る
制
裁
と
い
う
よ
り
は
将
来
の
危
険
防
止
を
目
的
と
す
る
か
ら
、
故
意
・
過
失
を
要
件
と
し
な
い
と
い
う
解
釈
に
も
馴

染
む
と
い
う
。

(

�)

判
旨
結
論
に
賛
成
、
中
川
・
注

(

�)
一
八
一
頁
。
原
判
決

(

静
岡
地
判
平
成
九
・
五
・
一
六
。
判
例
集
未
搭
載
と
い
う)

は
裁
量

の
違
法
を
理
由
に
取
消
請
求
を
認
容
し
た
よ
う
で
あ
る
。

五

事
実
・
法
状
況
の
変
更

１

事
実
の
変
更
に
よ
り
行
政
行
為
の
発
付
要
件
が
消
滅
す
る
場
合
、
前
掲
の
法
律
根
拠
必
要
説
が
法
律
の
根
拠
が
な
く
て
も
撤

回
は
許
さ
れ
る
と
み
る
か
否
か
は
必
ず
し
も
統
一
的
で
は
な
い
。
杉
村
博
士
・
広
岡
教
授
は
否
定
的
、
芝
池
教
授
は
肯
定
的
の
よ
う

に
解
さ
れ
る
。
法
律
根
拠
不
要
説
中
、
美
濃
部
博
士
は
肯
定
的
で
あ
る
。
遠
藤
博
士
は
、
継
続
効
を
も
つ
行
政
行
為
の
う
ち
、
年
金

給
付
や
扶
助
決
定
な
ど
の
撤
回
は
許
さ
れ
る
と
い
う
ほ
か
、
警
察
許
可
な
ど
は
処
分
後
も
行
政
庁
の
関
心
が
持
続
し
て
行
政
介
入
が
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( )

留
保
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
撤
回
を
認
め
る
明
示
の
規
定
が
な
く
て
も
そ
の
撤
回
は
許
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
私
権
設
定
的
行
政
行

為
や
国
籍
付
与
な
ど
完
結
的
行
政
行
為
に
つ
い
て
は
、
私
権
の
保
護
や
法
的
安
定
性
の
視
点
か
ら
撤
回
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う

(

�)

。

事
実
の
変
更
に
よ
り
行
政
行
為
の
重
要
な
発
付
要
件
が
消
滅
す
る
場
合
は
、
一
般
に
行
政
行
為
の
撤
回
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

法
律
規
定
に
も
同
旨
の
も
の
は
多
い
が
、
必
ず
し
も
重
要
な
発
付
要
件
に
限
ら
ず
発
付
要
件
の
い
ず
れ
か
で
も
消
滅
す
る
場
合
を
撤

回
事
由
と
定
め
る
も
の
も
多
い
。

判
例
の
中
に
も
、
薬
品
の
製
造
承
認
に
関
す
る

[

�]

〜[

�]

の
ご
と
く
同
旨
の
も
の
が
あ
る
。
逆
に
、
後
発
的
事
情
で
は
な
く

処
分
当
時
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
事
情
が
撤
回
事
由
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
撤
回
は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
も
の
が
あ
る

が

([

３])

、
前
記
の
よ
う
な
撤
回
の
観
念
か
ら
す
れ
ば
判
旨
は
適
切
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
、
つ
ぎ
の
も
の
が
あ
る
。

東
京
地
判
昭
和
五
二
・
六
・
二
七
判
タ
三
四
九
号
一
六
八
頁

[

�]

東
京
高
判
昭
和
五
三
・
一
一
・
二
七
判
タ
三
八
〇
号
九
四
頁

[

�]
([

�]

の
控
訴
審
判
決)

[

�]

は
、
食
品
衛
生
法
六
条
に
基
づ
く
食
品
添
加
物
の
指
定
後
に

｢

指
定
の
要
件
が
欠
缺
し
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生
大

臣
に
よ
り
指
定
の
取
消
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
厚
生
大
臣
の
指
定
に
か
か

る
当
該
化
学
的
合
成
品
等
に
つ
い
て
右
指
定
の
取
消
が
な
さ
れ
る
べ
き
要
件
は
、
当
該
化
学
的
合
成
品
等
が
本
来
指
定
を
受
け

る
べ
き
要
件
で
あ
る

『

人
の
健
康
を
害
す
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と』

の
積
極
的
な
確
認
が
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
尽
き
る
の
で
あ

っ
て
、
指
定
に
か
か
る
当
該
化
学
的
合
成
品
等
に
つ
い
て
有
害
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
有
害
の
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
な
け
れ
ば
指
定
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い｣

と
い
い
、[

�]

も
ほ
ぼ
同
旨
で
あ
る
。

食
品
衛
生
法
は
指
定
の
要
件
を
定
め
る
が
、
指
定
の
撤
回
に
つ
い
て
は
定
め
て
い
な
い
。
右
の
両
判
決
は
、
指
定
要
件
の
事
後
的

消
滅
の
場
合
、
明
文
の
規
定
が
な
く
て
も
指
定
の
撤
回
は
許
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
、
か
つ
、
損
害
賠
償
・
損
失
補
償
請
求
を
棄
却
し

行政行為の撤回
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( )

た
(

�)

。２

法
令
の
改
廃
に
よ
り
行
政
行
為
が
事
後
に
違
法
と
な
る
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
撤
回
事
由
と
し
て
、
こ
の
問
題
を
扱
う

も
の
は
少
な
い
。
法
律
根
拠
不
要
説
中
、
遠
藤
博
士
は
、
法
律
が
撤
回
権
限
を
定
め
な
い
か
ぎ
り
撤
回
は
許
さ
れ
な
い
と
い
い

(

�)

、
南

教
授
は
、
受
益
者
が
い
ま
だ
給
付
を
受
け
て
い
な
い
か
受
給
内
容
を
享
有
し
て
い
な
い
場
合
で
撤
回
し
な
い
と
公
益
に
障
害
を
生
ず

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
撤
回
は
許
さ
れ
る
と
い
う
。

法
律
根
拠
不
要
説
を
前
提
に
お
く
か
ぎ
り
、
法
律
が
撤
回
権
限
を
定
め
な
い
か
ぎ
り
撤
回
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
適
切
で
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
、
適
法
状
態
の
回
復
の
た
め
当
然
に
撤
回
は
許
さ
れ
る
と
い
う
の
も
適
切
で
は
な
い
。
行
政
行
為
の

発
付
時
に
す
で
に
そ
の
要
件
が
欠
け
て
い
た
場
合
と
、
事
後
に
要
件
が
欠
け
る
に
い
た
っ
た
場
合
と
は
、
行
政
行
為
の
効
力
を
剥
奪

で
き
る
か
ど
う
か
の
判
断
で
は
差
異
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
法
改
正
に
よ
り
許
可
要
件
が
厳
し
く
な
っ
た
結
果
、
既
存
の
許
可
要
件

が
欠
け
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
、
当
然
に
撤
回
が
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い

(

�)

。
具
体
的
に
は
、
撤
回
を
求
め
る
公
益

上
の
必
要
と
相
手
方
の
信
頼
保
護
の
要
請
な
ど
と
の
比
較
考
量
に
よ
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
の
さ
い
、
受
益
者
が
給
付
を
受

け
た
か
給
付
を
実
現
し
た
か
な
ど
は
重
要
な
考
量
の
要
素
と
な
ろ
う
。

(

�)

遠
藤
・
注

(

６)

一
八
一
頁
以
下
。
た
だ
し
、
同
一
九
九
頁
は
私
法
形
成
的
行
政
行
為
は
将
来
に
向
か
っ
て
の
取
消
撤
回
は
可
能
と

い
う
。

(

�)

判
旨
賛
成
、
藤
村
啓
・
昭
和
五
三
年
行
政
関
係
判
例
解
説

(
ぎ
ょ
う
せ
い
、
昭
和
五
四
・
一
九
七
九)

六
八
六
頁
。

(

�)

遠
藤
・
注

(

６)

一
八
一
頁
。

(

�)

東
京
地
判
平
成
六
・
九
・
一
六
判
タ
八
八
八
号
一
五
六
頁
参
照
。
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六

公
益
上
の
必
要

１

法
律
の
定
め
る
取
消
・
撤
回
事
由
中
で
は
、｢

公
益｣

・｢

公
共
の
利
益｣

・｢

公
共
の
福
祉｣

(

以
下
も
っ
ぱ
ら

｢

公
益
上
の
必

要｣
と
い
う)

を
明
示
す
る
も
の
は
少
な
い
が
、
学
説
・
判
例
で
は
公
益
上
の
必
要
に
基
づ
く
撤
回
の
許
否
が
最
大
の
問
題
と
な
る
。

前
掲
の
法
律
根
拠
不
要
説
は
、
法
律
の
根
拠
が
な
く
て
も
公
益
上
の
必
要
が
あ
れ
ば
撤
回
を
認
め
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
律
根
拠

必
要
説
は
、
法
律
の
根
拠
が
な
い
か
ぎ
り
公
益
上
の
必
要
の
み
を
理
由
に
行
政
行
為
を
撤
回
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
み
る
。
折
衷

的
見
解
に
は
、
一
部
に
限
り
両
説
と
同
様
に
解
す
る
も
の
が
あ
る
。

２

以
下
の
よ
う
に
、
法
律
の
根
拠
が
な
く
て
も
事
情
変
更
等
に
起
因
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
れ
ば
行
政
処
分
の
撤
回
は
適
法

と
判
示
す
る
判
例
は
非
常
に
多
い
。
な
お
、
法
律
規
定
が
定
め
る
撤
回
事
由
と
の
関
連
で
公
益
上
の
必
要
に
関
わ
る
判
示
を
す
る
も

の
も
あ
る
。

�

住
宅
関
係
処
分
の
撤
回

公
営
住
宅
の
使
用
許
可
の
撤
回
・
明
渡
請
求
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
公
営
住
宅
の
建
替
え
の
必
要
性
な
ど
の
公
益
と
入
居
者
の

利
益
と
の
比
較
考
量
に
よ
り
決
す
る
も
の
と
す
る
一
連
の
判
例
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
判
例
に
つ
い
て
は
検
討
し
た
こ
と
が
あ
っ
た

(

前
記
一
二
頁
参
照)

。

�

道
路
関
係
処
分
等
の
撤
回

[

�]

は
、
撤
回
に
つ
い
て
法
律
の
明
文
の
根
拠
が
な
く
て
も
、｢

道
路
の
公
益
目
的
に
合
致｣

し
な
い
と
き
は
公
安
委
員
会
は

横
断
歩
道
を
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
道
路
法
七
一
条
は
道
路
占
用
許
可
等
の
撤
回
ま
た
は
工
事
の
中
止
等
の
事
由
を
定

め
る
が
、[

５]

は
、｢

道
路
占
用
許
可
の
ご
と
き
公
物
使
用
の
特
許
に
よ
る
使
用
権
は
、
公
益
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
何
時
で
も

一
方
的
に
行
政
主
体
に
お
い
て
消
滅
さ
せ
得
る
と
い
う
内
在
的
制
約
が
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
取
消
は
、
行
政
の
所
謂
設
権
処
分

行政行為の撤回
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( )

に
よ
り
特
別
に
与
え
ら
れ
た
利
益
を
剥
奪
し
て
一
般
人
並
に
扱
う
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
営
業
許
可
の
公
益
上
の
理
由
に
よ
る

取
消
や
、
土
地
収
用
の
ご
と
く
元
来
私
人
の
享
有
す
る
権
利
自
由
を
剥
奪
し
、
特
に
そ
の
者
に
特
別
の
犠
牲
を
負
わ
せ
る
の
と
は
そ

の
利
益
状
況
を
異
に
す
る｣

と
判
示
し
つ
つ
、
公
有
水
面
埋
立
て
に
よ
り
造
成
の
道
路
敷
地
で
映
画
興
行
・
倉
庫
業
を
営
ん
で
い
る

原
告
会
社
の
道
路
法
七
二
条
に
基
づ
く
補
償
請
求
を
棄
却
し
た
。

判
旨
と
は
逆
に
、
設
権
処
分
は
権
利
を
設
定
す
る
が
営
業
許
可
は
権
利
を
設
定
す
る
わ
け
で
は
な
く
事
実
と
し
て
自
由
を
回
復
せ

し
め
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
前
者
の
取
消
・
撤
回
に
は
よ
り
厳
し
い
制
限
が
あ
る
と
い
う
見
方
も
あ
る

(

�)

。
本
件
判
旨
は
特
許
や
許
可

の
前
段
階
と
し
て
の
禁
止
の
対
象
と
な
る
権
利
自
由
の
性
格
に
注
目
し
て
、
営
業
許
可
が
元
来
私
人
の
享
有
す
る
権
利
自
由
の
禁
止

の
解
除
で
あ
る
こ
と
と
の
違
い
か
ら
、
道
路
占
用
許
可
と
い
う
特
許
の
撤
回
は
よ
り
容
易
で
あ
る
か
の
よ
う
に
判
示
す
る
点
で
こ
れ

に
先
立
つ
阿
部
教
授
の
見
解

(

�)

を
踏
襲
す
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
た
だ
、
許
可
も
特
許
も
営
業
の
自
由
等
の
基
本
的
人
権
に
介
入
す
る

行
政
手
法
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
い
ず
れ
も
本
来
的
自
由
の
回
復
に
か
か
わ
る
側
面
を
も
っ
て
お
り

(

�)

、
こ
の
か
ぎ
り
で
は
判

旨
に
は
疑
問
も
あ
る
。

�

指
定
医
の
指
定
の
撤
回

[

�]

・[

�]

は
、｢

公
益
に
合
致
し
な
い
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
は｣

指
定
医
の
指
定
の
撤
回
に
つ
い
て
法
律
の
明
文
の
根
拠

が
な
く
て
も
こ
れ
を
撤
回
し
う
る
と
い
い
、
最
高
裁

[

�]
も

｢

公
益
上
の
必
要｣

が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
撤
回
し
う
る
と
い
う
。

�

換
地
予
定
地
指
定
処
分
の
撤
回

[

３]

が
認
定
す
る
事
情
の
も
と
で
は
、
本
件
撤
回
に
は
重
要
な
事
実
誤
認
も
認
め
ら
れ
換
地
予
定
地
指
定
処
分
の
撤
回
の
取
消

請
求
を
認
容
す
る
判
旨
の
結
論
は
是
認
で
き
る
。[

	]

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。[


]

で
は
、
訴
外
は
自
己
に
対
す
る
換
地
予

定
地
指
定
の
結
果
、
そ
の
従
前
地
は
道
路
敷
地
に
あ
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
原
告
に
対
す
る
当
初
の
換
地
予
定
地
の
一
部
は
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( )

自
己
の
従
前
地

(

真
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た)

で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
返
還
し
て
く
れ
な
け
れ
ば
道
路
敷
地
予
定
地
上
の
家
屋
の
移

動
に
応
じ
な
い
と
の
陳
情
に
接
し
て
、
原
告
の
当
初
の
換
地
予
定
地
の
右
の
部
分
を
削
減
し
て
訴
外
の
換
地
予
定
地
に
追
加
指
定
す

る
た
め
に
原
告
に
新
た
な
換
地
予
定
地
指
定
処
分
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
は
、
判
旨
が
原
告
の
換
地
予

定
地
指
定
処
分
の
変
更
処
分
は
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
は
い
え
ず
違
法
と
し
た
の
は
適
切
で
あ
る
。
な
お
、
訴
外
に
よ
る
家
屋
移

動
の
義
務
履
行
の
確
保
の
た
め
に
代
執
行
を
す
る
代
わ
り
に
原
告
に
換
地
予
定
地
指
定
処
分
の
撤
回
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
意
味
で
、
判
旨
は
本
件
変
更
処
分
を
も
っ
て
行
政
代
執
行
法
二
条
に
い
う
義
務
履
行
確
保
の
た
め
の

｢

他
の
手
段｣

に
は
あ
た
ら

な
い
と
い
う
が
、
こ
れ
に
も
賛
成
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
以
下
の
よ
う
な
判
例
が
あ
る
。

福
島
地
判
昭
和
三
一
・
八
・
一
七
行
集
七
巻
八
号
二
〇
四
六
頁

[

�]

仙
台
高
判
昭
和
三
二
・
七
・
三
行
集
八
巻
七
号
一
三
五
七
頁

[

�]
([

�]

の
控
訴
審
判
決)

[

�]

は
、｢

一
般
に
瑕
疵
な
く
成
立
し
た
行
政
行
為
に
つ
い
て
将
来
に
わ
た
り
、
そ
の
行
為
の
効
力
を
存
続
せ
し
め
得
な

い
新
た
な
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
、
た
と
え
そ
の
行
為
が
人
民
に
権
利
又
は
利
益
を
与
え
る
と
か
そ
の
他
法
律
上
の
権
利
関

係
を
設
定
す
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
撤
回
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
撤
回
し
得

る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る｣

。｢

換
地
予
定
地
指
定
は
、
工
事
完
了
後
に
行
わ
れ
る
換
地
処
分
と
異
っ
て
、
整
理
工
事
の
必
要

上
行
わ
れ
る
暫
定
的
処
分
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
身
独
立
し
た
行
政
行
為
と
し
て
の
効
力
を
生
ず
る
た
め
、
従
前
の
土
地
の
所
有

者
そ
の
他
関
係
者
に
対
し
義
務
ま
た
は
不
利
益
と
と
も
に
権
利
ま
た
は
利
益
を
も
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
を
撤
回

す
る
た
め
に
は
、
公
益
上
の
必
要
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
い
い
、
特
別
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
本
件
換
地
予
定
地
指
定
処

分
の
撤
回
は

｢

当
事
者
に
一
そ
う
の
利
益
を
与
え
る
だ
け
で
な
く｣
、｢
土
地
区
画
整
理
を
実
施
す
る
上
に
お
い
て
、
公
益
上
必

要
で
あ
る｣

と
し
て
、
そ
の
取
消
請
求
を
棄
却
し
た
。[

�]

も
、
一
般
論
と
し
て
は
、
換
地
予
定
地
指
定
処
分
は

｢

暫
定
的

行政行為の撤回
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( )

措
置｣

で
あ
る
こ
と
、
区
画
整
理
事
業
の
施
行
上
、
公
益
上
の
事
情
が
生
ず
る
と
き
は
取
消
変
更
を
な
し
う
る
こ
と
を
判
示
し

て
、
本
件
で
は
、
当
初
の
換
地
予
定
地
指
定
処
分
後
、
指
定
対
象
と
す
る
土
地
の
所
有
者
が
変
更
に
な
り
関
係
者
間
の
協
定
を

ま
つ
も
不
調
に
終
わ
っ
た
た
め
、
改
め
て

｢

仮
換
地
を
指
定
し
て
、
そ
の
使
用
、
収
益
の
関
係
を
確
定
せ
し
め
、
以
て
土
地
区

画
整
理
事
業
の
実
施
を
急
速
適
確
に
進
め
よ
う
と
す
る
公
益
上
の
必
要
に
基
く
も
の
で
あ
る｣

と
い
い
、
本
件
変
更
処
分
は
適

法
と
し
て
い
る
。

静
岡
地
判
昭
和
三
四
・
一
二
・
八
行
集
一
〇
巻
一
二
号
二
五
六
八
頁

[

�]

｢

都
市
計
画
法
に
基
く
換
地
予
定
地
の
指
定
を
す
る
に
際
し
合
理
的
な
理
由
が
な
い
の
に
同
種
の
事
情
に
あ
る
宅
地
所
有
者

を
差
別
し
て
扱
う
こ
と
は
違
法
な
処
置
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
本
件
換
地
予
定
地
の
指
定
変
更
処
分
は
原
告
所
有
地

と
隣
接
し
同
様
の
事
情
に
あ
る｣
旧
所
有
者
等
に
は
増
坪
と
し
な
が
ら
、
原
告
に
は

｢

増
坪
は
全
く
な
い｣

こ
と
、｢

区
画
整

理
事
業
の
円
滑
迅
速
な
進
行
を
は
か
る
と
い
う
公
益
上
の
必
要｣

も
な
か
っ
た
と
し
て
、
同
処
分
の
取
消
請
求
を
認
容
し
た
。

津
地
判
昭
和
四
〇
・
一
一
・
一
八
行
集
一
八
巻
八
＝
九
号
一
一
七
七
頁
収
録

[

�]

名
古
屋
高
判
昭
和
四
二
・
八
・
二
九
行
集
一
八
巻
八
＝
九
号
一
一
六
六
頁

[

�]
([

�]

の
控
訴
審
判
決)

両
判
決
と
も
一
般
論
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
同
旨
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

[

�]

の
判
旨
の
み
を
紹
介
す
る
。
す
な
わ
ち
、

｢

仮
換
地
指
定
処
分
は
工
事
完
了
後
に
お
け
る
換
地
処
分
と
は
異
な
り
土
地
区
画
整
理
事
業
の
必
要
上
行
わ
れ
る
暫
定
的
処
分

に
す
ぎ
ず
、
そ
の
変
更
は
も
と
よ
り
許
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
仮
換
地
指
定

処
分
と
い
え
ど
も
、
そ
の
効
力
と
し
て
従
前
の
宅
地
所
有
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
義
務
な
い
し
不
利
益
を
与
え
る
反
面
、

権
利
な
い
し
利
益
を
も
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
原
処
分
の
変
更
は
す
で
に
仮
換
地
指
定
を
う
け
た
者
及
び
そ
の
他
の
利

害
関
係
人
の
既
得
権
な
い
し
利
益
を
侵
害
す
る
筋
合
で
あ
る
か
ら
そ
の
変
更
の
許
さ
れ
る
の
は
、
公
益
上
特
段
の
必
要
あ
る
場
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( )

合
に
限
る｣

。

両
判
決
と
も
本
件
仮
換
地
指
定
処
分
の
変
更
処
分
の
無
効
確
認
請
求
を
棄
却
し
た
が
、[

�]

は
そ
の
取
消
請
求
を
認
容
し
た
。

本
件
仮
換
地
指
定
処
分
に
は
訴
外
が
経
営
す
る
病
院
建
物
が
現
存
す
る
土
地
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
本
件
変
更
処
分
は
こ
の
部
分
を

指
定
地
か
ら
除
外
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。[

�]

は
、
本
件
変
更
処
分
は
当
初
の
仮
換
地
指
定
処
分
を

｢

撤
回
し
て
新
た
に
別
個
の

換
地
予
定
地
を
指
定
す
る
行
為｣

で
あ
る
が
、｢

原
告
の
本
件
係
争
地
使
用
の
期
待
権
を
侵
害
し｣

、
訴
外
の

｢

陳
情
を
受
け
、
同
地

を
同
人
の
た
め
に
仮
換
地
指
定
す
る
に
あ
っ
た｣

も
の
で
撤
回
す
べ
き
公
益
上
の
必
要
は
な
く

｢

被
告
の
恣
意
に
よ
る
違
法
処
分｣

で
あ
る
と
い
う
。[

�]
は
、
本
件
変
更
処
分
は
訴
外
の
個
人
的
利
益
を
図
る
趣
旨
で
は
な
く
建
物
移
転
の
費
用
の
節
減
を
図
る
と

い
う
閣
議
の
基
本
方
針
に
沿
う
も
の
で
あ
り

｢

公
益
上
特
段
の
必
要
性
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る｣

、
被
控
訴
人

(

原
告)

に

｢

不

利
益
を
与
え
る
も
の
と
は
称
し
得
な
い｣

と
い
う
。

右
の
判
例
中
、
公
益
上
の
必
要
の
内
容
は
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
実
施
を
迅
速
適
確
に
進
め
る
と
い
う

(

特
別)

都
市
計
画
法

の
目
的

([

�]

、[

�]

。[

�]

も
こ
れ
に
近
い)
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
費
節
減
と
い
う
閣
議
の
方
針

([

�]

・[

�])

に

求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
記
の
田
中
博
士
に
よ
る
公
益
上
の
必
要
に
基
づ
く
撤
回
の
二
態
様
中

(

一
四
頁
参
照)

、
行
政
行
為
を
存

続
せ
し
め
得
な
い
新
た
な
事
由

([

�])

が
い
ず
れ
を
指
す
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、｢

よ
り
大
な
る
公
益
実
現
の
た
め

必
要
が
あ
る
等
の
特
別
の
事
情
が
あ
れ
ば
、
行
政
庁
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
を
撤
回
す
る
こ
と
も｣

是
認
さ
れ
る
と
い
う
の
は

([

�])

、
田
中
博
士
が
い
う
第
二
の
場
合
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
も
解
さ
れ
る
。

な
お
、
換
地
予
定
地
指
定
処
分
は
相
手
方
に
と
っ
て
必
ず
し
も
常
に
授
益
的
性
格
を
も
つ
わ
け
で
は
な
く
、
侵
益
的
性
格
の
も
の

も
あ
る
ほ
か
、
相
手
方
に
は
授
益
的
だ
が
第
三
者
に
は
侵
益
的
ま
た
は
そ
の
逆
の
場
合
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

変
更
処
分
も
常
に
授
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
と
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
具
体
的
事
情
に
よ
り
、
当
該
の
換
地
予
定
地
指
定
処

行政行為の撤回
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( )

分
は
侵
益
的
・
授
益
的
等
が
決
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う

(

�)

。[

�]

は

｢

換
地
予
定
地
指
定
処
分
は
私
人
に
権
利
利
益
を
附
与
す
る｣

と

い
い
、[

�]

や

[

�]

も
同
様
に
理
解
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。[

�]

や

[

�]

・[

�]

は
換
地
予
定
地
指
定
処

分
は
授
益
的
性
格
と
と
も
に
侵
益
的
性
格
を
も
も
つ
と
い
う

(

後
者
中
に
は
こ
れ
と
矛
盾
す
る
判
旨
も
み
ら
れ
る)

。
い
ず
れ
も
当

該
事
案
で
は
相
手
方
は
換
地
予
定
地
指
定
処
分
の
撤
回
の
取
消
を
訴
求
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
相
手
方
に
は
授
益
的
だ
が
第
三
者
に

は
侵
益
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
解
さ
れ
る
。

�

農
地
関
係
処
分
の
撤
回

農
地
関
係
処
分
の
撤
回
に
つ
い
て
法
律
の
明
文
の
根
拠
が
な
い
場
合
に
、[

	]

は
、
農
地
買
収
除
外
の
指
定
処
分
を

｢

取
消
す

べ
き
特
別
な
公
益
上
の
必
要
は
生
じ
て
い
な
い｣

と
し
た
が
、[


]

・[

�]

は
、
農
地
所
有
権
の
移
転
の
許
可
を
撤
回
す
べ
き

｢

公
益
上
の
必
要
性｣

が
あ
る
と
し
た
ほ
か
、
つ
ぎ
の
判
例
が
あ
る
。

大
阪
地
判
昭
和
三
九
・
六
・
一
九
行
集
一
五
巻
六
号
九
三
一
頁

[

�]

訴
外
地
主
が
農
地
調
整
法
に
基
づ
く
農
地
使
用
目
的
変
更
許
可
申
請
書
に
は
小
作
人
は
い
な
い
旨
の
虚
偽
記
載
を
し
て
も
、

被
告
知
事
は

｢

申
請
書
の
右
記
載
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
あ
え
て
そ
の
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
許
可
を
与

え
た
も
の
と
い
う
べ
く
、
右
調
査
の
結
果
に
事
実
と
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
許
可
を
与
え
る
か
否
か
の
裁
量
に
錯
誤
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
右
記
載
が
虚
偽
で
あ
っ
た
と
の
理
由
で
処
分
庁
み
ず
か
ら
右
処
分
を
取
り
消
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い｣

。
訴

外
地
主
は
申
請
書
に
は
転
用
目
的
と
し
て
戦
災
者
用
の
住
宅
建
設
な
ど
と
記
載
し
な
が
ら
、
許
可
後
は
本
件
土
地
を
原
告
ら
に

売
り
渡
し
て
原
告
ら
に
潰
廃
さ
せ
る
意
図
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は
内
心
の
意
図
に
す
ぎ
ず

｢

処
分
を
取
り
消
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い｣

。
し
か
し
、｢
一
旦
適
法
に
成
立
し
た
行
政
処
分
で
あ
っ
て
も
、
そ

の
後
の
事
情
の
変
更
に
よ
り
処
分
の
効
果
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
公
益
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
処
分
の
効
果
を
将
来
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( )

に
む
か
っ
て
消
滅
さ
せ
る
た
め
、
こ
れ
を
撤
回
で
き
る｣

、｢

土
地
所
有
者
は
農
調
法
九
条
に
よ
る
市
町
村
農
地
委
員
会
の
承
認

を
受
け
さ
え
す
れ
ば
、
土
地
使
用
目
的
の
変
更
を
理
由
に
賃
貸
借
の
解
約
も
し
く
は
更
新
拒
絶
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
反

面
と
し
て
賃
借
人
が
右
許
可
の
な
い
土
地
に
比
較
し
て
不
安
定
な
地
位
に
お
か
れ
る
こ
と｣

な
ど
を
理
由
に
、
本
件
の
場
合
、

｢

右
許
可
処
分
の
効
力
を
将
来
も
維
持
す
る
こ
と
よ
り
以
上
に
、
耕
作
者
の
地
位
の
安
定
を
は
か
る
べ
き
公
益
上
の
必
要
が
あ

る｣

。

前
記
の
よ
う
に
美
濃
部
博
士
も
、
相
手
方
に
不
正
が
あ
る
場
合
に
は
取
消
・
撤
回
は
許
さ
れ
る
と
い
う
。
詐
欺
・
強
迫
・
贈
賄
な

ど
不
正
手
段
、
不
当
不
十
分
な
申
立
て
に
よ
り
行
政
行
為
を
得
た
と
き
と
い
う
事
由
も
、
撤
回
事
由
と
な
ろ
う

(

�)

。
右
の
判
決
は
、
こ

の
場
合
で
も
行
政
側
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
が
加
担
す
る
と
き
は
撤
回
事
由
と
は
な
ら
な
い
が
、
さ
ら
に
撤
回
す
べ
き
公
益
上
の

必
要
が
あ
る
と
き
は
撤
回
は
許
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
判
旨
は
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

�

行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
等
の
撤
回

行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
は
、
公
共
用
な
ど
に
供
す
る
た
め
に
必
要
を
生
じ
た
と
き
な
ど
の
場
合
に
は
撤
回
す
る
こ
と
が
で

き
る

(

国
有
財
産
法
一
八
条
以
下
・
地
方
自
治
法
二
三
八
条
の
四)

。
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
の
撤
回
に
関
す
る
判
例
と
し

て
、
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

東
京
地
判
昭
和
三
九
・
一
〇
・
五

(

搭
載
文
献
不
明)

[
�]

東
京
高
判
昭
和
四
四
・
三
・
二
七
判
時
五
五
三
号
二
六
頁

[
�]

([

�]

の
控
訴
審
判
決)

最
判
昭
和
四
九
・
二
・
五
判
時
七
三
六
号
四
一
頁

[

�]
([

�]
の
上
告
審
判
決)

右
の
三
判
決
は
、
い
わ
ゆ
る
東
京
都
築
地
魚
市
場
の
使
用
許
可
の
取
消
事
案
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
使
用
許
可
の
撤
回
の
許

容
性
を
認
め
る
点
で
は
共
通
す
る
が
、
第
一
審
・
第
二
審
は
東
京
都
の
損
失
補
償
義
務
を
認
め
た
の
に
対
し
て
、
最
高
裁
は
行
政
財

行政行為の撤回
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( )

産
の
使
用
許
可
に
よ
り
生
じ
た
使
用
権
の
内
在
的
制
約
を
理
由
に
こ
れ
を
否
認
し
て
事
案
を
原
審
に
差
し
戻
し
た

(

�)

。
本
件
撤
回
は
許

さ
れ
、
か
つ
、
損
失
補
償
義
務
は
否
認
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

名
古
屋
地
判
昭
和
五
〇
・
四
・
三
〇
判
時
七
八
七
号
一
一
二
頁

[

�]

名
古
屋
高
判
昭
和
五
二
・
一
・
三
一
民
集
三
六
巻
一
〇
号
二
一
二
八
頁
収
録

[

�]
([

�]

の
控
訴
審
判
決)

最
判
昭
和
五
七
・
一
〇
・
七
民
集
三
六
巻
一
〇
号
二
〇
九
一
頁

[

�]
([

�]

の
上
告
審
判
決)

[

�]

は
、｢
郵
政
省
庁
舎
管
理
規
程｣

に
基
づ
く
本
件
掲
示
板
の
使
用
許
可
は
、
同
時
に
国
有
財
産
法
一
八
条
三
項
に
基

づ
く
目
的
外
使
用
許
可
で
あ
る
が

(

他
方
、
行
政
財
産
の
許
可
使
用
で
は
な
い
と
い
う
判
示
も
あ
る)

、
被
許
可
者
は

｢

何
ら

の
私
法
上
の
権
利
を
も
有
せ
ず
…
…
事
実
上
の
利
益
を
享
受
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
、
管
理
者
は
、
庁
舎
管
理
本
来
の
目

的
を
逸
脱
し
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
そ
の
裁
量
に
よ
り
許
可
の
取
消
が
で
き｣

、｢

本
件
掲
示
許
可
の
一
部
取
消
は
、
環
境
整
備

の
一
環
と
し
て
掲
示
板
の
規
格
を
統
一
し
、
設
置
場
所
の
統
合
を
図
る
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で｣

裁
量
権
の
逸
脱
・
濫
用
は

な
い
と
し
て
、
本
件
掲
示
板
の
使
用
・
国
家
賠
償
請
求
を
棄
却
し
た
。[

�]

も
ほ
と
ん
ど
原
判
決
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。

最
高
裁

[

�]

は
、
右
の
許
可
は

｢

な
ん
ら
か
の
公
法
上
又
は
私
法
上
の
権
利
を
設
定
、
付
与
す
る
意
味
な
い
し
効
果
を
帯
有

す
る
も
の
で
は
な
く

(

し
た
が
っ
て
、
使
用
の
対
価
を
徴
す
る
こ
と
な
ど
は
、
全
く
予
定
さ
れ
て
い
な
い
。)

、
も
と
よ
り
国
有

財
産
法
一
八
条
三
項
に
い
う
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
の
許
可
に
も
当
た
ら
な
い｣

、｢

庁
舎
管
理
者
は
、
庁
舎
等
の
維
持
管
理

又
は
秩
序
維
持
上
の
必
要
又
は
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
右
許
可
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る｣

と
い
い
、
原
判
決
は
結
論
的
に

は
正
当
と
判
示
し
た
。

公
益
上
の
必
要
を
明
示
し
な
い
も
の
の
、
実
質
的
に
は
環
境
整
備
や
庁
舎
等
の
維
持
管
理
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
み
る
こ
と
も
で

き
る
。
具
体
的
に
は
、
東
海
郵
政
局
・
昭
和
郵
便
局
は
、
組
合
掲
示
板
は
一
局
一
箇
所
の
原
則
で
臨
む
こ
と
、
本
件
掲
示
板
が
設
置
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( )

さ
れ
て
い
る
食
堂
の
利
用
者
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
く
、
一
階
掲
示
板
の
方
が
職
員
の
目
に
触
れ
や
す
い
こ
と
、
本
件
撤
去
に
際
し

て
一
階
掲
示
板
を
相
当
程
度
拡
大
し
、
組
合
事
務
室
も
使
用
し
や
す
く
す
る
な
ど
の
代
償
措
置
を
十
分
に
と
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が

認
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
判
旨
の
結
論
は
是
認
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
都
市
公
園
法
一
一
条
も
道
路
法
七
一
条
と
ほ
ぼ
同
じ
撤
回
事
由
を
定
め
る
が
、
前
掲
の

[

６]

は
、
以
下
の
よ
う
に
判
示

す
る
。
緑
地
公
園
ゴ
ル
フ
場
を
更
新
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
都
市
公
園
法
に
は
明
文
の
規
定
が
な
い
が
、
当
事
者
間
に
更
新
し

な
い
こ
と
に
つ
い
て

｢
了
解｣

が
存
す
る
場
合
に
も
、
更
新
拒
否
に
は

｢

正
当
な
事
由

(

す
な
わ
ち
都
公
法
一
一
条
二
項
各
号
所
定

要
件
に
準
じ
、
公
益
上
や
む
を
得
な
い
必
要)｣

が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
判
断
は
市
長
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
が
、

こ
の
場
合
、｢

本
件
ゴ
ル
フ
場
の
管
理
許
可
関
係
が
発
現
し
て
い
る
公
益
機
能
と
、
右
関
係
を
撤
廃
す
る
こ
と
に
よ
り
実
現
さ
れ
る

べ
き
公
益
機
能
と
の
比
較
衡
量
を
中
心
と
し
つ
つ
、
併
わ
せ
て
、
右
管
理
許
可
関
係
が
撤
廃
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
倶
楽
部
側
の
失
う

べ
き
権
益
そ
の
他
の
諸
事
情
を
十
分
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る｣

と
し
て
、｢

本
件
ゴ
ル
フ
場
は
、
公
園
施
設
で
あ
り
な
が
ら
、
極
く

限
定
さ
れ
た
人
々
の
み

(

人
数
、
利
用
料
金
等
の
面
か
ら
み
て
も)

の
利
用
に
し
か
供
し
得
な
い｣

、
他
方
、｢

一
般
市
民
の
散
策
・

休
息
等
の
場
と
し
て
、
そ
の
自
由
な
利
用
に
供
す
る
と
す
れ
ば
…
…
都
市
公
園
と
し
て
は
る
か
に
高
い
効
用
を
発
揮
し
得
る｣

な
ど

と
し
て
、
本
件
更
新
不
許
可
処
分
に
は
裁
量
の
違
法
は
存
し
な
い
と
し
た
が
、
損
失
補
償
請
求
は
こ
れ
を
認
容
し
た
。

本
件
事
案
で
の
具
体
的
な
比
較
考
量
か
ら
み
て
、
更
新
不
許
可
処
分

(

撤
回)

に
は
裁
量
の
違
法
は
存
し
な
い
と
い
う
判
旨
に
賛

成
で
あ
る
。
な
お
、
更
新
し
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
許
可
処
分
を
撤
回
す
る
こ
と
に
つ
い
て
当
事
者
間
に

｢

了
解｣

が
存
す
る
だ
け
で

は
撤
回
で
き
な
い
と
い
う
判
旨
は
、
い
わ
ゆ
る
受
益
者
の
同
意
の
撤
回
事
由
性
を
否
定
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

(

�)

か
つ
て
の
ド
イ
ツ
の
考
え
方
で
あ
る
。
渡
辺
・
注

(

５)

六
〇
頁
以
下
参
照
。
(

�)

阿
部
泰
隆

｢

行
政
財
産
の
使
用
許
可
の
撤
回
と
損
失
補
償｣

(

昭
和
四
四
・
一
九
六
九)

『

行
政
法
の
解
釈』

所
収

(

信
山
社
、
平
成

行政行為の撤回
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( )

二
・
一
九
九
〇)

一
六
七
頁
。

(
�)

乙
部
哲
郎

｢

行
政
行
為
の
種
別
に
関
す
る
一
考
察｣

神
院
三
一
巻
一
号

(

平
成
一
三
・
二
〇
〇
一)

六
頁
。

(
�)
行
政
行
為
の
授
益
性
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
乙
部
・
注

(

４)

三
七
頁
以
下
お
よ
び
同
所
に
掲
記
の
文
献
を
参
照
。

(

�)
原
田
・
注

(

�)

一
三
二
頁
。
ド
イ
ツ
の
場
合
に
つ
い
て
、
乙
部
・
注

(

４)

三
八
頁
。

(

�)

本
件
事
案
に
言
及
す
る
も
の
は
多
い
。
た
と
え
ば
、
阿
部
泰
隆
・
ジ
ュ
リ
行
政
判
例
百
選
Ⅰ

(

平
成
一
一
・
一
九
九
九)

二
一
二
頁

お
よ
び
同
所
に
掲
げ
る
文
献
を
参
照
。
宇
賀
・
注

(

�)

五
五
頁
以
下
は
、
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
の
撤
回
に
関
す
る
こ
の
ほ
か

の
判
例
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

七

受
益
者
の
同
意
等

１

受
益
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
は
法
律
の
根
拠
が
な
く
て
も
撤
回
は
許
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
法
律
根
拠
不

要
説
は
ほ
ぼ
肯
定
す
る
。
法
律
根
拠
必
要
説
中
、
杉
村
博
士
・
芝
池
教
授
も
肯
定
的
で
あ
る
が
、
広
岡
教
授
ら
は
否
定
的
の
よ
う
で

あ
る
。
折
衷
的
見
解
中
、
山
内
説
は
肯
定
的
で
あ
る
が
晴
山
説
は
否
定
的
で
あ
る
。
相
手
方
の
申
請
・
届
出
な
ど
を
撤
回
事
由
と
し

て
定
め
る
法
律
規
定
も
少
数
あ
る
。
強
大
な
行
政
と
弱
者
で
あ
る
個
人
の
対
立
と
い
う
構
図
の
な
か
で
個
人
の
同
意
を
一
般
的
な
撤

回
事
由
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
に
は
問
題
も
あ
る
が
、
事
案
に
よ
っ
て
は
受
益
者
の
同
意
を
撤
回
事
由
と
し
て
認
め
て
よ
い
場
合
も

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
下
の
判
例
は
受
益
者
の
同
意
と
撤
回
の
許
容
性
に
関
わ
る

(
な
お
、[

６]

、[

�]

参
照)

。

�

農
地
関
係
処
分
の
撤
回

[

１]

は
農
地
売
渡
処
分
の
撤
回
事
由
と
し
て
は
買
受
人
の
同
意
の
み
を
あ
げ
る

(

な
お
、
本
件
農
地
買
収
計
画
等
の
取
消
訴
訟

の
係
属
中
、
村
農
地
委
員
会
は
買
収
計
画
、
知
事
は
買
収
処
分
を
そ
れ
ぞ
れ
取
り
消
し
た
よ
う
で
あ
り
、
訴
え
却
下
の
判
決
で
あ
っ
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た)

。
こ
の
ほ
か
、
つ
ぎ
の
判
決
も
あ
る
。

仙
台
地
判
昭
和
三
五
・
八
・
一
七
行
集
一
一
巻
八
号
二
一
〇
六
頁

[

�]

原
告
借
地
人
は
本
件
畑
の
所
有
権
を
地
主
に
譲
渡
す
る
代
わ
り
に
別
地
の
譲
渡
を
う
け
る
こ
と
、
こ
の
た
め
に
本
件
畑
に
つ

い
て
は
原
告
へ
の
売
渡
処
分
を
取
り
消
し
て
改
め
て
地
主
に
売
渡
手
続
を
行
う
こ
と
と
い
う
協
議
が
原
告
・
地
主
間
に
成
立
し

た
の
で
あ
り
、｢

本
件
畑
の
売
渡
処
分
は
、
そ
の
後
原
告
の
同
意
に
よ
り
適
法
に
撤
回
さ
れ
た｣

と
い
い
、
本
件
畑
の
所
有
権

を
有
効
に
取
得
し
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
所
有
権
確
認
請
求
等
を
棄
却
し
た
。

本
件
売
渡
処
分
の
撤
回
が
原
告
・
地
主
間
の
協
議
を
実
行
に
移
す
た
め
の
形
式
と
し
て
と
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
原
告
や
地
主
の
利

益
を
損
な
う
も
の
で
は
な
く
、
他
に
公
益
に
反
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
撤
回
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

�

社
会
保
険
関
係
処
分
の
撤
回

千
葉
地
判
昭
和
三
三
・
六
・
二
八
労
民
九
巻
四
号
五
六
六
頁

[

�]

失
業
保
険
法
八
条
一
項
に
基
づ
く
任
意
包
括
加
入
の
認
可
の
取
消
に
よ
り

｢

失
業
保
険
の
適
用
事
業
主
た
る
資
格
を
奪
は
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
従
業
員
等
は
被
保
険
者
た
る
資
格
を
喪
失
す
る
こ
と
に
よ
り
失
業
保
険
法
上
の
利
益
又
は
権
利
を
将
来

に
向
っ
て
失
う
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
か
ら
、
行
政
処
分
庁
た
る
被
告
が
み
だ
り
に
認
可
の
取
消

(

撤
回)

を
な
し
得
な
い
こ
と

は
明
で
あ
る｣

。
い
わ
し
揚
繰
網
漁
業
を
営
む
原
告
事
業
主
に
対
し
て
、
労
働
省
通
達
に
沿
う
か
た
ち
で

｢

季
節
的
循
環
的
に

離
職
者
を
発
生
せ
し
め
た
節
は
解
約
其
の
他
如
何
な
る
処
置
に
も
一
切
苦
情
を
申
す
ま
じ
き
旨
の｣

誓
約
書
を
提
出
さ
せ
て
行

っ
た
右
認
可
は
、｢

附
款
の
記
載
の
な
い
こ
と
、
及
び
行
為
の
相
手
方
以
外
で
あ
る
従
業
員
等
代
理
人
か
ら
も
誓
約
書
を
差
入

れ
し
め
た
点
を
見
れ
ば
本
件
認
可
は
こ
れ
を
附
款
つ
き
行
政
行
為
と
見
る
よ
り
は
む
し
ろ
右
認
可
に
つ
い
て
は
原
告
及
び
従
業

員
等
に
よ
る
予
め
の
撤
回
の
同
意
が
為
さ
れ
て
い
た
も
の
と
認
め
る
の
を
相
当
と
す
る｣

。
原
告
は
、
昭
和
三
〇
年
秋
に
大
量

行政行為の撤回
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の
離
職
者
を
発
生
さ
せ
た
こ
と
か
ら
右
の
同
意
の
前
提
条
件
を
満
た
し
て
お
り
、
知
事
に
よ
る
本
件
認
可
の
取
消
は
適
法
と
い

い
そ
の
取
消
請
求
を
棄
却
し
た
。

季
節
的
循
環
的
に
大
量
の
離
職
者
が
発
生
す
る
も
の
に
は
失
業
保
険
法
上
の
加
入
資
格
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
実
際
に

大
量
の
離
職
者
が
発
生
し
た
こ
と
は
認
可
要
件
の
事
後
的
消
滅
を
意
味
す
る
か
ら
こ
の
視
点
か
ら
も
撤
回
は
許
さ
れ
う
る
よ
う
に
も

解
さ
れ
る
が
、
判
旨
は
こ
の
点
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
右
の
誓
約
書
の
提
出
は
こ
の
視
点
か
ら
の
撤
回
に
異
論
は
な
い
旨
の
同
意

と
解
す
る
こ
と
も
で
き
、
い
ず
れ
に
し
て
も
本
件
撤
回
は
許
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

(

�)

。

２

な
お
、[

�]

は
受
刑
者
の
制
限
冊
数
外
私
本
所
持
許
可
を

｢

取
消
す
べ
き
合
理
的
事
由｣

が
な
く
違
法
と
い
い
、
つ
ぎ
の

判
決
は
換
地
予
定
地
指
定
処
分
の
変
更
に
は
相
当
の
理
由
・
必
要
性
が
あ
る
な
ど
と
し
て
そ
の
適
法
性
を
認
め
た
。

高
松
高
判
昭
和
三
六
・
六
・
二
九
行
集
一
二
巻
六
号
一
三
一
三
頁

[

�]
([

�]

の
控
訴
審
判
決)

(

�)

土
地
区
画
整
理
事
業
計
画
の
変
更
は
、
従
前
の
事
業
計
画
に
よ
っ
て
は
事
業
の
適
正
な
遂
行
が
困
難
に
な
る
場
合
等
合
理
的
な
理
由

が
な
い
限
り
、
当
該
利
害
関
係
者
の
同
意
な
く
し
て
は
許
さ
れ
な
い

(

浦
和
地
判
昭
和
六
〇
・
二
・
一
八
行
集
三
六
巻
二
号
一
二
九
頁)

。

同
計
画
の
処
分
性
を
肯
定
す
る
立
場
に
た
て
ば
、
同
計
画
の
変
更
は
行
政
行
為
の
撤
回
の
性
格
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

七

撤
回
制
限
の
根
拠
・
撤
回
の
効
果

一

撤
回
制
限
の
根
拠

１

概
説

[

１]

や

[

�]

・[

�]

は
い
ず
れ
も
、
侵
益
的
行
政
行
為
と
く
ら
べ
て
授
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
は
自
由
で
は
な
い
こ
と
を
明

示
す
る
。
こ
れ
ら
は
撤
回
に
つ
い
て
法
律
に
明
示
の
規
定
が
な
い
場
合
で
あ
る
が
、
行
政
行
為
の
条
件
違
反

(

例
、[

�])

や
法
律
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( )

に
定
め
る
撤
回
事
由

(

例
、[

�]

、[

�]

、[

�]

、[

�])

を
充
足
す
れ
ば
直
ち
に
撤
回
し
う
る
と
し
て
、
と
く
に
撤
回
の
制
限
や

そ
の
根
拠
を
明
示
せ
ず
、
ま
た
、
撤
回
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
判
断
の
た
め
に
公
益
上
の
必
要
と
の
比
較
考
量
が
必
須
で
あ
る
こ

と
を
明
示
し
な
い
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
法
律
に
所
定
の
撤
回
事
由
を
充
足
す
る
と
き
で
も
、
具
体
的
に
撤
回
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
る
か
ど
う
か
は
行
政
庁
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
、
こ
の
場
合
、
裁
量
判
断
は
具
体
的
事
案
で
の
事
情
の
比
較
考
量
に
依
存
す
る
こ
と

が
多
い
。

な
お
、
遠
藤
博
士
は
、
私
権
設
定
的
行
政
行
為
の
撤
回
の
許
容
性
に
は
否
定
的
で
あ
る

(

前
記
五
三
頁
参
照)

。[

�]

は
換
地
予

定
地
指
定
処
分
に
つ
い
て

｢
私
法
上
の
権
利
義
務
の
関
係
を
新
た
に
創
設
す
る
趣
旨
の
も
の
で
は
な｣

い
こ
と
を
も
考
慮
し
て
、

[

�]

〜[

�]

も

｢

郵
政
省
庁
舎
管
理
規
程｣

に
基
づ
く
本
件
掲
示
板
の
使
用
許
可
は
何
ら
の
権
利
を
も
設
定
す
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
そ
れ
ぞ
れ
撤
回
の
許
容
性
を
認
め
る
。
授
益
的
行
政
行
為
に
よ
り
発
生
し
た
使
用
権
に
は
内
在
的
制
約
等
が

あ
り
、
撤
回
は
適
法
と
い
う
も
の
と
し
て
、
道
路
占
用
許
可
の
撤
回
に
つ
い
て
の

[

５]

、
食
品
添
加
物
の
指
定
の
撤
回
に
関
す
る

[

�]

が
あ
る
。
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
の
撤
回
に
つ
い
て
の

[

	]

も
こ
こ
に
あ
げ
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

撤
回
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
個
別
事
案
で
の
相
手
方
の
信
頼
保
護
の
要
請
と
取
消
を
求
め
る
公
益
上
の
必
要
な
ど
と
の
比
較
考

量
に
委
ね
ら
れ
る
か
ら
、
行
政
行
為
に
よ
り
相
手
方
に
既
得
権

([


]

・[

�]

、
後
掲
の

[

�])

そ
の
ほ
か
の
権
利
利
益

([

])

が
発
生
し
た
こ
と
は
、
重
要
な
考
量
要
因
で
は
あ
る
が
必
ず
し
も
そ
の
撤
回
を
排
除
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
不
可
争
力
の
発

生
後
で
あ
っ
て
も
、
撤
回
は
許
さ
れ
る

([


])

。
撤
回
の
撤
回
も
許
さ
れ
る

([

�])

。

前
掲
の
学
説
中
、
法
律
根
拠
不
要
説
は
、
授
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
は
自
由
で
は
な
く
撤
回
に
は
制
限
が
あ
る
と
い
う
が
、
撤
回

制
限
の
根
拠
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
法
的
安
定
性
の
原
則

(

例
、
田
中
博
士)

、
利
益
考
量
原
則

(

例
、

遠
藤
博
士)

、
信
頼
保
護
原
則

(

例
、
南
教
授)

な
ど
に
求
め
る
。
法
律
根
拠
必
要
説
は
、
法
律
の
定
め
る
撤
回
事
由
や
撤
回
権
の

行政行為の撤回
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留
保
等
が
あ
る
と
き
は
撤
回
は
許
さ
れ
る
と
い
い
、
撤
回
制
限
の
根
拠
を
と
く
に
明
示
し
な
い
が
、
法
律
に
所
定
の
撤
回
許
容
事
由

が
あ
る
と
き
で
も
具
体
的
に
撤
回
す
る
か
ど
う
か
は
行
政
庁
の
裁
量
に
委
ね
る
趣
旨
で
あ
ろ
う
。

２

法
的
安
定
性

前
記
の
よ
う
に
田
中
博
士
は
、
授
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
は

｢

既
成
の
法
律
秩
序｣

の
保
持
の
視
点
か
ら
制
限
が
あ
る
と
い
う
。

つ
ぎ
の
二
判
決
も
、
授
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
は

｢

既
成
の
法
律
秩
序｣

や
法
的
安
定
性
の
保
持
の
視
点
か
ら
制
限
が
あ
る
と
い

う
。仙

台
高
判
昭
和
三
三
・
七
・
一
五
行
集
九
巻
七
号
一
三
一
二
頁

[

�]

｢

行
政
庁
と
い
え
ど
も
、
一
た
ん
行
政
処
分
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
政
処
分
に
瑕
疵
が
内
在
す
る
と
か
、
或
は
そ
の
後
に

事
情
が
変
遷
し
、
こ
れ
を
存
続
せ
し
め
る
こ
と
が
公
益
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
場
合
等
の
事
由
が
な
い
限
り
、
こ
と
に
当
該
行

政
処
分
に
よ
っ
て
国
民
に
権
利
ま
た
利
益
を
与
え
た
場
合
は
、
右
行
政
処
分
を
取
り
消
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
べ

き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
一
た
ん
行
政
処
分
が
さ
れ
る
と
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
多
種
多
様
の
生
活
関
係
が
築
か
れ
、
法
律
秩
序

が
発
展
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
自
由
に
取
り
消
し
得
る
と
な
る
と
、
国
民
の
権
利
を
不
当
に
奪
い
、
既
成
の
法
律

秩
序
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る｣
。
造
林
臨
時
措
置
法
に
基
づ
く
本
件
造
林
地
指
定
処
分
に
従
っ
て
控
訴
人
が

｢

す
で
に
相
当
範
囲
に
わ
た
り
造
林
を
実
施
し
終
っ
た
現
在
、
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
は
控
訴
人
の
既
得
の
権
利
を
侵
害
し
、

か
つ
多
大
の
損
害
を
被
ら
し
め
る
こ
と
に
な
る
こ
と
が
明
白
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
段
の

公
益
上
の
理
由
の
見
当
ら
な
い
本
件
で
は｣

造
林
地
指
定
処
分
の
取
消
は
許
さ
れ
な
い
と
い
い
、
そ
の
取
消
請
求
を
認
容
し
た

(

�)

。

福
岡
高
判
昭
和
四
五
・
七
・
二
〇
行
集
二
一
巻
七
＝
八
号
一
〇
四
五
頁

[
�]

｢

第
二
次
処
分
は
第
一
次
処
分
と
別
個
の
独
立
し
た
行
政
処
分
で
あ
り
、
第
一
次
処
分
を
こ
れ
に
よ
っ
て
撤
回
す
る
意
思
表
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示
を
含
有
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
成
程
仮
換
地
指
定
は
一
旦
こ
れ
が
為
さ
れ
る
と
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
新
た
な
法
律
関
係
、

事
実
関
係
が
形
成
さ
れ
る
か
ら
そ
の
撤
回
は
右
の
法
律
関
係
や
事
実
関
係
の
当
事
者
の
権
利
を
害
し
、
法
的
安
定
性
を
そ
こ
な

う
お
そ
れ
が
あ
り
、
濫
り
に
為
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い｣

。

本
件
仮
換
地
指
定
の
第
二
次
処
分
は

｢

第
一
次
処
分
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
仮
換
地
を
含
み
、
街
区
番
号
、
画
地
番
号
も
同
一
で
、

か
つ
僅
か
な
が
ら
地
積
も
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら｣

右
の
よ
う
な
事
情
は
見
ら
れ
ず
、｢

第
一
次
処
分
の
撤
回
は
有
効

で
あ
る

(

�)｣

。

右
の
二
判
決
に
よ
る
利
益
考
量
に
よ
れ
ば
、
判
決
の
結
論
は
い
ず
れ
も
適
切
で
あ
ろ
う
。
最
近
、[

�]

も

｢

当
初
の
許
可
を
前

提
と
し
て
新
た
な
法
律
秩
序
が
次
々
と
形
成｣

し
て
い
る
こ
と
を
撤
回
許
容
の
判
断
で
は
考
慮
す
べ
き
と
い
う
。
既
成
の

｢

法
律
秩

序｣

の
保
持
の
視
点
は
、
授
益
的
行
政
行
為
だ
け
で
な
く
侵
益
的
行
政
行
為
が
形
成
し
た
法
律
秩
序
の
維
持
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う

(

�)

。

[

�]

・
最
高
裁

[

�]

も

｢

法
的
安
定｣
を
根
拠
に
懲
戒
処
分
と
い
う
侵
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
制
限
を
い
う
。
侵
益
的
行
政
行
為

の
撤
回
制
限
を
い
う
こ
と
は
、
相
手
方
の
権
利
利
益
の
保
護
の
視
点
か
ら
み
て
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
行
政
行
為
の
発
付
後
の
事
実

変
更
等
に
よ
り
こ
の
行
政
行
為
の
重
要
な
発
付
要
件
が
消
滅
し
た
場
合
で
も
、
原
行
政
行
為
が
形
成
し
た
法
律
秩
序
す
な
わ
ち
法
律

違
反
の
秩
序
維
持
を
も
求
め
る
よ
う
に
も
解
さ
れ
、
適
切
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
う
。

３

利
益
考
量

遠
藤
博
士
は
、
撤
回
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
当
該
事
案
に
お
け
る
総
合
的
な
利
益
考
量
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
撤
回
制
限
の
根
拠
も
統
一
的
で
は
な
く
、
当
該
事
案
に
よ
り
信
頼
保
護
、
私
法
上
の
法
律
関
係
の
維
持
や
法
的
安
定
性
に

求
め
ら
れ
る

(

�)

。
市
原
教
授
も
同
旨
の
立
場
で
あ
る
よ
う
に
解
さ
れ
る

(

�)

。

判
例
の
中
で
は
、[

６]

も
撤
回
に
は
公
益
上
の
必
要
が
い
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
当
該
事
案
に
お
け
る
総
合
的
な
利
益
考
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( )

量
の
結
果
、
撤
回
は
許
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
換
地
予
定
地
指
定
処
分
の
撤
回
に
関
す
る

[

３]

、[

�]

〜[

�]

の
ほ

か
、[
�]

、[

�]

な
ど
も
同
旨
の
立
場
に
属
す
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
。

４

信
義
則
・
信
頼
保
護

東
平
教
授
は
、
取
消
・
撤
回
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
利
益
考
量
に
よ
り
決
め
る
べ
き
で
あ
る
と
し
つ
つ
、｢

国
民
の
信
頼
保
護｣

を
も
考
慮
す
べ
き
こ
と
、
補
償
さ
え
す
れ
ば
撤
回
が
許
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
も
付
言
す
る

(

�)

。
南
教
授
も
、
撤
回
自

由
の
原
則
に
立
ち
な
が
ら
、
相
手
方
の
信
頼
保
護
と
の
調
和
を
図
り
つ
つ
撤
回
の
許
否
を
考
え
る
べ
き
と
い
う

(

�)

。
保
木
本
教
授
も
、

授
益
的
行
政
行
為
の
許
容
性
と
限
界
は
市
民
の
信
頼
保
護
の
要
請
と
公
益
を
的
確
に
追
求
す
べ
き
国
家
行
為
の
可
変
性
の
要
請
と
の

比
較
考
量
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
説
く

(

�)

。
筆
者
も
撤
回
制
限
が
問
題
と
な
る
多
く
の
事
案
で
は
、
撤
回
制
限
の
法
的
根
拠
は
相
手
方
の

信
頼
保
護
に
求
め
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

な
お
、
石
川
教
授
は
、｢

法
治
主
義
と
信
頼
保
護
と
の
比
較
衡
量
を
行
い
、
後
者
の
要
請
が
前
者
の
要
請
を
上
回
る
場
合
に
は｣

、

行
政
処
分
の
取
消
・
撤
回
が
制
限
さ
れ
る
と
い
い

(

�)

、
大
浜
教
授
は
、｢

適
法
処
分
の
原
則｣

と

｢

信
頼
性
・
法
的
安
定
性｣

と
を
対

比
さ
せ
る

(

	)

。
事
実
変
更
等
に
よ
り
行
政
行
為
の
発
付
要
件
が
消
滅
し
て
違
法
と
な
る
場
合
の
撤
回
で
は
、
法
治
主
義
や
適
法
処
分
の

原
則
が
信
頼
保
護
と
対
立
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
相
手
方
の
義
務
違
反
や
公
益
上
の
必
要
に
基
づ
く
撤
回
の
場
合
に
は
、
法
治
主
義
や

適
法
処
分
の
原
則
に
よ
っ
て
は
撤
回
を
是
認
で
き
な
い
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。

判
例
の
中
に
も
、
以
下
の
よ
う
に
撤
回
制
限
の
根
拠
と
し
て
信
義
則
・
信
頼
保
護
を
あ
げ
る
も
の
が
あ
る
。




公
営
住
宅
の
使
用
許
可
の
取
消
・
明
渡
請
求
に
つ
い
て
は
、
信
義
則
・
信
頼
保
護
法
理
の
適
用
を
否
認
、
使
用
許
可
の
取
消

・
明
渡
請
求
は
適
法
と
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
な
か
に
は
信
義
則
・
信
頼
保
護
法
理
を
適
用
し
て
使
用
許
可
の
撤
回
・

明
渡
請
求
は
違
法
と
し
た
判
例
も
あ
る

(

前
記
一
三
頁
参
照)

。
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
の
許
可
の
撤
回
に
つ
い
て
は
、[

�]

は
、
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( )

使
用
許
可
条
件
の
違
反
の
程
度
、
平
等
原
則
の
ほ
か
、
信
義
則
を
基
準
に
判
断
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

�

青
色
申
告
の
承
認
の
撤
回
に
関
し
て
、
つ
ぎ
の
判
例
は
撤
回
は
信
義
則
違
反
と
い
う
相
手
方
の
主
張
を
斥
け
そ
の
取
消
請
求

を
棄
却
し
て
い
る
。

大
津
地
判
昭
和
四
九
・
四
・
一
〇
行
集
二
五
巻
四
号
二
四
九
頁

[

�]

所
得
税
法
施
行
規
則
六
三
条
一
項
に
所
定
の
五
年
の
帳
簿
保
存
期
間
、
国
税
通
則
法
七
〇
条
二
項
四
号
に
所
定
の
五
年
の
更

正
期
間
の
経
過
後
で
も
、
青
色
申
告
承
認
の
取
消
は
可
能
と
す
る
の
は

｢

衡
平
の
原
則
上
検
討
を
要
す
べ
き｣

で
あ
り
、
こ
の

取
消
に

｢

除
斥
期
間
の
な
い
こ
と
と
、
青
色
申
告
承
認
を
受
け
た
者
の
地
位
の
法
的
安
定
性
と
の
調
和
は
、
立
法
上
の
解
決
を

み
る
ま
で
は
、
や
は
り
権
利
濫
用
な
い
し
信
義
則
な
ど
一
般
条
項
の
適
用
に
よ
る
処
理
に
期
待
せ
ざ
る
を
得
な
い｣

と
い
い
、

こ
の
一
般
条
項
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
事
案
を
も
例
示
す
る
が
、
結
局
、
税
務
署
長
に
よ
る
本
件
青
色
申
告
承
認
取
消
処
分
は
八

年
前
に
遡
及
す
る
程
度
で
あ
る
か
ら
こ
の
一
般
条
項
に
違
反
せ
ず
裁
量
権
の
濫
用
に
は
な
ら
な
い
と
い
い
、
そ
の
取
消
請
求
を

棄
却
し
た
。

こ
の
判
決
は
行
政
法
に
お
け
る
失
効
の
法
理
の
適
否
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
と
考
え
ら
れ
る
が
、
控
訴
審
判
決

([

�])

は
明
示

的
に
は
権
利
濫
用
の
問
題
と
し
て
扱
い
、
上
告
審
判
決

([
�])

は
明
示
的
に
は
信
義
則
・
失
効
法
理
や
権
利
濫
用
の
問
題
と
し
て

も
み
て
い
な
い

(

�)

。

そ
の
後
、
以
下
の
判
例
は
、
い
ず
れ
も
青
色
申
告
の
承
認
の
撤
回
は
信
義
則
違
反
で
は
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

京
都
地
判
昭
和
五
四
・
四
・
二
七
訟
月
二
五
巻
八
号
二
二
九
六
頁

[
�]

浦
和
地
判
昭
和
五
八
・
一
・
二
一
行
集
三
四
巻
一
号
三
二
頁

[

�]

長
崎
地
判
昭
和
五
九
・
一
一
・
三
〇
行
集
三
五
巻
一
一
号
一
九
七
八
頁

[
�]

行政行為の撤回

71 71



( )

福
岡
高
判
昭
和
六
〇
・
八
・
二
九
行
集
三
六
巻
七
＝
八
号
一
二
五
二
頁

[

�]
([

�]

の
控
訴
審
判
決)

静
岡
地
判
昭
和
六
一
・
六
・
一
九
税
資
一
五
二
号
三
六
五
頁

[

�]
右
の
判
例
中
、
青
色
承
認
取
消
処
分
は
適
法
で
あ
る
と
す
る
点
で
は
共
通
し
て
も
、[

�]

は
納
税
者
の
信
義
則
違
反
を
認
め
、

[

�]

や

[
�]
・[

�]

は
課
税
庁
の
信
義
則
違
反
を
否
認
す
る
点
で
は
差
異
が
あ
る
。[

�]

は
青
色
申
告
者
の
大
多
数
は
原
告
と

同
程
度
の
記
帳
し
か
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
な
く
、

｢

平
等
則｣

違
反
で
も
な
い
こ
と
な
ど
も
判
示
す
る
。

�

[

�]

は
、
医
薬
品
と
し
て
の
有
用
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
の
そ
の
製
造
承
認
等
の
撤
回
義
務
が
国
民
の
信

頼
保
護
か
ら
導
か
れ
う
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る

(

�)

。

５

平
等
原
則

学
説
で
は
、
平
等
原
則
が
撤
回
制
限
の
根
拠
に
な
る
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
、
一
般
に
裁
量
行
使
の

平
等
適
合
性
は
承
認
さ
れ
て
お
り
、
撤
回
す
る
か
ど
う
か
も
原
則
と
し
て
裁
量
行
使
で
あ
る
か
ら
、
当
然
に
平
等
原
則
も
撤
回
制
限

の
根
拠
と
な
り
う
る
。
た
だ
し
、
平
等
原
則
が
撤
回
制
限
の
根
拠
と
し
て
機
能
す
る
の
は
限
定
的
で
あ
る

(

�)

。
同
種
事
案
と
の
比
較
で

は
撤
回
が
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、
当
該
事
案
で
の
撤
回
が
許
さ
れ
る
か
は
さ
ら
に
相
手
方
の
信
頼
保
護
の
要
請
に
照
ら
し
て
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。

判
例
の
中
に
も
、
以
下
の
よ
う
に
平
等
原
則
が
撤
回
制
限
の
根
拠
に
な
り
う
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
が
あ
る
。
換
地
予
定
地
指
定

処
分
に
つ
い
て

[

�]

、[

	]

、
青
色
申
告
承
認
に
つ
い
て

[
�]
、
道
路
関
係
処
分
に
つ
い
て

[


]

、
運
転
免
許
に
つ
い
て

[

�]

、

行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
の
許
可
に
つ
い
て

[

�]

な
ど
。

６

比
例
原
則

芝
池
教
授
は
、
撤
回
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
判
断
で
法
律
規
定
の
ほ
か
、
比
例
原
則
を
重
視
す
る

(

�)

。
法
律
規
定
は
撤
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回
ま
た
は
業
務
停
止
な
ど
の
事
由
を
共
通
に
定
め
る
も
の
が
多
い
が
、
こ
の
事
由
を
充
足
す
る
場
合
に
具
体
的
に
撤
回
す
る
か
そ
れ

と
も
業
務
等
の
停
止
を
命
ず
る
か
の
判
断
で
は
比
例
原
則
に
基
づ
く
考
慮
が
必
要
と
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
比
例
原
則
が
撤
回
制
限
の

根
拠
と
し
て
機
能
す
る
の
は
限
定
的
で
あ
る
。
業
務
停
止
等
と
の
比
較
で
は
撤
回
が
許
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
も
、
撤
回
が
許
さ
れ

る
た
め
に
は
さ
ら
に
相
手
方
の
信
頼
保
護
の
要
請
に
反
し
な
い
か
ど
う
か
な
ど
よ
り
重
要
な
事
情
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

判
例
の
中
に
も
、
撤
回
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
で
は
比
例
原
則
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
い
う
も
の
に
、
免
許
取
消
処
分
に
つ
い
て

[

�]

の
ほ
か
、
つ
ぎ
の
も
の
が
あ
る
。
食
品
添
加
物
の
指
定
の
取
消
に
関
し
て

[

�]

は
、｢

当
該
化
学
的
合
成
品
が
指
定
の
要
件

を
欠
く
と
認
め
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
即
時
か
つ
全
面
的
に
使
用
禁
止
の
措
置
を
と
る
の
を
原
則
と
す
べ
き
も
の

で
あ
る
。
も
と
よ
り
厚
生
大
臣
は
、
人
体
に
対
す
る
影
響
力
の
度
合
、
使
用
状
態
等
、
危
険
性
の
程
度
を
勘
案
し
て
適
宜
、
合
目
的

的
に
緩
和
の
措
置
を
と
る
こ
と
も
許
さ
れ
る｣

が
、｢

緩
和
的
措
置
は
あ
く
ま
で
も
危
険
性
の
見
地
か
ら
許
容
さ
れ
る
範
囲
内
に
お

い
て
な
さ
れ
る
べ
き
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
右
以
外
の
見
地
、
例
え
ば
当
該
化
学
的
合
成
品
を
使
用
し
て
い
る
業
者

の
利
益
保
護
等
は
い
わ
ば
一
切
他
事
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
直
接
考
慮
の
対
象
と
な
す
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い｣

と
い
う
。
こ
の
判
旨
は
、
本
件
指
定
の
取
消
処
分
は
比
例
原
則
違
反
で
も
な
い
と
す
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
た

だ
、
従
来
、
授
益
的
行
政
行
為
の
撤
回
に
よ
り
相
手
方
が
受
け
る
不
利
益
の
緩
和
的
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
が
比
例
原
則
に
よ
り
要

請
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
の
と
比
較
す
る
と
特
色
が
み
ら
れ
る
。

７

結
論

撤
回
す
る
か
ど
う
か
は
行
政
庁
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
か
ら
、
裁
量
統
制
の
た
め
の
諸
原
則
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、

平
等
原
則
や
比
例
原
則
は
あ
る
局
面
で
は
ま
さ
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
が
、
そ
の
機
能
は
限
定
的
で
あ
る
。
撤
回
す
る
か
ど
う

行政行為の撤回
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( )

か
は
当
該
事
案
で
の
取
消
を
求
め
る
公
益
等
と
相
手
方
の
利
益
と
の
比
較
考
量
に
依
存
し
、
利
益
考
量
原
則
の
指
摘
は
正
し
い
も
の

が
あ
る
。
た
だ
、
事
案
ご
と
に
適
切
な
結
論
を
出
せ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
問
題
解
決
の
た
め
の
原
則
を
定

め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
重
要
で
あ
る
の
は
、
こ
の
利
益
考
量
の
場
面
に
お
い
て
、
相
手
方
の
保
護
に
値
す
る
利
益
を
基
礎
づ
け
る

法
原
則
は
何
か
で
あ
る
。
前
記
の
よ
う
に
法
的
安
定
性
原
則
に
は
問
題
点
が
あ
り
、
結
局
、
信
頼
保
護
原
則

(

信
義
則)

が
よ
り
適

切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(

�)

控
訴
人
は
、
本
件
造
林
地
指
定
処
分
の
取
消
処
分
は
信
義
則
違
反
で
あ
り
行
政
権
の
濫
用
に
あ
た
り
そ
の
瑕
疵
は
重
大
明
白
で
あ
る

か
ら
無
効
と
主
張
し
て
い
る
が
、
判
旨
は
信
義
則
・
行
政
権
の
濫
用
に
つ
い
て
は
明
示
し
て
い
な
い
。
原
判
決
で
あ
る
青
森
地
判
昭
和
三

二
・
一
・
一
七
行
集
八
巻
一
号
一
頁
は
、
本
件
造
林
地
指
定
処
分
は
違
法
で
あ
り
そ
の
取
消
は
適
法
と
い
い
、
本
件
取
消
を
学
問
上
の
取

消
と
み
て
い
る
が
、
こ
の
原
判
決
は
破
棄
さ
れ
た
。

(

�)

樋
口
哲
夫

｢

判
批｣

ひ
ろ
ば
二
四
巻
二
号

(

昭
和
四
六
・
一
九
七
一)

四
四
頁
は
、
本
判
決
の
結
論
に
は
賛
成
す
る
が
、
判
旨
は
撤

回
の
要
件
で
あ
る
公
益
適
合
性
の
問
題
を
無
視
す
る
点
で
疑
問
が
あ
る
と
い
う
。

(

�)

乙
部
哲
郎

｢

行
政
法
に
お
け
る
信
頼
保
護｣
公
法
三
九
号

(

昭
和
五
二
・
一
九
七
七)

一
七
二
頁
。

(

�)

遠
藤
・
注

(

６)

三
五
頁
以
下
、
一
八
〇
頁
以
下
。

(

�)

田
上
＝
市
原
・
注

(

６)

一
二
〇
、
一
一
五
頁
、
市
原
・
注

(

６)

一
四
一
、
一
三
六
頁
。

(

�)

東
平
好
史

｢

行
政
行
為
の
取
消
撤
回
と
損
失
補
償｣

ジ
ュ
リ
行
政
法
の
争
点

(

昭
和
五
五
・
一
九
八
〇)

一
八
二
頁
。

(

�)

南
・
注

(

�)

七
二
〜
七
三
頁
。
な
お
、
遠
藤
・
注

(

６)
二
五
五
〜
二
五
六
頁
。

(

	)

保
木
本
一
郎

｢

行
政
活
動
の
変
更
と
補
償｣

『

現
代
行
政
法
大
系
６』

(

有
斐
閣
、
昭
和
五
八
・
一
九
八
三)

二
二
六
頁
。

(


)

石
川
敏
行

｢

行
政
処
分
の
取
消
し
・
撤
回
の
制
限｣

法
教
二
三
七
号

(
平
成
一
二
・
二
〇
〇
〇)

四
七
頁
。

(

�)

大
浜
・
注

(

７)

一
七
一
頁
。
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( )

(

�)

同
判
決
の
論
評
や
学
説
な
ど
に
つ
い
て
は
、
乙
部
・
注

(

23)

三
三
二
頁
以
下
。

(
�)

な
お
、[

４]

は

｢

衡
平｣

の
観
念
を
基
準
に
公
益
上
の
必
要
と
私
人
の
利
益
の
比
較
考
量
に
よ
り
撤
回
の
許
否
を
決
め
る
べ
き
と

い
い
、[

�]

は
撤
回
は
相
手
方
の

｢

期
待
権｣

を
侵
害
す
る
と
い
う
が
、
と
り
わ
け
前
者
が
信
頼
保
護
・
信
義
則
説
に
近
い
か
ど
う
か

は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

(

�)

乙
部
・
注

(

�)

二
三
四
頁
。

(

�)

芝
池
・
注

(
�)

一
七
三
頁
以
下
。

二

撤
回
の
効
果

１

撤
回
の
効
果
は
原
則
と
し
て
将
来
に
向
か
っ
て
生
じ
、
取
消
の
効
果
が
遡
及
的
で
あ
る
の
と
異
な
る
。
た
だ
し
、
撤
回
の
効

果
が
過
去
の
一
時
点
に
遡
及
し
て
生
ず
る
こ
と
も
あ
る

(

前
記
七
頁
参
照)

。

撤
回
の
効
果
と
し
て
、
損
失
補
償
を
す
べ
き
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
前
記
の
よ
う
に
田
中
博
士
を
は
じ
め
と
し
て
通
説
的
見

解
は
、
公
益
上
の
理
由
に
基
づ
く
撤
回
の
場
合
に
相
手
方
の
損
失
補
償
が
必
要
と
な
る
と
き
が
あ
る
と
す
る

(

�)

。
法
律
の
規
定
も
相
手

方
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
基
づ
く
撤
回
の
場
合
と
、
公
益
上
の
必
要
に
基
づ
く
撤
回
の
場
合
を
区
別
し
て
、
後
者
の
場
合
に
の

み
損
失
補
償
義
務
を
課
す
も
の
が
多
い

(

例
、
海
岸
法
一
二
条
、
下
水
道
法
三
八
条

(

	))

。

公
益
上
の
理
由
に
基
づ
く
撤
回
の
場
合
で
も
、
こ
れ
に
よ
り
相
手
方
の
財
産
権
を
侵
害
す
る
と
き
で
な
け
れ
ば
損
失
補
償
義
務
は

認
め
ら
れ
な
い
。
い
わ
ゆ
る
東
京
都
築
地
魚
市
場
の
使
用
許
可
の
撤
回
に
関
し
て
、[


]

・[

�]

は
東
京
都
の
損
失
補
償
義
務
を

承
認
し
た
が
、
最
高
裁

[

�]

は
使
用
権
の
内
在
的
制
約
を
理
由
に
こ
れ
を
否
認
し
た
。[

５]

も
同
様
で
あ
る

(

前
記
五
五
頁
参

照)

。
逆
に
、[

６]

は
緑
地
公
園
ゴ
ル
フ
場
の
使
用
更
新
拒
否
事
案
で
損
失
補
償
請
求
を
認
容
す
る
。[

]

は
食
品
衛
生
法
六
条

の
食
品
添
加
物
の
指
定
の
取
消
に
よ
る
販
売
不
能
等
は

｢

商
品
自
体
に
内
在
す
る
社
会
的
制
約｣

と
い
い
、[

�]

は
食
品
添
加
物

行政行為の撤回
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( )

の
指
定
の
取
消
は

｢

食
品
添
加
物
に
本
来
内
在
す
る
制
約｣

と
い
い
、
い
ず
れ
も
国
に
対
す
る
損
失
補
償
請
求
等
を
棄
却
し
た
。
後

者
は

｢

チ
ク
ロ
の
食
品
添
加
物
指
定
を
信
頼
し
て
、
チ
ク
ロ
を
使
用
し
て
食
品
の
製
造
、
販
売
を
な
し
て
…
…
損
失
を
蒙
っ
た
と
し

て
も
、
特
別
の
規
定
を
ま
た
ず
に
、
禁
反
言
な
い
し
信
義
誠
実
の
原
則
に
よ
っ
て
当
然
に｣

損
失
補
償
す
べ
き
義
務
は
な
い
と
す
る
。

２

つ
ぎ
に
、
撤
回
の
効
果
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
撤
回
が
許
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
撤
回
を
し
た
場
合
の
効
果
が
問

題
と
な
る
。
前
掲
の
判
例
の
中
で
は
、[

�]

は
財
団
法
人
設
立
許
可
の
撤
回
は
権
限
な
き
処
分
と
し
て
無
効
と
い
い
、[

�]

は
大

学
施
設
の
使
用
許
可
の
更
新
拒
否
は

｢

社
会
通
念
に
照
ら
し
て
著
し
く
妥
当
を
欠
く
も
の
で
あ
り
、
権
利
の
濫
用
と
し
て
違
法
、
無

効｣

と
い
う
。
撤
回
行
為
も
行
政
行
為
で
あ
り
、
通
例
の
無
効
と
取
消
の
区
別
の
基
準
に
従
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。[

36]

は
公
務
員
の
懲
戒
処
分
の
撤
回
は

｢

重
大
か
つ
明
白
な
瑕
疵
が
あ
る
か
ら
無
効｣

と
い
い
、[

�]

、[

�]

は
い
ず
れ
も
重
大
明
白

説
の
立
場
か
ら
換
地
予
定
地
指
定
処
分
の
撤
回
は
公
益
上
の
必
要
が
な
く
違
法
で
は
あ
る
が
無
効
で
は
な
い
と
し
て
無
効
確
認
請
求

を
棄
却
、[

�]

は
取
消
請
求
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
認
容
し
た
。

他
方
、
違
法
に
撤
回
し
た
と
き
や
撤
回
義
務
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
撤
回
し
な
か
っ
た
こ
と
は
違
法
で
あ
り
、
賠
償
責
任
要
件

で
あ
る
違
法
性
を
充
足
す
る
。
医
薬
品
の
製
造
許
可
に
関
し
て
は
、
ス
モ
ン
訴
訟
の

[

�]

、[

�]

、[

�]

、[

�]

、
ク
ロ
ロ
キ
ン

薬
害
訴
訟
の

[

	]

〜[


]

、
公
務
員
の
起
訴
休
職
処
分
に
関
す
る

[

�]

〜[

�]

、
道
路
関
係
処
分
に
関
す
る

[

]

が
あ
る

(

�)

。
こ

の
ほ
か
、
受
刑
者
の
制
限
冊
数
外
私
本
所
持
許
可
の
撤
回
事
案
の

[

�]

は
国
家
賠
償
請
求
を
認
容
、
郵
便
局
掲
示
板
使
用
許
可
の

撤
回
に
関
す
る

[

�]

〜[

�]

は
国
家
賠
償
請
求
を
棄
却
、
宅
地
建
物
取
引
業
の
免
許
の
取
消
義
務
事
案
の

[

�]

〜[

�]

も
国
家

賠
償
責
任
に
言
及
し
て
い
る
。

(

�)

同
旨
、
南
・
注

(

�)

七
三
〜
七
四
頁
、
保
木
本
・
注

(

�)

二
二
八
頁
以
下
。
(

�)

ド
イ
ツ
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
乙
部
・
注

(

４)

一
七
頁
以
下
。
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( )

(

�)

規
制
権
限
の
不
行
使
と
国
家
賠
償
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
原
田
尚
彦

｢

薬
害
と
国
家
賠
償
責
任｣

(

昭
和
五
三
・
一
九

七
八)

『

行
政
判
例
の
役
割』

所
収

(

弘
文
堂
、
平
成
三
・
一
九
九
一)

一
八
四
頁
以
下
や
同
所
に
掲
記
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

八

お

わ

り

に

一

以
上
の
よ
う
に
、
行
政
行
為
の
撤
回
の
根
拠
・
制
限
の
問
題
を
検
討
す
る
場
合
に
は
、
と
り
わ
け
侵
益
的
行
政
行
為
と
授
益

的
行
政
行
為
の
種
別
法
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
い
わ
ゆ
る
私
権
設
定
的
行
政
行
為
の
撤
回
は
厳
し
い
制
約
に
服
す
る
と
い
わ

れ
る
こ
と
が
あ
る
が

(
前
記
六
七
頁
参
照)

、
私
権
設
定
的
行
政
行
為
も
授
益
的
行
政
行
為
の
一
種
で
あ
り
、
そ
の
撤
回
の
制
限
の

問
題
は
基
本
的
に
は
授
益
的
行
政
行
為
の
場
合
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う

(

同
旨
、[

�]

・[

�])

。
二
重
効
果
的
行
政

行
為
の
撤
回
の
制
限
の
問
題
も
、
結
局
は
、
そ
の
侵
益
的
側
面
や
授
益
的
側
面
の
ど
ち
ら
を
重
視
す
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

多
い

(

例
、[

４]

、[

�]

、[

�]

・[
�])
。

二

段
階
的
行
政
手
続
の
側
面
か
ら
は
い
わ
ゆ
る
予
備
決
定
と
最
終
決
定
と
い
っ
た
種
別
法
も
あ
る
が
、
予
備
決
定
と
最
終
決
定

と
で
は
、
撤
回
制
限
に
も
差
異
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
が
問
題
と
な
る
。
た
と
え
ば
、[

�]

、[

�]

は
、
最
終
決
定
で
あ
る
換
地

処
分
と
の
関
係
で
は
換
地
予
定
地
指
定
処
分
は

｢

暫
定
的
措
置

(

処
分)｣

で
あ
る
と
し
て
そ
の
撤
回
を
比
較
的
広
く
認
め
よ
う
と

す
る
の
に
対
し
、[

�]

、[

�]

・[

�]

は
、
換
地
予
定
地
指
定
処
分
の

｢

暫
定
的
措
置

(

処
分)｣

性
を
認
め
な
が
ら
そ
の
撤
回
の

許
否
に
つ
い
て
は
通
例
の
行
政
行
為
の
そ
れ
と
同
様
に
考
え
よ
う
と
す
る

(

な
お

[

３]

、[

	]

は
、
換
地
予
定
地
指
定
処
分
の

｢

暫
定
的
措
置

(

処
分)｣

性
に
は
明
示
し
な
い)

。[


]

も
土
地
改
良
法
に
基
づ
く
一
時
利
用
地
指
定
処
分
は

｢

終
局
的
又
は
確
定

的
な
性
質
を
有
す
る
処
分
で
は
な
い
か
ら｣

そ
の
撤
回
は
許
さ
れ
る
と
い
う

(
�)

。

な
お
、[

�]

と

[

]

は
第
一
審
・
第
二
審
の
関
係
に
あ
り
、
換
地
予
定
地
指
定
処
分
の
変
更
処
分
の
無
効
確
認
請
求
を
否
認
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( )

し
た
点
で
は
共
通
す
る
。
た
だ
、
第
一
審
は
変
更
処
分
は
違
法
で
は
あ
る
が
無
効
で
は
な
い
と
い
い
、
第
二
審
は
変
更
処
分
は
違
法

で
は
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
、
第
一
審
は
換
地
予
定
地
指
定
処
分
の

｢

暫
定
的
措
置

(

処
分)｣

性
を
明
示
し
な
い
が
第
二
審
は
こ

れ
を
明
認
す
る
こ
と
と
い
っ
た
差
異
が
あ
る
の
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

(

�)
こ
の
ほ
か
、
あ
る
種
の
公
務
員
の
懲
戒
処
分
の
撤
回
は
許
さ
れ
な
い
理
由
を
行
政
行
為
の
不
可
変
更
力
に
求
め
る
見
解
が
あ
る
。
学

説
の
紹
介
も
含
め
て
、
乙
部
・
注

(

�)

九
九
頁
以
下
。
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